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今月の新規掲載セミナー
セミナー名 講師 頁

経営法務人材養成塾
～グローバルに通用する GC/CLO を目指して～【2026 年度】 児玉康平　氏 4・5

新任担当者のための株主総会運営の基礎と実践〔全３講〕
～根拠法令・判例・実務慣行を踏まえた総会実務の基本構造を学ぶ～ 福﨑剛志　弁護士　他 15

２時間で解説　2026 年株主総会「想定問答」のポイント 
～ 2026 年版「株主総会想定問答集」をテキストとして～ 河和哲雄　弁護士 16

監査等委員会設置会社のベストプラクティス
― 議事録・監査報告の書式等と実践対応― 須崎利泰　弁護士　他 27

カスハラ対応の最前線 ―施行前に総点検！　
従業員を守る組織づくりと法務実務 中山泰章　弁護士 31

株式会社法総合基礎講座
～ ｢会社法｣ の必須知識を体系的に総合解説～（全 12 回）

河内隆史　
明治大学名誉教授　他 34

法務カウンセリングの技術　
～ケース ･ スタディを通じてカウンセリングのノウハウを習得する～ 松本伸也　弁護士 40

「似ている、関連する条項・契約」の相互関係・意味の基本知識と実務のポイント
～契約関係を立体的に理解する～ 遠藤元一　弁護士 43

ベーシック独占禁止法 
～事例で学ぶ独禁法の考え方～ 菅久修一　氏 46

中国の制度、文化から学ぶ 中国業務担当者・赴任者のための「いろは」 李　丹丹　氏（花王） 51
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ご案内セミナー 講　師 開催日／配信期間
申込期限 頁

経
営
法
務

経営法務人材養成塾
～グローバルに通用する GC/CLO を目指して～【2026 年度】［東京会場］※会場開催のみ 児玉康平　氏 2026/4/16 (木)  ~ 2027/3/18 (木)

申込期限2026/4/3 （金）
4・5
NEW

株
主
総
会

2026 年株主総会に向けたポイント解説
～準備段階から当日運営まで～〈連続セミナー全８回〉［LIVE］※オンデマンド配信あり

丸谷国央　氏
三菱UFJ 信託銀行　他

11/10（月）～ 2026/6/30（火）
申込期限2026/3/31（火） 6

株主総会担当者基礎研修コース（2025 秋） 井上　卓　氏
　　　三菱重工業　　他

11/10（月）～ 2026/3/31（火）
申込期限2026/3/17 （火） 7

株式事務の基礎知識と担当者の役割 
～新任担当者必須の知識をやさしく解説～［WEB］

中川雅博　氏
三菱 UFJ 信託銀行

11/10（月）～ 2026/3/31（火）
申込期限2026/3/17 （火） 7

基礎から学びたい人のための株主総会事務局の実務（全２回）［WEB］ 牧野達也　氏
三菱 UFJ 信託銀行

12/8（月）～ 2026/3/31（火）
申込期限2026/3/17 （火） 8

株主総会の最新動向
～実効的なバーチャル総会と未来志向の SR 活動～［東京会場］

松村真弓　氏
グリーホールディングス　他

2026/1/20（火）
申込期限 2026/1/19（月） 9

株主総会実務講座（全４講セット） 伊藤広樹　弁護士
森　駿介　弁護士　他　

11/28（金）～ 2026/6/30（火）
申込期限2026/5/29 （金） 10

アクティビズム時代における株主提案への備えと実務対応
 ～予兆・端緒の気づきから総会後の事務処理までを場面ごとに学ぶ～［WEB］

伊藤広樹　弁護士
森　駿介　弁護士

11/28（金）～ 2026/6/30（火）
申込期限2026/5/29 （金） 10

事業報告・株主総会参考書類等作成のポイント［東京会場］ 石井裕介　弁護士 12/10（水）
申込期限 12/9（火） 11

2026 年株主総会の展望と課題整理 
～アクティビスト・ファンド隆盛期の実務の現在地～［東京会場］

　菊地　伸　弁護士
　　斎藤　誠　氏

12/16（火）
申込期限12/15（月） 12

株主総会の準備・運営の最終チェックポイント〔全２講〕
～総会準備・運営に当たって見落としがちな実務ポイントを徹底解説～［東京会場］

牧野達也　氏
　角田大憲　弁護士

2026/3/5（木）・3/17（火）
申込期限2026/3/4（火） 13

上場会社のための 2026 年定時株主総会の準備［東京会場］ 角田大憲　弁護士 12/19（金）
申込期限12/18（木） 14

新任担当者のための株主総会運営の基礎と実践〔全３講〕
～根拠法令・判例・実務慣行を踏まえた総会実務の基本構造を学ぶ～［東京会場］ 福﨑剛志　弁護士　他 2026/1/16・1/29・2/6

申込期限 2026/1/15（木）
15

NEW

２時間で解説　2026 年株主総会「想定問答」のポイント 
～ 2026 年版「株主総会想定問答集」をテキストとして～［東京会場］ 河和哲雄　弁護士 2026/3/4（水）

申込期限 2026/3/3（火）
16

NEW

有報総会前開示の法務と実務 ――総会３週間前開示に向けた論点整理
［WEB］

塚本英巨　弁護士
中川雅博　氏

12/23（火）～ 2026/2/24（火）
申込期限 2026/2/16 ( 月 ) 17

ガ
バ
ナ
ン
ス

コーポレートガバナンスに関する実務講座（全 11 講セット） 澤口　実　弁護士　他 10/15（水）～ 2026/3/31（火）
申込期限 2026/3/17（火） 18

取締役会を中心としたコーポレートガバナンスの最新動向と対応 
［WEB］ 澤口　実　弁護士 10/15（水）～ 2026/3/31（火）

申込期限 2026/3/17 （火） 19

役員報酬の制度設計・見直しと開示実務 
～企業価値向上へのつなげ方～［WEB］ 高田　剛　弁護士 11/6（木）～ 2026/3/31（火）

申込期限 2026/3/17 （火） 19

取締役会の実効性評価の実務と最新動向 
～社外取締役 50％時代に向けて～［WEB］

佃　秀昭　氏
ボードアドバイザーズ　

11/12（水）～ 2026/3/31（火）
申込期限 2026/3/17 （火） 20

任意の指名・報酬委員会の設計・運営見直しのポイント
～自社最適化の視点から確認・検討すべきこと～［WEB］ 渡辺邦広　弁護士 11/27（木）～ 2026/3/31（火）

申込期限 2026/3/17 （火） 20

アクティビスト・同意なき買収にどう備えるか 
～押さえておきたい重要ポイント～  ［WEB］ 太田　洋　弁護士 12/5（金）～ 2026/3/31（火）

申込期限 2026/3/17 （火） 21

企業のサステナビリティの取組と企業価値創造 ［WEB］ 松原　稔 　氏
りそなアセットマネジメント

12/9（火）～ 2026/3/31（火）
申込期限 2026/3/17 （火） 22

あらためて考える『モニタリング・モデル』の本質と進化するガバナンスの工夫 
～企業の取組事例や経済産業省のガイダンスも参考にして～ ［WEB］ 塚本英巨　弁護士 12/9（火）～ 2026/3/31（火）

申込期限 2026/3/17 （火） 22

機関投資家のスチュワードシップ責任とコーポレートガバナンスの成果：持続的
な企業価値の向上［WEB］

三瓶裕喜 　氏
アストナリング・アドバイザー合同会社

12/12（金）～ 2026/3/31（火）
申込期限 2026/3/17 （火） 23

攻めと守りの全社的リスクマネジメント［WEB］ 神林比洋雄　氏
プロティビティLLC

12/17（水）～ 2026/3/31（火）
申込期限 2026/3/17 （火） 23

グループ会社管理におけるリスクマネジメントとコーポレートガバナンス［WEB］ 三笘　裕　弁護士 12/18（木）～ 2026/3/31（火）
申込期限 2026/3/17 （火） 24

企業の稼ぐ力の強化とグローバルガバナンスの実務対応 ［WEB］ 武井一浩　弁護士　他 12/25（木）～ 2026/3/31（火）
申込期限 2026/3/17 （火） 24

監査等委員会設置会社への移行と移行後の実務［東京会場］ 太子堂厚子　弁護士 12/11（木） 
申込期限 12/10（水） 25

株主アクティビズムの傾向と対策 
～分析を通して2026年の展望をうらなう～［東京会場］ 松下　憲　弁護士 2026/1/30（金）

申込期限 2026/1/29 （木） 25

上場ファミリービジネス・オーナー企業におけるアクティビスト対応のポイント
［東京会場］ 中尾匡利　弁護士 2026/2/16（月）

申込期限 2026/2/13 （金） 26

監査等委員会設置会社のベストプラクティス
― 議事録・監査報告の書式等と実践対応―［東京会場］ 須崎利泰　弁護士　他 2026/3/11（水）

申込期限 2026/3/10（火）
27

NEW

新任担当者が押さえておきたい取締役会の法務と実務上のポイント［WEB］ 小林章博　弁護士 9/16（火）～2026/１/30（金）
申込期限12/31（水） 28

執筆陣が語る！ 実効的子会社管理のすべて［WEB］ 松山　遙　弁護士　他 12/19（金）～ 2026/2/19（木）
申込期限 2026/2/12（木） 29



ご案内セミナー 講　師 開催日／配信期間
申込期限 頁

ヘ
ル
ス
ケ
ア

そこが知りたかった
ヘルスケアビジネスに携わる法務部員が押さえておきたいポイント［東京会場］

越田雄樹　弁護士
寺前翔平　弁護士

2026/2/4（水）
申込期限 2026/2/3（火） 30

リ
ス
ク
対
応

カスハラ対応の最前線 ―施行前に総点検！　
従業員を守る組織づくりと法務実務［東京会場］ 中山泰章　弁護士 2026/2/10（火）

申込期限 2026/2/9（月）
31

NEW

企業がYouTubeを活用する際の法的・実務的課題とその対応策［WEB］ 井上　拓
弁護士・弁理士

11/11（火）～ 2026/1/13（火）
申込期限2026/1/5（月） 32

会
社
法
・
金
商
法
・
上
場
規
則

法務担当者のためのインサイダー取引規制対応の実務
［LIVE］※オンデマンド配信あり［東京会場］ 戸嶋浩二　弁護士　他 2026/1/27（火）・2/16（月）

申込期限2026/2/13（金） 33

企業の内部資料の開示経路と実務対応 ［東京会場］ 吉川　慶　弁護士 2026/2/13（金） 
申込期限 2026/2/12（木） 33

株式会社法総合基礎講座
～ ｢会社法｣ の必須知識を体系的に総合解説～（全 12 回）［東京会場］［WEB］

河内隆史　
明治大学名誉教授　他

2026/2/5（木）～ 3/10（火） 
申込期限 2026/3/9（月）

34
NEW

新任子会社役員が押さえておきたい「義務と責任」
～事例を通して役員責任の大枠を掴む～［WEB］ 福﨑剛志　弁護士　他 10/28（火）～ 2026/1/13（火）

申込期限 2026/1/5（月） 35

M
&
A

90分でつかむ  M＆Aにおける「特別委員会」の実務
［LIVE］※オンデマンド配信あり 石田哲也　弁護士 12/17（水） 

申込期限 12/16（火） 36

法務・総務・コンプライアンス担当者のための M&A 実践講座
（基礎編・実践編セット）  ［東京会場］ 松本　渉　弁護士 2026/1/23（金）・3/6 ( 金 )   

申込期限 2026/2/26（水） 36

法
務
組
織

仮説思考×要件効果フレームワークで進める社内法律相談対応の技法 
――生成 AI に負けない法務部員になるために［東京会場］ 松尾剛行　弁護士 12/19（金） 

申込期限 12/18（木） 37

数学的思考と費用対効果で考える「手放す」法務への挑戦 ［WEB］ 小林洋光　氏
アデコ

12/25 ( 木 ) ～ 2026/2/25（水）
申込期限 2026/2/19 ( 木 ) 38

法
務
一
般

企業法務担当者のための実務対応ガイド
〜事例で学ぶ、現場で迷わないための法令の勘所〜（全２回） ［東京会場］

玉置貴広　氏
野澤大和　弁護士　他

2026/2/19（木）・2/27( 金 )
申込期限 2026/2/18( 水 ) 39

 法務カウンセリングの技術　
～ケース ･ スタディを通じてカウンセリングのノウハウを習得する～［東京会場］※会場開催のみ 　松本伸也　弁護士 2026/3/12（木）

申込期限 2026/3/4( 水 )
40

NEW

初心者のための企業法務入門［WEB 再募集］ 菅原貴与志　弁護士 10/24（金）～ 12/24 ( 水 )
申込期限 12/17 ( 水 ) 41

法務の基礎のその手前
～法的な「ものの見方」と「文章の書き方」～［WEB 再募集］

壱岐祐哉　弁護士
平山直樹　弁護士

11/19( 水 ) ～ 2026/1/30( 金 )
申込期限 2026/1/23( 金 ) 41

取
引
法
務

英文契約ポイントチェック ～基礎から実践まで～［東京会場］  大槻由昭　弁護士 2026/1/27（火）・2/9（月）
申込期限 2026/2/2（月） 42

「似ている、関連する条項・契約」の相互関係・意味の基本知識と実務のポイント
～契約関係を立体的に理解する～［東京会場］ 遠藤元一　弁護士 2026/3/10（火）

申込期限 2026/3/9（月）
43

NEW

基礎から学ぶ 契約書の作り方･読み方〔全３講〕
～担当者に必須の実用知識を重点集中解説～［WEB］ 太田大三　弁護士　他 11/4（火）～ 2026/2/9（月）

申込期限 2026/1/26（月） 44

実践から学ぶ！契約書審査業務の勘所［2025 年］
〜他社の皆様どうしてますか？〜 ［WEB］

大川　治　弁護士
松尾洋輔　弁護士

11/4（火）～ 2026/1/30（金）
申込期限 2026/1/23（金） 44

契約実務から民法を学ぶ
～近時の電子契約等リーガルテックも踏まえた民法の体系的思考プロセスを養成～［WEB再募集］ 齋藤弘樹　弁護士 10/14（火）～ 2026/1/21（水）

申込期限 2026/1/14（水） 45

競
争
法

ベーシック独占禁止法 
～事例で学ぶ独禁法の考え方～［東京会場］ 菅久修一　氏 2026/3/24（火）

申込期限 2026/3/23（月）
46

NEW

施行から１年！フリーランス保護法 
～勧告第1号案件登場を機に改めて総点検～［WEB］

池田　毅　弁護士
宮内優彰　弁護士

11/4（火）～ 2026/1/13（火）
申込期限 2026/1/5（月） 47

物流革新と取引適正化の実務対応 ― 物流効率化法・貨物自動車運送事業法・下請法
改正を踏まえた荷主・運送事業者・関連事業者のリスク管理と実務対応［WEB］

花本浩一郎　弁護士
粟井勇貴　弁護士

12/3 ( 水 )  ～ 2026/3/31 ( 火 )
申込期限 2026/3/24 ( 火 ) 47

デ
ー
タ

ルールを知り、攻めに転じる　最新制度×ケーススタディで学ぶ
データ活用とプライバシーポリシー実務［東京会場］ 影島広泰　弁護士 12/17（水）

申込期限 12/16（火） 48

知
財
法
務
･
消
費
者
対
応

ゼロからはじめる利用規約［東京会場］ 大原滉矢　弁護士 2026/1/22（木）
申込期限 2026/1/21（水） 49

差止請求事例から学ぶ 利用規約作成・見直しのポイント［東京会場］ 小林直弥　弁護士 2026/2/17（火）
申込期限 2026/2/16（月） 49

ベーシック景品表示法［WEB 再募集］ 古川昌平　弁護士 10/24 （金）～ 12/24 ( 水 )
申込期限 12/17 ( 水 ) 50

著作権とうまく付き合うための総務・法務担当者用著作権法チェックポイント 
～ AI 時代の基礎知識から使う・守る場面まで～［WEB 再募集］ 池村　聡　弁護士 10/24 （金）～ 12/24 （水 )

申込期限 12/17 ( 水 ) 50

海
外

中国の制度、文化から学ぶ 中国業務担当者・赴任者のための「いろは」
［LIVE］※オンデマンド配信あり

李　丹丹　氏
花王

2026/1/28（水） ～ 4/13（月 )
申込期限2026/4/6（月）

51
NEW

輸
出
管
理

日米の実務を踏まえて基礎から解説　
法務担当者のための輸出管理・経済制裁［WEB］ 大川信太郎　弁護士 11/26 ( 水 )  ～ 2026/1/30 ( 金 )

申込期限 2026/1/23 （金） 52

内
部
通
報

公益通報対応業務従事者が押さえておくべき
「近年の企業事件・不祥事の事例と動向」［東京会場］※会場開催のみ

髙野一彦　
関西大学教授

12/15（月）
申込期限 12/12（金） 53

公益通報対応業務従事者入門講座［WEB］ 竹内　朗　弁護士
岩渕恵理　弁護士

10/29（水）～2026/10/30（金）
申込期限2026/10/29（木） 54

国内子会社・関連会社の内部通報対応 
～グループ全体の企業価値の維持及び発展のために～［WEB］ 柴田政樹　弁護士 11/27（木）～ 2026/1/27 ( 火 )

申込期限 2026/1/20 ( 火 ) 55

※　「会場開催のみ」の表示があるセミナーを除き、「会場開催 [ 東京／大阪 ]」セミナーについて、後日、収録動画による WEB 受講者の募集を予定しています。
　　WEB 受講の募集は、原則としてセミナー開催日の翌営業日から、株式会社商事法務 WEB サイトにて開始します。
　　「LIVE」セミナーについても収録動画を後日配信します。
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経 営 法 務

経営法務人材養成塾
～グローバルに通用する GC/CLO を目指して～【2026 年度】

講師紹介 児玉康平　氏　（元　株式会社日立製作所  執行役常務（GC/CLO））
東京大学法学部卒業。1987年日立製作所入社、1994年コーネル大学ロースクール卒業。1997年より2011年まで日立北米本社の社内弁護士として勤務の後、
2018年より2024年まで日立製作所の執行役常務としてGC/CLOを務める。著書として神田秀樹東京大学名誉教授（公益社団法人商事法務研究会代表理事会
長）らとの編著にて、『コーポレートガバナンス改革と上場会社法制のグランドデザイン』（商事法務、2022年）。

本塾は、「ジェネラル・カウンセル(GC)」「チーフ・リーガル・オフィサー(CLO)」として世界で戦える人材に将来なるた
めに、法務担当者が日頃から留意すべき思考過程、組織を動かすためにとるべき行動等についてケースメソッドを通じ
て具体的に学ぶ、少人数制・全11回の講座です。知識の習得で満足することなく、「先人の知恵」をも継承していこうと
する高い志を持つ皆様のご参加をお待ちしています（ビジネス・ロー・スクール事務局）。

〔受講要件・受講方法〕
受講要件：企業または弁護士事務所での法務経験5年以上
　　　　　※現在弁護士事務所に所属していても参加可能です
●お申込者にはエントリーシートを提出いただきます［お申込後に記入シートをお送りします］
●本塾は定員12名（最少開講人数８名）の会場参加限定の講座です。
　収録動画の配信は実施しませんが、各回は独立した内容となっており、やむを得ず欠席した場合であっても以降の回の
　受講に影響はありません。
●第2回以降、18時30分から希望者に軽食をご用意します（追加料金はかかりません）。
　講師も交えて、皆様で食事をおとりいただきながら、前回の内容を振り返るとともに、ネットワーキングの場にもなり
　ます。任意参加の時間ですが、ぜひご活用ください。

セミナー概要

◆わが国企業法務の世界でも「ジェネラル・カウンセル(GC)」「チーフ・リーガル・オフィサー(CLO)」という言葉を当
たり前のように見聞きするようになりました。GC/CLOとは、企業が経営判断を下す場面において、法的に正しい結論
は何かを踏まえた上で、さらにその結論を絶対視することなく、企業としてどのような結論を出すべきかを、CEOや
経営会議、取締役会に対して責任をもって示す存在です。ところが、これまでGC/CLOの重要性や機能が議論されたり、
経営の一員としての側面が強調されるばかりで、法務担当者が日頃から何を思考し、調べ、さらにどう行動すればGC/
CLOとしての素養を身につけることができるのか、その具体論が語られることはありませんでした。

◆経営法務人材養成塾では、株式会社日立製作所でGC/CLOを6年間務めた児玉康平氏を招聘し、GC/CLOと呼ぶにふさ
わしい人材となるために、法務担当者が日頃から留意すべき思考過程、組織を動かすためにとるべき行動等について
ケースメソッドを通じて具体的に学びます。同氏は、長年にわたるアメリカでの企業法務経験をもとに、GC/CLOにつ
いて日本の企業法務界にオールジャパン目線での発信を続けてきました。先人から知識だけではなく知恵をも継承す
ることにより、本塾から、グローバルに通用する真のGC/CLOとなる人材を輩出することを目指します。

講 座 開 設 趣 旨の

● 開催日程：第１回　2026年４月16日（木）18時30分～21時
　　　　　   第２回以降、毎月（６月を除く）第３木曜日19時～21時
　　　　　   第11回（最終回）　2027年３月18日（木）19時～21時
　　　　　   ※第２回以降、各回講義開始前の30分間、講師も交えた前回内容の振り返り、受講者間の
　　　　　　　ネットワーキングの時間を設けます（任意参加、軽食付）。
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：12名（先着順）　　●申込期限：2026年４月３日 (金)
● 受  講  料：275,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会
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経営法務人材養成塾【2025年度の受講生の声】
・「知識」だけではなく「知恵」を学ぶ、他のセミナーや書籍では学ぶことができない唯一無二の場
実務に直結したケースメソッドで、これまで考えたことのない視点からの指摘やアドバイスを受けることにより、法務人材と
しての視野が格段に広がりました。日本のリーガルにおよそ欠けている視点をここでは学べる。何をすべきか、なぜそれが必
要かを実務に則して理解でき、一般的な講義とは身につき方がまったく異なると感じます。

・答えがないからこそ面白い
発言に詰まることもありますが、それが自分の課題発見につながります。生徒の質問にもとことん付き合って回答くださり、
それが他の生徒の質問にもつながっていく。参加者全員が積極的に議論に加わるため、自分も自然と発言でき、毎回新しい発
見があります。

・ゼミ形式で「法務パーソンとしての矜持」を磨く
単なる法的知識のインプットにとどまらず、経営層にどう示すか、組織をどう動かすか――法務の中核人材に求められる「思考」
と「胆力」を養えます。リーガル責任者になるための知見 • 覚悟 ( 生き様や心持ちまで ) が身につく。

・実務の第一線で役立つ「生きた学び」
講師の経験や具体例をもとに社外弁護士ではできない和解交渉の裏側や近時の話題（生成 AI・サイバーセキュリティ）など、
他では聞けないエピソードが満載。法的リスクとレピュテーションリスクのせめぎ合いに、経営法務の醍醐味を感じました。

・グローバル法務に向けたマインドセット
グローバル法務では、マインドセットや備える知識ノウハウが国内のものとは全く異なることがわかりました。時に、経営と
の激しい論争も厭わない。法律が異なる海外で法務を展開するには、そうした覚悟が必要であることを痛感しました。

・講師の一言ひとことが胸に刺さる
資料に頼らず、その場で議論が展開していくスタイルは緊張感もありますが、だからこそ深い学びにつながります。児玉氏だ
からこそ成立する講座だと思います。

・「楽しい」講座――だが、いい意味で疲れる
毎回、脳に汗をかく濃密な 2 時間。終わるころには達成感と、次回までに考えたい課題が手元に残ります。

・この講師にしてこの講義在り、疑問の残らない即解の講座
講師の児玉氏は豊富な実務経験を有しており、質問に対してその場で的確に回答してくださるため、受講中に疑問が残ること
がありません。さらに、実務上の判断に迷う場面や、検討すべきポイントの濃淡、取捨選択の感覚まで具体的に学べる講座です。

経 営 法 務

＊＊アイコンのご説明＊＊

新規開講またはオンデマンド配信の募集
が開始されるものとなります。

会場での開講のみとなり、当日のLIVE配信
や後日のオンデマンド配信が予定されて
いないものとなります。

会場で開講されるセミナーとなります（基
本的には後日のオンデマンド配信も予定
されております）。

録画された講義をオンデマンドで一定期
間配信するものとなります。

通常価格とは別に早割等の割引価格の設
定があるものとなります。

講義とは別に講師および受講生同士の親
睦を深める場を設定しているものとなり
ます。

開講と同時にzoom等で配信を行い、講師
への質問の機会などを設けているものと
なります。

過去に募集期間が終了したもので好評だ
ったものを再度オンデマンドで配信する
ものとなります。

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会
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株 主 総 会

2026 年株主総会に向けたポイント解説
～準備段階から当日運営まで～〈連続セミナー全８回〉

企画・監修　第一東京弁護士会株主総会指導センター
〈総責任者〉　三谷革司　弁護士（第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会部会長）

　　　　　

2026年の株主総会に向けて、2025年６月総会を振り返りながら、準備段階～当日運営のポイントをコンパクトに解説す
る連続セミナー。最終回として伝統の「模擬株主総会」をオンデマンド配信。各回のLIVE 配信では受講者からの質問に
講師が回答しますので、課題整理にご活用ください。

セミナー概要

● 開催日程：第３回　2025年12月９日（火）17時～18時30分（第４回以降は上記一覧をご参照ください）
● オンデマンド視聴期間：2025年11月25日（火）10時～2026年６月30日（火）17時　※各回配信開始日が異なります。
● 視聴方法：EメールにてLIVE配信視聴用URL・オンデマンド視聴用URLをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月31日 (火)
● 受  講  料：66,000円（税込）／１社分　
　※お申し込み1口に対し、人数制限なく何名でも視聴いただくことができます（ただし同一法人内に限る）。
　※「資料版商事法務」購読者には本セミナーを特別割引価格（49,500 円（税込） ／１社） でご提供します。備考欄に
　 　「資料版商事法務購読者」と記載の上、お申し込みください（割引は記載のある場合に限り適用されます）。

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

セミナー名 講師 配信開始日
（LIVE配信日）

第１回
６月総会の振り返りと展望 丸谷国央　氏

（三菱UFJ 信託銀行 法人コンサルティング部 調査役）
11/25
（済）

2025年6月総会を振り返り、2026年総会運営で論点となりうるポイントを整理します。

第２回
有報の総会前開示に向けた準備のポイント 大江弘之　弁護士

（奥・片山・佐藤法律事務所）
12/３

（済）

最近の各社の取り組みを踏まえ、有報の総会前開示を実施するための方法やポイントについて解説します。

第３回
株主提案等アクティビストの動向 中澤貴宏　氏

（みずほ信託銀行 株式戦略コンサルティング部 上席部長代理）
12/23

（12/９）

2025年6月総会における株主提案の状況を整理し、2026年のアクティビストの動向を展望します。

第４回
機関投資家の議決権行使結果の分析 白鳥琢也　氏

（三井住友信託銀行 ガバナンスコンサルティング部 IRSR第1チーム長）
12/26

（12/12）

2025年6月総会における機関投資家の議決権行使結果および各機関投資家の議決権行使ガイドライン等について、直近の動向を踏まえて解説します。

第５回
株主総会資料の作成 太田典宏　氏

（宝印刷株式会社 ディスクロージャー研究二部 副部長）
１/28

（１/14）

最近のトレンドや2025年6月総会における招集通知・参考書類・事業報告を踏まえて、2026年総会に向けての検討ポイントを整理します。

第６回
当日運営の準備～想定問答・リハーサルの見直し～ 大西宏治　弁護士

（大西昭一郎法律事務所）
２/４

（１/21）

想定問答やリハーサルの内容の見直しを中心に2026年総会に向けた当日運営の準備のポイントを解説します。

第７回
総会当日の有事対応方針 渡邉和之　弁護士

（西綜合法律事務所）
２/17

（２/３）

総会当日に想定外の事態などが生じた際に的確に対応できるよう、対応のポイントを最新の総会動向をふまえ、再確認します。

第８回
模擬株主総会～実演と解説～ 第一東京弁護士会

株主総会指導センターメンバー
２/25

（ ― ）

総会担当者として押さえておきたい基礎を中心に実演を行い、ポイントを解説します。

※LIVE配信の申込締切は、各回開催日の２営業日前までとなります。
※LIVE配信は各開催日17時～18時30分（質疑応答込み）を予定しています。
※第８回のLIVE配信はございません。
※各回（第８回以外） の司会は三谷革司弁護士ほか第一東京弁護士会株主総会指導センターのメンバーが担当します。
※受講者には第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会編『Ｑ＆Ａ最新株主総会運営ハンドブック(2026 年版)』（PDF） を無
償配布します（第８回配信時に視聴ページよりダウンロードいただけるように設定いたします）。
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株 主 総 会

株主総会担当者基礎研修コース（2025 秋）

株式事務の基礎知識と担当者の役割 
～新任担当者必須の知識をやさしく解説～

講師紹介 中川雅博　氏（三菱UFJ信託銀行株式会社　法人コンサルティング部　部付部長）
1990年 大阪大学法学部卒業、東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社、2005年 合併に伴い三菱UFJ信託銀行証券代行営業2部配属、
2006年 証券代行部配属、現在に至る。『株式事務の基礎知識』（商事法務）,『全株懇モデルⅠ』（共著、商事法務）、『株主総会の準備実務・想定問答』（共
著、中央経済社）、『会社法改正後の新しい株主総会実務』（共著、中央経済社）、『株主総会ハンドブック第5版』、『株主総会資料電子提供の法務と実務
第2版』（共著、商事法務）など、株式実務・株主総会関係の著作・講演多数。

視
聴
期
間
等

「株主総会基礎研修コース」を本年度も開催。本年度は、セミナーラインナップを変更してご提供。

上場会社の株式を管理する「振替制度」の仕組みや株主総会の準備事務との関係を整理することで「株式事
務」の全体構造と基本事項を理解できるよう、平易に解説。

● 視聴期間：2025年11月10日（月）10時～2026年３月31日（火）17時　※各講配信開始日が異なります。

● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日（火）
● 受  講  料：77,000円 （税込）／１名分

● 視聴期間：2025年11月10日（月）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：38,500円 （税込）／１名分　

〈申込画面〉

〈申込画面〉

セミナー概要

視
聴
期
間
等

◆最近は、株式事務の専任担当者を配置している企業が少なくなり、また、株式事務の担当者の業務経験年数も浅くなっているようです。
それは、上場会社に「株主名簿管理人」（＝証券代行機関）の設置が義務づけられ、「株式事務」のほとんどが株主名簿管理人に委
託され、事務の合理化が図られているからです。

◆その結果、各社の株式担当部門では、担当者が必ずしも株式事務に通じていなくても、自社の株式管理はどうにかこなすことができ
るのが実情とも思われます。とはいえ、株式事務担当部門は、会社と株主の関係を円滑にとり結ぶうえでの縁の下の力持ちともいう
べき重要な役割を担う部門であり、担当者としては、その職責を十分に果たすことができるよう、業務に関わる実務知識を常にブラ
ッシュアップしておきたいところです。

◆本講座では、人事異動等に伴い新たに株式事務を担当することになった新任担当者を対象に、上場会社の株式を管理する「振替制度」
の仕組みや株主総会の準備事務との関係を整理することで「株式事務」の全体構造と基本事項を理解できるよう、平易に解説します。

◆また、次回の株主総会に向けて検討事項となる「有価証券報告書の総会前開示」への対応方法なども含めて解説することとします。
上場会社の総務・総会担当者はもちろん、これから株式上場を目指す上場準備会社の担当者にも、ぜひご聴講いただきたく、ここに
ご案内申し上げます。

講 座 開 設 趣 旨の

約4時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

講義
No セミナー名 講師 配信開始 掲載頁

第１講 株主総会担当者の心構え 井上　卓　氏　
三菱重工業株式会社 11/10 －

第２講 株式事務の基礎知識と担当者の役割
～新任担当者必須の知識をやさしく解説～

中川雅博　氏　
三菱UFJ信託銀行株式会社 11/10 7

第３講
基礎から学びたい人のための株主総会事務局の実務
第１部　株主総会の基本
第２部　株主総会関連の一連の手続きと事務局の役割

牧野達也　氏　
三菱UFJ信託銀行株式会社

第１部　12/8
第２部　12/22 8

第４講 株主総会の最新動向 
～実効的なバーチャル総会と未来志向のSR活動～

松村真弓　氏　グリーホールディングス株式会社
高橋直樹　氏　旭化成株式会社
渡辺邦広　弁護士

2026/1/30 9

［受講要領］
● 本コースは、含まれる各セミナーの収録動画を配信してご視聴いただきます。本コースに含まれる各セミナーの配信開始までに、
Ｅメールで視聴用URLをご連絡いたします。
● URLご連絡後は、配信期間内であれば、いつでも、また何回でも繰り返しご視聴いただけます。

［個別受講］�
● 第２講～第４講は個別の受講申込みも受け付けています。個別受講の申込受付期間はセミナーごとに異なりますので、弊社WEB
サイトのセミナー案内をご確認ください。

「株主総会担当者基礎研修コース（2025秋）」第２講　
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株 主 総 会

基礎から学びたい人のための
株主総会事務局の実務（全２回）

講師紹介 牧野達也　氏（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　法人コンサルティング部 マスターフェロー）
1987年慶応義塾大学卒業後、東洋信託銀行（株）（現 三菱UFJ信託銀行（株））入社。国内留学（同大学大学院法学研究科修了）後、1991年より証券代行
部配属。2016年より法人コンサルティング部所属。この間、株主総会等株式実務関連の法務業務に従事。
2010年から2014年まで専修大学非常勤講師、2018年より武蔵野大学非常勤講師、2023年より琉球大学非常勤講師。
著書として『株主総会ハンドブック〔第5版〕』、『監査等委員会設置会社の活用戦略』、『株主提案権の行使と総会対策』（いずれも共著、商事法務）ほか。

総会の準備段階から当日の運営、事後手続きに至るまで、知っておくべき法令・実務知識、留意点につき、
基礎から易しく丁寧に解説。

第１　株主総会の基本
　１．株主総会開催の目的と獲得目標
　２．株主総会事務局として必要な法令の概観
　　　～主な裁判例の紹介も併せて～

第２　株主総会関連の一連の手続きと事務局の役割
　１．株主総会関連手続きの概観
　２．株主総会の事前準備として行うこと
　　　 （その１：課題整理から招集通知作成まで）
　  （1）課題の整理～関係法令の改正動向や株主総会のＤＸ
　　  　対応等も踏まえて～
　  （2）日程表の作成～有価証券報告書の総会前提出への対
　　　  応も踏まえて～
      （3）総会関係書類の作成～最近の時流も踏まえて～
　３．株主総会の事前準備として行うこと
              （その２：招集通知作成後、総会前日まで）
　  （1）株主（アクティビスト等）からの事前アプローチの
　　　  有無と対応方針の検討
　  （2）株主構成・付議議案・機関投資家の行使基準を踏ま
               えた票読みと賛成票獲得のための施策検討・実施

　  （3）想定問答の作成
　  （4）シナリオ、ビジュアル画面作成～バーチャル総会対
               応も併せて～
　  （5）リハーサルの実施
　  （6）総会場の設営
　  （7）不測の事態への対応
　４．株主総会当日に行うこと
　  （1）来場株主の受付
　  （2）第一事務局としての役割と議長をサポートする場面
　  （3）株主総会における議事運営の留意事項
　５．株主総会終了後に行うこと
　  （1）決議通知等の作成・発送
  　（2）配当金支払、源泉税納付
  　（3）有価証券報告書等、臨時報告書の提出
　  （4）株主総会議事録等の作成
　  （5）商業登記
　  （6）備置書類の確認と閲覧・謄写請求への対応
　６．その他

セミナー概要

◆株主総会は、株式会社の重要事項を決定する最高の意思決定機関であるとともに、企業のトップ以下全役員出席のもと、
株主＝投資家に会社の魅力をＰＲし、経営方針について信認を受けるための株式会社として最大のイベントです。

◆株式会社にとってきわめて重要な意味をもつ株主総会を成功させるには、事務局スタッフが正しい知識を身につけ細心の
注意を払って事前準備、当日の対応、事後手続を行う必要があります。

◆一方で、最近は、株主総会の担当者が短期間で異動するケースも増えており、業務経験年数が短く、正しいスキル・知識
の涵養に十分な機会を得ることが難しい状況もままあるようです。

◆本セミナーは、株主総会の事務局スタッフが、総会の準備段階から当日の運営、事後手続きに至るまで、知っておくべき
法令・実務知識、留意点につき、最近のトピックス〔株主総会資料の電子提供制度、バーチャル（オンリー）総会等の株
主総会ＤＸ対応、アクティビスト対応等〕も踏まえて、基礎から易しく丁寧に解説するものです。

◆新任の担当者や経験の浅い担当者の皆様はもちろんのこと、一年に一度の定時総会の準備をするにあたって、スキルをメ
ンテナンスしたいとお思いの中堅以上の担当者の方にもご聴講をおすすめします。

※サブテキストとして、「2025年版株主総会白書」を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年12月８日（月）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：44,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

「株主総会担当者基礎研修コース（2025秋）」第３講・株主総会白書無料贈呈 　

約7時間

講義時間
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データ□□□□□□ 株 主 総 会

株主総会の最新動向 
～実効的なバーチャル総会と未来志向の SR 活動～

講師紹介 松村真弓　氏（グリーホールディングス株式会社）
同社・総務部部長。東京株式懇話会評議員。株主総会・取締役会の運営、SR活動等の商事法務を中心とした企業法務に従事。株主総会運営経験（2025年10月時点）と
して、リアル株主総会18回、バーチャル総会7回（双方向参加型1回、出席型2回、オンリー型4回）。主な著作（共著含む） 及びテレビ出演として、「株主総会実務の将
来展望（上）・（中）・（下）」旬刊商事法務2318号・2319号・2320号（2023）、『デジタル株主総会の法的論点と実務』（商事法務、2023）、「株主総会の現在・過去・未
来　～未来の株主総会へ変えるもの・変えないもの」旬刊商事法務2286号（2022）、『バーチャル株主総会の法的論点と実務』（商事法務、2021）、『株主総会デジタル
化の実務』（中央経済社、2021）、「バーチャル株主総会に見る対話の深化」別冊商事法務457号（2021）、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実務対応」旬刊商事
法務2225号（2020）、テレビ東京「円卓コンフィデンシャル」（2024）。

　　　 高橋直樹　氏（旭化成株式会社）
同社・総務部ガバナンス室課長・エキスパート（IR室・サステナビリティ推進部兼務）。東京株式懇話会評議員。株主総会の運営・企画、コーポレートガバナンス企画、
SR（Shareholder Relations）活動、サステナビリティ推進、コンプライアンス企画、株式事務のほか、子会社機関業務支援も担当。主な著作（共著含む）として、「東
京株式懇話会「ＳＲ活動実態調査2025」と実務上の示唆」（旬刊商事法務2397号、2025年）、「東京株式懇話会「ＳＲ活動実態調査」と実務上の示唆」（旬刊商事法務
2363号、2024年）、「シェアホルダー・リレーションズ（SR）の新時代パネルディスカッション企業価値向上のための上場会社と機関投資家との新たな対話を目指し
て（上）・（下）」（旬刊商事法務2317号・2318号、2024年）、「【座談会】株主総会実務の将来展望（上）・（中）・（下）」（旬刊商事法務2318号・2319号・2320号、2023
年）、「子会社機関業務の合理化の手法」（ビジネスロージャーナル2020年5月号）。

＜司会＞渡辺邦広　弁護士（森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業）　講師プロフィールは8ページをご参照ください。

バーチャル総会やSR活動について実務の最新動向を各講師から解説した上で、司会も含めたディスカッションを通して、
今後の望ましい株主総会の開催方法やSR活動の姿勢等について議論。

第Ⅰ部　バーチャル総会（約40分）

　・日本のバーチャル株主総会の特徴

　・グリーのバーチャルオンリー株主総会

　・点から線へ

　・自社最適解の株主総会とは

第Ⅱ部　SR活動（約40分）

　・経営環境の変化

　・SR活動の実態

　・SR活動の課題

　・株主総会3.0の時代へ

第Ⅲ部　ディスカッションパート（約50分）

第Ⅳ部　質疑応答（約10分・会場限定）

セミナー概要

◆近時、法令の改正や株主構造の変化等により、株主総会を取り巻く環境は大きく変化しています。
◆例えば、次期会社法改正によりバーチャルオンリー株主総会が一般的に解禁される可能性が高まる中で、これまで産業競争力

強化法の下で実施されたバーチャルオンリー株主総会の実務経験も踏まえて、参加型・出席型のハイブリッド株主総会、バー
チャルオンリー株主総会といった選択肢の中から、自社にとって最適な株主総会の開催方法を改めて検討する必要が生じてい
ます。

◆また、政策保有株式の削減やパッシブ運用の増大等により株主構造が変化する中で、アクティブ運用機関やセルサイドアナリ
ストを主なターゲットにし、会社の適正な評価を投資家に働きかけることを目的とした従来のIR活動のみならず、パッシブ運用
機関も主なターゲットにし、株主総会における議決権行使をより直接的に念頭に置いた対話を行うSR活動に取り組むことの重
要性も急速に増してきています。

◆本セミナーでは、バーチャル総会やSR活動について実務の最新動向を各講師から解説した上で、司会も含めたディスカッショ
ンを通して、今後の望ましい株主総会の開催方法やSR活動の姿勢等について議論いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2026年１月20日（火）14時30分～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年１月19日 （月）
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

「株主総会担当者基礎研修コース（2025秋）」第４講 　
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株 主 総 会

株主総会実務講座（全４講セット）

アクティビズム時代における株主提案への備えと実務対応 
～予兆・端緒の気づきから総会後の事務処理までを場面ごとに学ぶ～

講師紹介 伊藤広樹　弁護士（岩田合同法律事務所）

　　　 森　駿介　弁護士（岩田合同法律事務所）

ビジネス・ロー・スクールでは、2023 年より、株主総会実務に関する講座をパッケージ化し、株主総会実務を担当する皆様に向けて、
より受講いただきやすい特別割引セット価格でご提供しています。本年も下記ラインナップでのセットを企画いたしましたので、ぜひ受
講をご検討ください。

有事対応を場面ごとに解説するとともに、有事対応を見据えて、株主提案権行使の予兆・端緒を察知する前、
すなわち平時から講じておくべき準備・対策についても解説。

● 視聴期間：2025年11月28日（金）10時～2026年６月30日（火）17時　※各講配信開始日が異なります。
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年５月29日 (金)
● 受  講  料：99,000円 （税込）／１社分
　　　　　　※お申し込み1口に対し、人数制限なく何名でも視聴いただくことができます（ただし同一法人内に限る）。

● 視聴期間：2025年11月28日（金）10時～2026年６月30日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年５月29日 (金)
● 受  講  料：33,000円 （税込）／１名分　

〈申込画面〉

〈申込画面〉

セミナー概要

視
聴
期
間
等

視
聴
期
間
等

◆近時、我が国でもアクティビスト（物言う株主）の活動が活発化しています。アクティビストは、ターゲットとする投資先企業
を選定し、エンゲージメント（対話）を行い、これが奏功しなければ、実行中のアクティビズムの公表や会社への強力な意見
表明手段である株主提案権の行使に踏み切ります。特に株主提案については、コーポレートガバナンス改革以降、年々行使件
数が増加し、有名企業への株主提案が高い賛成率を得るようになったことで、日常的に関連報道がされるようになりました。と
はいえ、多くの株主総会担当者の皆様は、実際に株主提案を受けた経験はなく、そもそも自社がアクティビズムや株主提案の
対象となることがあるのか、いざという時はどうしようかと思っていらっしゃるのではないでしょうか？

◆そこで、本講座では、本分野に経験豊富な弁護士が、アクティビズムを活発化させている近時の環境・要因と併せてアクティ
ビストのターゲットとなりやすい会社の特徴を概説し、エスカレーション回避のための対応に触れた上で、実際に株主提案を
受けてしまった場合の対応について解説します。株主提案については、株主提案権行使の予兆・端緒をどのように察知するの
かから始まり、いざ提案を受けた際の初動、その後の総会当日に向けての提案株主との交渉、プロキシーファイト、総会当日の
運営、総会後の事務処理まで、場面ごとに実務上の留意点を明快に整理します。さらに、こうした有事対応を見据えて、株主
提案権行使の予兆・端緒を察知する前、すなわち平時から講じておくべき準備・対策についても解説します。

講 座 開 設 趣 旨の

約3時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

講義
No セミナー名 講師 配信開始日

（収録日） 掲載頁

第１講 アクティビズム時代における株主提案への備えと実務対応
～予兆・端緒の気づきから総会後の事務処理までを場面ごとに学ぶ～

伊藤広樹　弁護士
森　駿介　弁護士

11/28
（済） 10

第２講 事業報告・株主総会参考書類等作成のポイント 石井裕介　弁護士　 2026/1/7
（12/10） 11

第３講 2026年株主総会の展望と課題整理
～アクティビスト・ファンド隆盛期の実務の現在地～ 

菊地　伸　弁護士
斎藤　誠　氏　三井住友信託銀行株式会社

2026/1/13
（12/16） 12

第４講 株主総会の準備・運営の最終チェックポイント〔全２講〕
第１部：牧野達也　氏　
                   三菱UFJ信託銀行株式会社
第２部：角田大憲　弁護士

2026/3/13
（2026/3/5・3/17）

13

● 各 講 １ 社 ２ 名 ま で 収 録 日 当 日 に 会 場 受 講 が 可 能 で す 。お 申 込 の 際 に 備 考 欄 に 希 望 さ れ る 会 場 受 講
の セ ミ ナ ー を 記 載 く だ さ い （ 例 ：第 １ 講 、第 ３ 講 を ２ 名 ず つ 会 場 受 講 す る ）

※ 第 ２ 講 の 参 考 書 籍 と し て 『 新 し い 事 業 報 告 ・計 算 書 類 ― ― 経 団 連 ひ な 型 を 参 考 に 〔 全 訂 第 ２ 版 〕』（ 商 事
法 務 、2 0 2 2 年 ）を 割 引 価 格 で ご 提 供
※ 第 ４ 講 の 参 考 資 料 と し て 『 株 主 総 会 白 書 2 0 2 5 年 版 』を 無 料 で ご 提 供

「株主総会実務講座（全４講セット）」第１講　
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株 主 総 会

事業報告・株主総会参考書類等作成のポイント

講師紹介 石井裕介　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）
1999年 東京大学法学部卒業 2003年 経済産業省に任期付公務員として赴任（株券不発行法制及び会社法現代化の改正作業や、ファンド法制の改正作業
を担当）（～2004年） 2004年 法務省民事局参事官室に任期付公務員として赴任（会社法現代化に関する改正作業を担当）（～2006年） 2008年 コーネル大
学ロースクール修了 2008年 Hughes Hubbard & Reed法律事務所（ニューヨークオフィス）にて執務（～2009年） 2016年 一橋大学大学院法学研究科（法
科大学院）非常勤講師（～2024年）

2025年定時株主総会の状況を踏まえた招集通知、事業報告・株主総会参考書類等への記載の傾向、会社法のみならず、
金商法関連法令やCGコードなどの各種制度改正、機関投資家の議決権行使基準等にも配慮した最新動向を踏まえた事業
報告・株主総会参考書類等作成にあたっての実務対応について解説。

Ⅰ　2025年定時総会の振り返り

Ⅱ　株主総会資料の電子提供制度への対応状況
　１　招集通知本体（アクセス通知）

　 ２　その他の書類

Ⅲ　招集通知全般に関する留意事項
　１　近時の招集通知の全般的傾向 

　２　留意すべき各要素

　　⑴　CG報告書・有価証券報告書の記載事項

　　⑵　有価証券報告書の株主総会前開示の影響

　　⑶　機関投資家の議決権行使基準の動向等

Ⅳ　事業報告に関する留意事項
　１　事業報告の記載事項の概観と各項目の記載の基準時

　２　株式に関する事項

　３　会社役員・社外役員に関する記載

　　⑴　重要な兼職の状況

　　⑵　補償契約・役員等賠償責任保険契約に関する事項

　　⑶　社外役員の独立性に関する事項・主な活動状況

　４　役員報酬に関する記載

　　⑴　業績連動報酬等・非金銭報酬等に関する事項

　　⑵　報酬の決定プロセス（株主総会決議・個人別の額の決定
　　　　の委任）に関する事項

　　⑶　報酬等の額またはその算定方法に係る決定方針に関する
　　　　事項
Ⅴ　招集通知・株主総会参考書類
　１　招集通知の記載事項

　２　役員選任議案の記載事項

　３　報酬関連議案の記載事項

セミナー概要

◆2025年の定時株主総会では、株主総会資料の電子提供制度への対応も定着し、株主数の多い企業を中心にサマリー版招集通知
の採用が進み、全体の構成やレイアウトについてより一層の工夫が見受けられました。また、事業報告・株主総会参考書類に
おいては、コーポレートガバナンス報告書や有価証券報告書の記載事項に留まらず、ますます精緻化・厳格化し、安定株主が
激減する中で会社提案議案への賛成率に多大な影響を与える機関投資家の議決権行使基準を強く意識した、ガバナンス関連の
任意の情報開示、招集通知の記載への工夫が一層進みました。加えて、2025年の定時株主総会においては、金融担当大臣の要
請により有価証券報告書の株主総会前開示が一気に進むといった変化も見受けられ、この流れは更に加速するものと思われます。

◆2026年定時株主総会は、政策保有株式の保有状況だけでなく、「多様性」や、環境・人的資本・人権等を含む「サステナビリ
ティ」等を意識した記載、さらには有価証券報告書の株主総会前開示の動向も踏まえた一体的な開示など、会社法の枠組みの
みからでは到底対応困難となった事業報告、株主総会参考書類について、近時の制度改正や他社の動向を踏まえた記載のさら
なる検討が必要となります。

◆そこで、本講座では、日本経団連ひな型の策定および改訂等に深く関与し、上場会社の株主総会支援を毎年多数手掛ける石井
裕介弁護士を講師として招聘し、2025年定時株主総会の状況を踏まえた招集通知、事業報告・株主総会参考書類等への記載の
傾向、会社法のみならず、金商法関連法令やCGコードなどの各種制度改正、機関投資家の議決権行使基準等にも配慮した最新
動向を踏まえた事業報告・株主総会参考書類等作成にあたっての実務対応について、解説いたします。

※サブテキストとして、石井裕介・小畑良晴・阿部光成編著『新しい事業報告・計算書類――経団連ひな型を参考に〔全訂第２
版〕』（商事法務、2022年）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2025年12月10日（水）14時～17時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年12月９日 （火）
● 受  講  料：39,600円 （税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

「株主総会実務講座（全４講セット）」第 2 講・書籍無料贈呈 
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株 主 総 会

2026 年株主総会の展望と課題整理 
～アクティビスト・ファンド隆盛期の実務の現在地～

講師紹介 菊地　伸　弁護士（外苑法律事務所）
1982年 東京大学法学部卒、自治省（現総務省）、森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）、日比谷パーク法律事務所、森・濱田松本法律事務所を
経て、外苑法律事務所設立パートナー。　　　 
              斎藤　誠　氏（三井住友信託銀行株式会社ガバナンスコンサルティング部部長（法務管掌））
東京都立大学法学部卒業、1986 年中央信託銀行（現三井住友信託銀行）入社。2003 年早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了、2004 年～2012 年
國學院大學法学部非常勤講師。証券代行業務にて長年にわたり株主総会対応に従事。「バーチャル株主総会をめぐる動向と実務論点」（旬刊経理情報
2020.11.10）、「株主総会資料電子提供制度の実務対応Ｑ＆Ａ」( 共同執筆 )（旬刊商事法務 2300 号他）ほか、会社法・株主総会に関する執筆・講演多
数。東京株式懇話会評議員・常任幹事、全国株懇連合会理事。

講義形式に随時、講師どうしの対話を取り入れることで、実践のポイントを明確にして、来年の株主総会に向けた課題に
関する皆様のご理解の一助となることを企図したセミナー。

Ⅰ　2025年定時株主総会の運営状況（9月総会まで）
　１　株主総会招集と個人株主議決権行使促進のためにとられた
　　　施策
　２　株主総会運営のニュー・スタンダード
　　(1)　総会運営に対する経営者の希望とシナリオ変化
　　(2)　バーチャル総会における運営方法の変化
　　(3)　議決権行使基準日の後倒し事例
　　(4)　運営上の特徴的事例紹介
Ⅱ　過去3年間の議題毎の議決権行使結果の傾向分析
　１　過去3年間の議案毎の低賛成率議案の結果分析のポイント
　　　と得るべき教訓
　２　議決権行使助言機関の反対推奨に対する個別対応の効果
　３　アクティビスト・ファンドの議案作成及び議決権行使結果
　　　への影響パターン
Ⅲ　低賛成率議案の株主総会資料作成のポイント
　１　取締役選任議案
　　(1)    経営トップ
　　(2)    社外取締役
　２　報酬議案
　　(1)    株式報酬
　　(2)    退職慰労金贈呈

　３　大量買付け対応方針更新・策定
　　(1)    「買付け」の特定
　　(2)    「買付者」の特定
　　(3)    「検討事項」と株主総会に関する定め方
　　(4)    新株予約権の制度設計の現在
　　(5)    更新・廃止・新設の判断に当たっての考慮要素
Ⅳ　個人株主議決権行使促進策の法的分析と実際の効果分析
Ⅴ　企業不祥事と株主総会資料への記載の分析
　１　企業不祥事と機関投資家の議決権行使（海外・国内）
　２　事業報告における記載例
　３　監査報告における記載例
Ⅵ　2026年定時株主総会のトピック
　１　総会前開示の実績からみた2026年の対応
　２　市場区分の経過措置終了に向けた説明責任
　３　サステナビリティ情報開示の審議状況と前倒し情報発信
　４　コーポレートガバナンス高度化への対応
Ⅶ　株主総会準備の観点からも重要な裁判例の紹介
Ⅷ　2026年定時株主総会に向けた総会想定質問20問
Ⅸ　2026年定時株主総会に向けた心構え

セミナー概要

◆2025年6月の株主総会は、アクティビスト・ファンドの活動がますます活発化し、議決権行使結果に大きな影響を及ぼす事例が
例年以上に目立ちました。

◆本講では、2025年6月株主総会から9月までの総会の状況及び特徴的事案を分析するとともに、アクティビスト・ファンド及び
機関投資家をそれぞれ念頭に置いた総会資料、議案の作成実例、各社で行われた個人株主議決行使促進のための取組みを重点
的に分析・解説します。

◆来年5月施行の金商法改正の株主総会運営に与える影響、実質株主調査の限界と現在議論されている実質株主調査制度の実務
課題について議論します。

◆また、不祥事があった会社の事業報告、監査報告の記載事例を不祥事類型と関連付けて解説します。
◆講義形式に随時、講師どうしの質問を織り交ぜた率直な対話形式を取り入れることで、実践のポイントを明確にして、現在の

株主総会の運営のスタンダードと来年の株主総会に向けた課題に関する皆様のご理解の一助となることを企図しています。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2025年12月16日（火）14時～17時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年12月15日（月）
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

「株主総会実務講座（全４講セット）」第３講
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株主総会の準備・運営の最終チェックポイント〔全２講〕 
～総会準備・運営に当たって見落としがちな実務ポイントを徹底解説～

講師紹介 牧野達也　氏（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　法人コンサルティング部 マスターフェロー）

　　　　　  角田大憲　弁護士（角田大憲法律事務所）

株主総会を取り巻く最近の動向等を踏まえ、本セミナーでは、最新の情報に基づいた本年株主総会の開催準備および事
後処理に必須の直前対策・最終チェックのポイントを、実務の流れに即して解説。

〈第Ⅰ講〉株主総会の事前準備・事後処理と事務局の
　　　　  留意点、チェックポイント

　講師：牧野達也
１．はじめに
　(1)　2026年株主総会に向けた検討事項
　(2)　株主総会日程作成上の留意点とチェックポイント　　　
２．株主総会関係書類作成上の留意点とチェックポイント
　(1)　招集通知(アクセス通知)作成上の留意点とチェックポイント
　(2)　事業報告作成上の留意点とチェックポイント
　(3)　株主総会参考書類作成上の留意点とチェックポイント
　(4)　最近の時流等を踏まえた留意点
３．機関投資家の議決権行使の態様と留意点
　(1)　機関投資家、助言会社の基準見直しの状況と留意点
　(2)　アクティビストへの対応と留意点
　(3)　票読み作業と賛成票獲得のための方策と留意点
４．株主総会の事後手続と留意点
　(1)　株主総会の事後処理手続の概要
　(2)　配当金支払手続における留意点
　(3)　有価証券報告書の総会前開示における留意点
　(4)　臨時報告書での議決権行使結果開示の留意点
　(5)　備置書類の確認と閲覧・謄写請求への対応における留意点
　(6)　その他の留意点

〈第Ⅱ講〉株主総会運営のポイント
　講師：角田大憲

１．株主総会をめぐる最近の状況
　(1)　会社法改正をめぐる状況
　(2)　有価証券報告書など開示をめぐる状況
　(3)　その他
２．株主総会運営のための前提知識
　(1)　株主総会がするべきこと
　(2)　株主総会の「成功」と「失敗」（株主総会当日のポイント）
３．株主総会運営の実務ポイント
　(1)　株主総会のシナリオ・ビジュアル化
　(2)　議事進行
　　①　議長采配　　②　動議処理　　③　質疑打ち切り
　(3)　役員答弁
　　①　答弁しなければならない事項（説明義務）
　　②　答弁するべきでない・答弁拒否できる事項
　　③　実際の答弁
４．本年の役員答弁準備の実務ポイント
　(1)　最近の株主質問の動向と本年のトピックス
　(2)　その他

※状況の変化により講義内容に多少の変更があり得ますのであらか
じめご了承ください。

セミナー概要

◆定時株主総会の開催にあたって、検討課題の整理と対応方針の決定は、株主総会の準備の起点となる重要なタスクです。各企業の株
主総会のご担当者の皆様は、関連法令改正の動向や最近の株主総会の時流、さらには自社固有の課題を踏まえ、検討課題の整理と
対応方針の決定をされることと存じます。しかしながら、検討課題の網羅的な検討ができていなかったり、その後の情勢の変化等に
より軌道修正が必要となることもあります。総会招集・開催ヘ向けて検討課題と対応方針については随時確認していくことが必要と
いえます。

◆2026年の定時株主総会開催に向けて、関係法令の改正等として動向を把握しておくべきものとしては、開示府令の改正（有価証券
報告書の記載事項の見直し）やコーポレートガバナンス・コードの改訂が考えられます。また、有価証券報告書の総会前開示につい
ては、2025年3月の金融担当大臣からの要請文に続く第二段の施策も注目されます。

　さらには、現在法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会において、次期会社法改正に向けた審議が進んでおり、今後中間
試案の公表が想定されます。これらの事項は、2026年の定時株主総会の準備に直接もしくは間接的に影響することも考えられ、検
討事項の整理にあたってその動向を把握しておく必要があります。

◆また、政策保有株式の解消は年々進んでおり、受け皿となる機関投資家ならびに個人株主との良好な関係の構築に向けた対応の重要
性もより高まってきています。引き続き活発な動きをみせるアクティビストへの対応、より厳格化する機関投資家、議決権行使助言
会社の基準を踏まえた票読みと賛成票向上に向けた施策の実施が必要となる会社も増える可能性も考えられます。

◆これらに加え、株式分割や株主優待制度の導入等により、個人株主が大幅に増加した場合、総会当日の運営に与える影響、株主総
会でのデジタルの活用（４回目となる電子提供制度対応含む）などにつき改めて対応方針を検討・確認することも考えられるでしょう。

◆以上の検討事項ならびに株主総会を取り巻く最近の動向等を踏まえ、本セミナーでは、最新の情報に基づいた次期定時株主総会の
開催準備および当日の運営、事後処理に必須の直前対策・最終チェックのポイントを、実務の流れに即してわかりやすく解説いたし
ます。

◆お二人の講師には、実用のための情報・知識の提供に徹した講義を行い、新任担当者の方から中堅・ベテラン担当者の方までご活用
いただけるよう、密度の濃い内容をできる限り平易にお話ししていただきます。

※サブテキストとして、「2025年版株主総会白書」を配布（無料贈呈）いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：第Ⅰ講　2026年３月５日（木）14時-～17時30分（質疑応答込み）
                        第Ⅱ講　2026年３月17日（火）14時～17時30分（質疑応答込み） 
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年３月４日 (水)
● 受  講  料：38,500円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

「株主総会実務講座（全４講セット）」第４講・株主総会白書無料贈呈 
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上場会社のための 2026 年定時株主総会の準備

講師紹介 角田大憲　弁護士（角田大憲法律事務所）
1991年東京大学法学部卒業、1994年最高裁判所司法研修所修了(46期)・弁護士登録（東京弁護士会）、1994年森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律
事務所）所属、2001年パートナーを経て、2003年中村・角田法律事務所（現中村・角田・松本法律事務所）参画、2023年現事務所開設。
2009年～2012年新司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（いずれも商法）。
会社法、コーポレートガバナンス、訴訟・紛争を主に取り扱う。著書として『株主総会ハンドブック』・『コーポレートガバナンスハンドブック』（共著、
商事法務)、『会社法という地図の読み方株式・新株予約権編』・『同機関・計算・組織再編編』・『金商法という地図の読み方』（商事法務）ほか多数。

2025年の株主総会動向や最新情報を踏まえ、2026年の定時株主総会の準備のための重要ポイントを解説。

Ⅰ　株主総会をめぐる最近の状況と今後の展望
　１　会社法改正をめぐる状況
　２　有価証券報告書など開示をめぐる状況
　３　その他

Ⅱ　2025年株主総会を振り返って
　１　一般的な傾向と対応
　２　機関投資家の議決権行使の状況と動向
　３　イレギュラーな事態の状況と動向（会社提案議案の否決・撤回、株主提案・修正動議など）
　４　その他のトピックス
　５　2026年定時株主総会に向けての教訓と工夫

Ⅲ　2026年定時株主総会の準備
　１　招集手続に関する準備
　２　総会当日の答弁等に関する準備
　３　その他

Ⅳ　その他

セミナー概要

◆上場各社の2025年総会では、電子提供制度が定着する中、株主提案は過去最多を更新し、会社提案の否決や株主提案の可
決例も引き続き少なからず見受けられました。また、3月に突如発出された金融担当大臣要請を受けて、有価証券報告書を
株主総会前に提出した企業が多くありました。総会準備への生成AIの利用について検討・試行を開始した企業もあったよ
うです。

◆社会経済的には、トランプ関税の影響や、人権問題への対応を含むガバナンスが問われた事案が大きく注目されるなどし
た中で、株主との対話やそのための情報開示の重要性がより一層強く意識されるようになったと思われます。

◆2026年総会に向けては、情報開示（有価証券報告書・ＣＧコード等）に係る法令改正・改訂等や、法制審議会会社法制（株
式・株主総会等関係）部会において現在審議中の次期会社法改正などについても、動向を意識しておく必要があります。

◆本講では、2025年の株主総会動向や最新情報を踏まえ、2026年の定時株主総会の準備のための重要ポイントを解説します。

※サブテキストとして、「2025年版株主総会白書」を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2025年12月19日（金）14時～17時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年12月18日 (木)
● 受  講  料：33,000円 （税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

　株主総会白書無料贈呈 
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新任担当者のための株主総会運営の基礎と実践〔全３講〕
～根拠法令・判例・実務慣行を踏まえた総会実務の基本構造を学ぶ～

講師紹介 第１講　福﨑剛志　弁護士（日比谷タックス＆ロー弁護士法人）

　　　　　 第２講　山田和彦　弁護士（中村・角田・松本法律事務所）

　　　　　 第３講　奥山健志　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）

初めて総会を迎える担当者、経験の浅い担当者を主な対象として、現場の最前線で対応している各講師が、総会指導の
経験を踏まえ、総会運営実務上、重要なポイント・基本事項の全体像について、なぜそのような形になっているのかと
いう法令等の根拠も含め解説。

第１講　株主総会事務局のスケジュール、
総会当日までの主要事項の基本概念
１　はじめに
　⑴　会社法上の株主総会の権限と役割
　⑵　実務において重視されるポイント
２　最近の株主総会の動向
　⑴　株式分布状況の変化が株主総会に与え
　　　る影響
　⑵　企業の株主総会へのスタンス
　⑶　機関投資家の株主総会へのスタンス
　⑷　一般株主の株主総会へのスタンス
３　株主総会のスケジュール
　⑴　一般的な株主総会スケジュール
　⑵　年間のスケジュールの策定上の留意点
４　想定問答の作成とその活用法
　⑴　想定問答を作成する目的
　⑵　想定問答の作成方法とスケジュール
　⑶　想定問答の利用方法
５　株主総会議案の確定
　⑴　報告事項の確認
　⑵　決議事項として何を上程すべきか
６　議決権行使の勧誘
　⑴　包括委任状の取得と注意事項
　⑵　実質株主調査
　⑶　機関投資家の信任を得るための方策と
　　　注意事項
７　招集通知の早期発送と電子化
　⑴　株主総会資料の電子提供制度
　⑵　書面交付請求への対応
　⑶　証券取引所での開示とＨＰでの開示
８　書面投票と電子投票
　⑴　書面投票と議決権行使書面
　⑵　電子投票制度

　⑶　議決権行使プラットフォームの活用
９　バーチャル株主総会への対応
10　株主提案への対応
11　事前質問・書類閲覧・謄写請求への対応

第２講　招集通知（狭義の招集通知、事
業報告、参考書類、議決権行使書）の基
本構造と各記載内容
１　狭義の招集通知（アクセス通知）
　⑴　狭義の招集通知（アクセス通知）と広
　　　義の招集通知
　⑵　狭義の招集通知（アクセス通知）の必
　　　要的記載事項
　⑶　便宜的に記載される事項
２　事業報告
　⑴　会社の現況に関する事項
　⑵　会社の株式に関する事項
　⑶　会社の新株予約権に関する事項
　⑷　会社役員に関する事項
　⑸　社外役員を設けた会社の特則
　⑹　会計監査人に関する事項
　⑺　業務の適正を確保するための体制の整
　　　備に関する事項
　⑻　会社の支配に関する基本方針
　⑼　剰余金の配当等の決定に関する方針
３　参考書類
　⑴　剰余金の処分に関する議案
　⑵　定款変更議案
　⑶　役員等の選任議案
　⑷　役員の報酬等に関する議案
　⑸　その他の議案
４　議決権行使書面

第３講　株主総会当日の運営と終了後の
事務にかかわる基本概念
１　株主総会の当日の運営の視点
２　当日の役割分担の確認
３　株主総会当日の会場設営
　⑴　会場内の席次配置
　⑵　第２会場
　⑶　株主総会場の設備機器
４　株主総会当日の受付事務
　⑴　出席資格の確認
　⑵　携帯物の持込みへの対応
　　　（所持品検査等）
　⑶　株主以外の入場者
　　　（マスコミへの公開等）
５　バーチャル総会の位置付け
６　株主総会当日の議事進行
　⑴　シナリオの作成と活用法
　　　（一括上程方式・個別上程方式）
　⑵　質疑応答
　　　（質疑応答の手順、説明義務等）
　⑶　動議の処理
　⑷　質疑の打ち切り方法
　⑸　議案の採決
７　株主総会終了後の事務
　⑴　株主総会議事録の作成
　⑵　議決権行使結果の開示
　⑶　登記事項の登記

セミナー概要

◆招集通知の作成、チェック、総会シナリオ、想定問答等、一連の総会運営の対応については、ひな形等の整備が進み、また、
各社におけるノウハウの蓄積も進んでいることと思われます。

◆ところで、こうしたひな形、ノウハウ等の蓄積が進みますと、総会準備を円滑に進めることができる反面、総会直前期には、
多忙さもあって、一つひとつの記載・行為の根拠となる法令・判例、実務慣行の確認にまで手が回らない担当者も少なくないよ
うです。

◆また、担当者としては、株主総会資料の電子提供制度やバーチャル株主総会の対応など、新しい制度や実務に的確に対応して
いく必要がありますが、そのためにも、これらの対応の基礎となる従来からの実務や慣行の根拠・理由等について正確な知識を
もっておくことがなによりも重要です。

◆そこで本セミナーでは、初めて総会を迎える担当者、経験の浅い担当者を主な対象として、現場の最前線で対応されている各
講師が、総会指導の経験を踏まえ、総会運営実務上、重要なポイント・基本事項の全体像について、なぜそのような形になっ
ているのかという法令等の根拠や有報の総会前開示、会社法改正など最新議論も含め解説いたします。

◆株主総会は、株式会社の重要事項を決定する法律上の最高の意思決定機関であるとともに、株式会社として最大のイベントです。
この機会に、総会実務の根拠となる法令等を整理し、改めて株主総会運営に関する基本的な知識と考え方を身につけ、自信を
もって本年株主総会を迎えるために本講座をご活用いただくことをお勧めいたします。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：第１講　2026年１月16日（金）、第２講　１月29日（木）、  第３講　２月６日（金）                      
　　　　　   各講14時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年１月15日 (木)
● 受  講  料：66,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会
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２時間で解説　2026 年株主総会「想定問答」のポイント 
～ 2026 年版「株主総会想定問答集」をテキストとして～

講師紹介 河和哲雄　弁護士（河和法律事務所）
1975年4月　弁護士登録、1996年4月　河和法律事務所所長就任（現在に至る）。
2002年8月　法制審議会会社法（現代化関係）部会委員、2002年9月　日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員、2003年12月　東京弁護士会会社
法部部長、2003年4月　　東京弁護士会法制委員会委員。
商事法務発行『株主総会想定問答集』の初年度版（1984年）より執筆メンバーを務める。その他の著書に江頭憲治郎＝門口正人編集代表『会社法大系 
第１巻～第4巻』（共編、青林書院、2008）。

『株主総会想定問答集〔2026年版〕』をテキストとして、各社における株主総会想定問答集の作成と株主質問への回答の
ポイントをコンパクトに約２時間にまとめて分かりやすく解説。

Ⅰ　本年株主総会の前提状況
　１　国内外経済動向と経営環境
　２　法令、関連諸制度の改正等
　３　株主総会の最近の状況

Ⅱ　株主総会想定問答集2026年版の解説
　１　編集方針・活用上の留意点
　２　解説編の改訂
　３　株主総会における株主の質問に対する説明義務
　　⑴　説明義務の範囲・程度と説明拒絶事由
　　⑵　説明義務の法的基準と実務指針
　　⑶　質疑応答手続の工夫
　４　質疑応答編―重要な想定質問と説明の在り方
　　⑴　最近の質問傾向と今年の予想
　　⑵　総会運営手続
　　⑶　経営方針
　　　①経営計画・戦略、金利・為替動向への対応
　　　②株価、内部留保、資本コスト、資本効率
　　　③サステナビリティ…環境、情報セキュリティ、人的資本、
　　　　人権、多様性など
　　　④機関投資家との対話、個人株主対応策、投資単位、上場
　　　　維持基準など

　　⑷　当期業績、業績予想、米国関税措置の影響・見通し、剰
　　　　余金配当、株主還元の方針
　　⑸　開示に関する新動向、新制度
　　　①有価証券報告の総会前開示、有価証券報告書に関する説
　　　　明義務の有無
　　　②サステナビリティ開示基準、重要な契約の開示
　　　③総会資料等の英文開示
　　⑹　コーポレート･ガバナンス取締役会の構成、スキル・マ
　　　　トリックス、女性役員、社外役員の独立性・活動状況、
　　　　委員会の活動状況、取締役報酬など
　　⑺　内部統制、関連会社、リスク管理（自然災害などなど）、
　　　　危機管理、不祥事
　　⑻　監査、会計監査人関連事項
　　⑼　各種時事的問題

Ⅲ　想定問答集の役割と見直しの在り方
　１　想定問答集の役割
　２　想定問答集見直しの在り方
　
　　※状況の変化により講義内容に多少の変更があり得ますので
　　　あらかじめご了承下さい。

セミナー概要

◆本セミナーは、「2026年版 株主総会想定問答集」（2026年２月刊行予定、㈱商事法務発行）をテキストとして、各社におけ
る株主総会想定問答集の作成と株主質問への回答のポイントを分かりやすく解説するものです。後日のオンデマンド配信
でも受講いただけますが、会場受講では、講義終了後直接講師に質問をお寄せいただけます。なお、会場受講された方も
後日のオンデマンド配信もご視聴いただけます。ぜひ、積極的にご来場ください。

◆今回の想定問答集では、解説編のうち、Ⅱ 最近の株主総会の状況、Ⅲ 最近の企業をめぐる諸問題を中心に大幅に改訂し、
株主総会をめぐる最新の状況分析を行ったほか、質疑応答編では、質疑応答例の編成をおおむね昨年版を維持した上で、
状況の変化等により不要となった質問を削除する一方、資本コスト重視の傾向の下で問われる資本効率、米国新政権の関
税政策等の影響、金利・為替の情勢、サイバー防御等のリスク管理など最近の経営環境の変化に伴う質問、有価証券報告
書の総会前開示や株価、投資単位など証券市場に関わる新たな動向に伴う質問例のほか、ガバナンス体制、サステナビリ
ティ、人的資本、多様性等についても最新の質問例を追加するなど、2026年の株主総会の準備に際して各社の参考に資す
る内容構成になっております。

◆本年総会における説明義務の射程と実務の勘所を確認し、余裕をもって株主総会準備の総仕上げに臨んでいただくため、
本セミナーを積極的にご活用下さいますようご案内申し上げます。

※テキストとして「2026年版 株主総会想定問答集」（商事法務、2026年２月刊行予定）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2026年３月４日（水）14時30分～17時
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年３月３日（火）
● 受  講  料：35,200円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

　書籍無料贈呈 
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有報総会前開示の法務と実務 
―― 総会３週間前開示に向けた論点整理

講師紹介 塚本英巨　弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）

　　　 中川雅博　氏（三菱UFJ信託銀行株式会社　法人コンサルティング部　部付部長）

有価証券報告書の総会前開示が要請されるなかで、上場会社がとりうる方策について、特に総会3週間前開
示を行う場合を念頭に置きながら、法務と実務の両面で論点を整理・検討し、上場会社の判断に資すること

第１部　有報総会前開示の法務
　１　有報の総会前開示・開示後総会の目的・趣旨

　２　有報の総会前開示の方法とその留意点

　３　今後の法改正との関係

第２部　有報総会前開示の実務
　１　株主総会後倒しの実務対応

　２　決算期前倒しの実務対応

　３　その他の対応（一体的開示）

※講師同士のディスカッションに加え、機関投資家からのコメントを紹介

セミナー概要

◆2025年3月に金融担当大臣名義で公表された要請文により、上場会社は有報の総会前開示が求められており、2025年6月
総会においては実際に半数弱の上場会社が総会1、2日前に開示を行い、さらに踏み込んだ対応をした会社もみられます。

◆金融庁は総会前開示について、①現行実務の拡大、②有報前倒し、③総会後倒し、④決算期前倒しの４つの実現方法を示
しており、その本来的な要請は総会３週間以上前開示とされてはいるものの、対応の度合いからその実現方法まで各上場
会社は自社の状況を踏まえて判断する必要があります。

◆本セミナーでは実務の第一線で活躍する講師2名が法務と実務の両面で、総会前開示に向けた各実現方法の多岐にわたる
論点を整理・検討し、上場会社の適切な判断に資することを目指します。

※『株主総会資料電子提供の法務と実務〔第2版〕』(商事法務、2025年)を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年12月23日（火）10時～2026年２月24日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年２月16日 (月)
● 受  講  料：33,000円 （税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉
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　書籍無料贈呈・今月より配信 

約2.5時間

講義時間
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コーポレートガバナンスに関する実務講座
（全 11 講セット）

ビジネス・ロー・スクールでは、コーポレートガバナンス実務に関する実務講座をパッケージ化し、上場会社のコーポレー
トガバナンス実務ご担当者の皆様に向けて、より受講いただきやすい特別割引セット価格でご提供しています。今年は前回
から講義数も増え、さらにボリュームアップした内容となっております。

講義
No セミナー名 講師 配信開始日 掲載頁

第１講 取締役会を中心としたコーポレートガバナンスの最新動向と対応 澤口　実　弁護士 10/15 19

第２講 役員報酬の制度設計・見直しと開示実務
～企業価値向上へのつなげ方～ 高田　剛　弁護士 11/６ 19

第３講 取締役会の実効性評価の実務と最新動向 
～社外取締役50％時代に向けて～

佃　秀昭　氏
ボードアドバイザーズ 11/12 20

第４講 任意の指名・報酬委員会の設計・運営見直しのポイント
～自社最適化の視点から確認・検討すべきこと～ 渡辺邦広　弁護士 11/27 20

第５講 アクティビスト・同意なき買収にどう備えるか 
～押さえておきたい重要ポイント～ 太田　洋　弁護士 12/５ 21

第６講 企業のサステナビリティの取組と企業価値創造 松原　稔　氏
りそなアセットマネジメント 12/９ 22

第７講
あらためて考える『モニタリング・モデル』の本質と進化するガバ
ナンスの工夫 ～企業の取組事例や経済産業省のガイダンスも参考に
して～

塚本英巨　弁護士 12/９ 22

第８講 機関投資家のスチュワードシップ責任とコーポレートガバナンスの
成果：持続的な企業価値の向上 

三瓶裕喜　氏
アストナリング・アドバイ
ザー合同会社

12/12 23

第９講 攻めと守りの全社的リスクマネジメント 神林比洋雄　氏
プロティビティLLC 12/17 23

第10講 グループ会社管理におけるリスクマネジメントとコーポレートガバ
ナンス～複雑化するリスクに企業はどのように対処すべきか～ 三笘　裕　弁護士 12/18 24

第11講 企業の稼ぐ力の強化とグローバルガバナンスの実務対応
武井一浩　弁護士
荒井喜美　弁護士
安井桂大　弁護士
渡邉純子　弁護士

12/25 24

［受講要領］
● 本コースは、含まれる各セミナーの収録動画を配信してご視聴いただきます。本コースに含まれる各セミナーの配信開始までに、
Ｅメールで視聴用URLをご連絡いたします。
● URLご連絡後は、配信期間内であれば、いつでも、また何回でも繰り返しご視聴いただけます。

［個別受講］�
● 本コースに含まれる各セミナーは個別の受講申込みも受け付けています。 
● 個別受講の申込受付期間はセミナーごとに異なりますので、弊社WEBサイトのセミナー案内をご確認ください。

● 視聴期間：2025年10月15日（水）10時～2026年３月31日（火）17時　※各講配信開始日が異なります。
● 講義時間：約１時間30分～2時間30分×11講
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：198,000円（税込）／１社分
　※お申し込み1口に対し、人数制限なく何名でも視聴いただくことができます（ただし同一法人内に限る）。

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉
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 取締役会を中心としたコーポレートガバナンスの最新動向と対応

役員報酬の制度設計・見直しと開示実務 
～企業価値向上へのつなげ方～

講師紹介 澤口　実　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）
東京大学法学部卒業。日本取締役協会幹事、「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」委員。東京大学客員教授、経済産業省「コー
ポレートガバナンス・システム研究会」委員などを務めた。著書として、『取締役会運営の実務』（商事法務、2010年）、『コーポレートガバナンスの新し
いスタンダード』（日本経済新聞出版社、2015年）、『機関投資家に聞く』（商事法務、2022年）のほか、執筆、講演多数。

講師紹介 高田　剛　弁護士（和田倉門法律事務所）
東京大学薬学部卒。2000年弁護士登録。鳥飼総合法律事務所を経て2016年和田倉門法律事務所を設立。経営者報酬に関しては、株式報酬を始めとする
インセンティブ報酬の導入・運用支援に多数従事。その他、会社法・金商法関連の法律問題、係争案件を得意とする。最近の著作として、『実務家のた
めの役員報酬の手引き〔第2版〕』（商事法務、2017年）、『取締役・執行役ハンドブック』（商事法務、2015年・共著）がある。

コーポレートガバナンスの最新動向、特にその要である取締役会の変化と、変化への対処について実践的に
解説。

報酬設計の基本概要を整理するとともに、会社法、会計基準、税務関係を踏まえた上場企業において必要な
役員報酬の実務対応について、最新事例とともに解説。

● 視聴期間：2025年11月６日（木）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉

セミナー概要

セミナー概要

視
聴
期
間
等

◆成長やキャピタルアロケーションに関する資本市場の要求の高まりに代表されるように上場企業のコーポレートガバナン
スをめぐる環境は引き続き継続的に変化しています。この動向の理解と対処の重要性が高まっています。

◆そのような変化は、コーポレートガバナンスの要といえる取締役会に顕著であり、本格的な過半数社外取締役の時代が訪
れようとしています。増加する社外取締役が活発に発言する取締役会は、いわばミニ株主総会化しているばかりか、アク
ティビズムにより争点とされる事例も増加しており、適切な対応はますます重要な課題となっています。

◆本セミナーでは、前半にコーポレートガバナンスの最新動向と今後の展望をお話し、後半で、現在の取締役会の変化に伴
う最新の動向・問題について取り上げ、取締役会担当の役職員にとって悩ましい問題への対処法について、実践的に解説
いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

◆役員報酬の設計にあたっては、会社法を始めとする法規制のほか、役員給与の税務に対する正確な理解とともに、報酬開
示に関する規制についても留意したうえ、最新動向の把握を踏まえることが、重要なポイントになります。

◆特に、上場企業グループにおいては、株式報酬の導入も一巡し、経営戦略の実現や企業価値の向上につながる報酬体系の
実現に向け、設計・開示の見直し、精緻化を図る試みがみられます。

◆そこで、本セミナーでは、まずは報酬設計の基本概要を整理するとともに、会社法、会計基準、税務関係を踏まえた上場
企業において必要な役員報酬の実務対応について、直近の法令改正及び最新事例とともに解説いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

約2時間

講義時間

約2時間

講義時間
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● 視聴期間：2025年10月15日（水）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第１講

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第２講　
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取締役会の実効性評価の実務と最新動向
～社外取締役 50％時代に向けて～

任意の指名・報酬委員会の設計・運営見直しのポイント
～自社最適化の視点から確認・検討すべきこと～

講師紹介 佃　秀昭　氏（株式会社ボードアドバイザーズ 代表取締役社長）
東京大学法学部卒業、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院（MS）経営学修士取得。取締役会実効性評価、社長後継者計画、経営人材コーチン
グ等に従事。1986年三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行。2000年よりエゴンゼンダーにて日本法人社長、本社経営会議メンバーを歴任。2019年3月企業統治
推進機構（現ボードアドバイザーズ）の事業開始。金融庁・東京証券取引所「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォロ
ーアップ会議」のメンバー。

講師紹介 渡辺邦広　弁護士（森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業）
2004年 東京大学法学部卒業、2012年 コロンビア大学ロースクール修了（LL.M., Harlan Fiske Stone Scholar）、2012年 Simpson Thacher &Bartlett法律事務
所（ニューヨークオフィス）にて執務（～2013年）、2013年 法務省民事局にて局付として執務（平成26年会社法改正及びこれに伴う法務省令改正を担当）

（～2015年）、2025年 東京大学大学院法学政治学研究科 客員准教授（～現在）。著書として、『実務問答会社法』（共著、商事法務、2022年）、『任意の指
名委員会・報酬委員会の実務』（編著、商事法務、2022年）、『新・会社法実務問題シリーズ/5 機関設計・取締役・取締役会（第2版）』（共著、中央経済社、
2021年）、『一問一答　平成26年改正会社法[第2版]』（共著、商事法務、2015年）のほか、執筆、講演多数。

企業価値向上のために取締役会改革を継続していくことを求められている日本企業が改革を進める中で直面
するさまざまな悩みの解決に向けた実践的なアプローチを具体的に解説。

コーポレートガバナンス・コードおよびCGSガイドラインを含む実務上の要請・議論や有価証券報告書等に
おける開示内容も確認しながら、自社に最適な設計・運営を考えるに当たって、「任意の指名・報酬委員会」
の設計・運営の見直しポイントを幅広く解説。

● 視聴期間：2025年11月12日（水）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

● 視聴期間：2025年11月27日（木）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉

〈申込画面〉

セミナー概要

セミナー概要

視
聴
期
間
等

視
聴
期
間
等

◆2015年にコーポレートガバナンス・コードの適用が開始されて以降、日本の上場企業は取締役会の改革を進め、その成果
も着実に表れています。一方で、コード導入から10年を経て、独立社外取締役は数・比率ともに飛躍的に増加し、取締役
会運営上、新たな課題が顕在化しています。また、各種アクティビズムに対処する必要に迫られている日本企業も増加し
ています。

◆日本の上場企業は、企業価値向上のために取締役会の改革を継続していくことが求められています。本セミナーでは、取
締役会改革に関する助言業務を手掛けてきたコンサルティング会社の代表を講師に迎え、日本企業が取締役会改革を進め
る中で直面するさまざまな悩みの解決に向けた実践的なアプローチを具体的に解説します。

講 座 開 設 趣 旨の

◆10年前であれば設置しているだけで注目を集めた任意の指名・報酬委員会も、その後のコーポレートガバナンス・コードの制定・改
訂・再改訂等を経る中で、今では設置していること自体は当たり前になりつつあり、その設計・運営の実態が問われるようになって
きています。自社に最適な設計・運営を考えるに当たっては、任意の指名・報酬委員会の設置が求められている趣旨やガバナンスの
実質論を踏まえるとともに、他社の開示内容等にも目を配り先進的な取組みについてアンテナを張ることが必要となります。

◆本セミナーでは、コーポレートガバナンス・コードおよびCGSガイドラインを含む実務上の要請・議論や有価証券報告書等における
開示内容も確認しながら、自社に最適な設計・運営を考えるに当たっての任意の指名・報酬委員会の設計・運営見直しのポイントを
幅広く解説いたします。

◆また、指名・報酬に関するガバナンスの観点から、次期会社法改正のテーマの一つとなっている、法定の指名委員会等設置会社制
度の改革論についても解説いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

約2時間

講義時間

約2時間

講義時間
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「コーポレートガバナンス実務講座セット」第３講　

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第４講
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アクティビスト・同意なき買収にどう備えるか 
～押さえておきたい重要ポイント～

講師紹介 太田　洋　弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）
弁護士（1993年登録）、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー。91年東大法学部卒業。2000年ハーバード・ロースクール卒業、01年ニューヨ
ーク州弁護士登録。13～16年東大大学院教授。専門はM&A、コーポレートガバナンス、税務など。日経新聞「企業が選ぶ2024年に活躍した弁護士ランキング」
企業法務全般(会社法)分野第1位及び税務分野第2位、同じく「企業が選ぶ2023年に活躍した弁護士ランキング」企業法務総合及びM&A企業再編の各分野で
ともに1位。主著に『敵対的買収とアクティビスト』（岩波新書）、『コーポレートガバナンス入門』（岩波新書）

上場会社として、同意なき買収等に対してどのように向き合うべきか、アクティビストからの株主提案やキ
ャンペーンにどのように対応していくべきかにつき、具体的な事例を交えつつ、解説。

●経済産業省「企業買収における行動指針」の概要とポイント
●同意なき買収（TOB）提案を受けた場合、取締役会としてはどのように対応すべきか
●ニデック対牧野フライス東京地裁決定の概要と射程
●「指針」公表後における同意なき買収（TOB）提案の事例とそれらの事例から導き出される教訓
●「指針」公表後における（同意なき）対抗TOBの事例とそれらの事例から導き出される教訓
●近時におけるアクティビストの動向と各アクティビストの特徴
●アクティビストに対してどのように対応していくべきか
　（有事導入型「買収への対応方針」の活用も含めて）
●平時において上場会社は同意なき買収（TOB）提案やアクティビストによる株主提案等に備えてどのよ
うな施策を講じておくべきか
●TOB制度・大量保有報告制度の改正の今後のM&A実務への影響について

セミナー概要

◆2023年8月31日に経済産業省から「企業買収における行動指針」（指針）が公表されたことを受けて、同意なき買収（TOB）提
案や同意なき対抗買収（TOB）提案が飛躍的に増加し、それらを巡る実務は大きく変わりつつあります。また、ニデック対牧野
フライスの件では、「同意なきTOB」に対する「時間確保措置」に基づく対抗措置を巡る初の司法判断も示されました。また、
このようなM&A市場の活性化も背景に、アクティビストによる活動は従前にも増して活発になっており、本年6月定時株主総会
シーズンにおける株主提案を受けた上場会社の数は、昨年に引き続き過去最高を更新しています。

◆このような傾向は、今後、強まりこそそれ、弱まることは当面考えられず、上場会社としては、同意なき買収（TOB）提案やア
クティビストからの攻勢に直面する可能性を考慮しつつ、経営を行っていかざるを得ない状況になっていると考えられます。ま
た、友好的なM&Aディールを行う場合でも、同意なき対抗買収（TOB）提案がなされ、又はアクティビストによる介入がなさ
れる可能性を常に念頭に置かざるを得ない状況になっています。従って、上場会社としては、平時から準備できることは準備
をしておいた上で、有事の際にどのように対応すべきかを常に想定しておくことが必須となっています。他方、適切な機会があ
れば、同意なき買収（TOB）提案や同意なき対抗買収（TOB）提案をすることも、今後の経営戦略を考える上では、有力な選択
肢となってきているように思われます。

◆本セミナーは、企業買収防衛事案やアクティビスト対応事案に数多く携わる太田洋弁護士を講師に迎え、企業の経営支配権獲
得や株主アクティビズムを巡る現在の情勢や事例を整理した上で、「同意なき」買収等を巡る一連の司法判断を前提に、上場会
社としては、企業を守るためにどのような教訓が導き出されるか、逆に、経営戦略の一環として「同意なき」買収等を活用す
る際にはどのような点に留意すべきかを解説していただきます。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第５講・今月より配信　

約2時間

講義時間

● 視聴期間：2025年12月５日（金）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉視
聴
期
間
等
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ガ バ ナ ン ス

企業のサステナビリティの取組と企業価値創造

あらためて考える
『モニタリング・モデル』の本質と進化するガバナンスの工夫

～企業の取組事例や経済産業省のガイダンスも参考にして～

講師紹介 松原　稔　氏　（りそなアセットマネジメント株式会社　チーフ・サステナビリティ・オフィサー　常務執行役員　責任投資部担当）

1991年りそな銀行入行、以降一貫して運用業務に従事。投資開発室及び公的資金運用部、年金信託運用部、信託財産運用部、運用統括部、アセットマネ
ジメント部で運用管理、企画、責任投資を担当。2020年１月りそなアセットマネジメント株式会社責任投資部長、2023年8月より現職
経済産業省ＳＸ研究会委員、金融庁「有価証券報告書記述情報の開示の好事例に関する勉強会」メンバー、日本国際博覧会協会「持続可能性有識者委
員会」委員等多数。2000年 年金資金運用研究センター客員研究員、2005年 年金総合研究センター客員研究員。

講師紹介 塚本英巨　弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）
2003年東京大学法学部卒業、2004年弁護士登録、2010年～2013年法務省民事局出向（平成26年改正会社法の企画・立案担当）、2016年～公益社団法人
日本監査役協会「ケース・スタディ委員会」専門委員、2017年～2020年経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム（CGS）研究会（第2期・第
3期）」委員、2019年～2021年同省「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」委員、2024年～2025年同省「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレート
ガバナンス研究会」委員。最近の論文として、「有価証券報告書の『総会前開示』改め『開示後総会』と次期会社法改正」（「資料版/商事法務」494号

（2025年5月号））、「指名委員会等設置会社の分析―2024年―」（「資料版/商事法務」486号（2024年9月号））ほか多数。

サステナビリティをめぐる金融コミュニティーや政策当局の動きを受け、いかに日本企業が対峙すべきか、
企業による情報開示、企業と投資家の対話・エンゲージメント、投資家による評価を踏まえ、企業とは何か、
企業価値とは何かについて深掘りを進める。

経済産業省の研究会の委員も務めた講師が、「モニタリング・モデル」を志向する取締役会の在り方について、
企業の取組事例やガイダンスも紹介しながら、実践的に解説。

● 視聴期間：2025年12月９日（火）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

● 視聴期間：2025年12月９日（火）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉

〈申込画面〉

セミナー概要

セミナー概要

視
聴
期
間
等

視
聴
期
間
等

◆ 2023年１月、企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により、有価証券報告書等において、「サステナビリティに関する
考え方及び取組」の記載欄を新設し、サステナビリティ情報の開示が求められることとなりました。また、2025年６月の金融
審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」ではサステナビリティ開示基準及び保
証制度に係るロードマップが示され、早ければ一部の企業でSSBJ基準に準拠して有価証券報告書を作成することを義務付けら
れます。

◆また、任意報告である統合報告は１０００を超える企業・団体が発行を進めるなど、企業独自の情報開示も広がり、質・量と
も充実化が進められています。

◆サステナビリティをめぐる金融コミュニティーや政策当局の動きを受け、いかに日本企業が対峙すべきか、企業による情報開示、
企業と投資家の対話・エンゲージメント、投資家による評価を踏まえ、企業とは何か、企業価値とは何かについて深掘りを進
めていきます。

講 座 開 設 趣 旨の

◆現在、プライム市場の上場会社を中心に、3分の1以上の社外取締役の選任が一般的となっていますが、将来的には、その過半数化が求め
られると予想されます。これは、取締役会が、業務執行者に対する監督機能に軸足を置き、いわゆる「モニタリング・モデル」を志向す
ることを意味すると考えられます。

◆もっとも、取締役会の「監督機能」や「モニタリング・モデル」の在り方は、一義的ではありません。そこで、社外取締役の過半数化を
見据え、あらためて、「モニタリング・モデル」とは何か、何のために社外取締役の過半数化が求められているのか、また、それに伴い、
取締役会がどのように変革すべきであるか、現状の機関設計のままでよいか、などを問い直す必要があります。

◆各論としては、取締役会のアジェンダ設定の見直し、監督機能の発揮の最たる場面である経営トップの解任・不再任に係る基準の在り方、
さらに、取締役会だけでなく、執行側における体制の見直しが挙げられます。

◆また、ガバナンス強化においては、経済産業省が「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」における議論を踏まえて
2025年4月に策定・公表したガイダンスや「取締役会5原則」が参考になります。また、法務省の法制審議会会社法制（株式・株主総会等
関係）部会において現在議論中の次期会社法改正の項目の一つである指名委員会等設置会社の在り方の見直しの動向についても、留意す
る必要があります。

◆本講では、ガバナンス分野を多く手掛け、経済産業省の研究会の委員も務めた講師が、「モニタリング・モデル」を志向する取締役会の在
り方について、企業の取組事例やガイダンスも紹介しながら、実践的に解説します。

講 座 開 設 趣 旨の

約2時間

講義時間
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「コーポレートガバナンス実務講座セット」第６講・今月より配信　

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第７講・今月より配信　
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ガ バ ナ ン ス

機関投資家のスチュワードシップ責任と
コーポレートガバナンスの成果：持続的な企業価値の向上

攻めと守りの全社的リスクマネジメント

講師紹介 三瓶裕喜　氏　（アストナリング・アドバイザー合同会社 代表　一橋大学CFO教育研究センター客員研究員　ICGN講師）
1987年日本生命保険相互会社入社。1989年以降32年間、日本生命（ニューヨーク、ロンドン勤務を含む）、ニッセイアセットマネジメント、フィデリテ
ィ投信にて内外株式投資に従事。企業とのエンゲージメント経験を活かし、2021年から上場企業に価値向上のアドバイス、機関投資家にスチュワードシ
ップのアドバイスを提供。企業価値向上や資本市場改革に係わる省庁・東証の審議会や有識者会議委員を多数歴任。

講師紹介 神林比洋雄　氏（プロティビティLLC　シニアマネージングディレクタ）
アーサーアンダーセンに入社し、アンダーセンリスクコンサルティングAPAC統括パートナー、アンダーセンワールドワイドオーガニゼーション取締役を歴
任。2003年プロティビティLLC創設、CEO就任。日本ガバナンス研究学会元会長。日本取締役協会リスク・ガバナンス委員会委員長、ERM経営研究所LLC
代表社員、株式会社東芝有識者会議委員（20～21）。公認会計士。

機関投資家の視点でガバナンス改革の現在地と投資家側・企業側の課題を整理し、ガバナンス改革の諸施策
及び資本市場に関連する法令改正の投資家行動への示唆、相互作用の関係を整理し、企業のガバナンス改革

全社的なリスクへの対応は、PBR改善や、迫りつつある合意なき買収やアクティビストに対しても効果的な
対処に直結する。本講義では、複数の視点から、「先を見越したリスク対応」の進め方を議論する。

● 視聴期間：2025年12月17日（水）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉

セミナー概要

セミナー概要
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◆2014・2015年に相次ぎ日本版スチュワードシップ・コード、日本版コーポレートガバナンス・コードが導入されて以来約10年間で
取締役会改革などに一定の進展は見られるものの具体的成果は期待外れであると、資本市場の当初の期待は一旦収縮する時期があり
ました。しかし、2023年の「同意なき買収」、「資本コストや株価を意識した経営要請」を契機に投資家側、特に海外投資家の間では
変化への期待が再び高まっています。一方、資本市場の期待とは対照的に、企業側では腹落ち感が得られていないなどガバナンス改
革の方向性に対する警戒感・負担感があり認識に乖離が広がっているように見受けられます。何のためのガバナンス改革か、機関投
資家はスチュワードシップ責任を果たしているのか、資本市場は何を求めているのかなどの疑問が燻っているのではないでしょうか。

◆本講では機関投資家の視点でガバナンス改革の現在地と投資家側・企業側の課題を整理し、ガバナンス改革の諸施策及び資本市場
に関連する法令改正の投資家行動への示唆、相互作用の関係を整理し、企業のガバナンス改革への取組意義を改めて確認します。

◆加えて、企業の関心の高いテーマ（アクティビスト活動、米国の反ESGの影響、人権、無形資産投資（人的資本、知財）など）に関
して機関投資家・アクティビストの行動変化について解説します。

講 座 開 設 趣 旨の

◆地政学リスクやサイバー攻撃の脅威がますます高まる中、デジタル化や人的資本などへの取組みを推進するとともに、新たな
機会を確保するための果敢なリスクテイク（攻め）や、企業価値の棄損を回避するための適切なリスク管理（守り）がいっそ
う求められています。

◆機会を積極的にビジネスに取り込み、一方で、知らないでは済まされない未経験の脅威にも適切に対応するなど、全社的リス
クへの組織的対応が喫緊の課題となっています。

◆さらに経営執行陣が価値創造ストーリーを効果的かつ効率的に展開していくには、全社的リスクへの対応戦略を見直していくこ
とが求められています。全社的なリスクへの対応は、PBR改善や、迫りつつある合意なき買収やアクティビストに対しても効果
的な対処に直結します。本講義では、以下の視点から、「先を見越したリスク対応」の進め方を議論いたします。

講 座 開 設 趣 旨の
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● 視聴期間：2025年12月12日（金）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第８講・今月より配信　

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第９講・今月より配信　
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ガ バ ナ ン ス

グループ会社管理におけるリスクマネジメントとコーポレートガバナンス 
～複雑化するリスクに企業はどのように対処すべきか～

企業の稼ぐ力の強化とグローバルガバナンスの実務対応

講師紹介 三笘　裕　弁護士（長島・大野・常松法律事務所）
長島・大野・常松法律事務所パートナー
1991年東京大学法学部卒業、1993年弁護士登録、1998年ハーバード・ロー・スクール（LL.M.）卒業、1998 年～ 99 年 Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton 
(New York) にて執務、1999年 NY 州弁護士登録、2004年～ 07年東大大学院法学政治学研究科助教授。経産省・コーポレート・ガバナンス・システム（CGS）
研究会（第2期・第3期）及び「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会の委員。M&A 案件、コーポレートガバナンス案件、危機管理案件
などを中心に企業法務案件を広く手がける。最近のコーポレートガバナンス関係の論文として、Chambers Corporate Governance Global Practice Guide 
(Japan Part)（共著）など。

講師紹介 武井一浩　弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）

　　　 荒井喜美　弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）

　　　 安井桂大　弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）

　　　 渡邉純子　弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）

コーポレートガバナンス・コード、CGSガイドライン、「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則等も参照しつつ、グルー
プ会社管理を適切に行うための考え方や仕組みについて解説。

近年の海外法規制等の動向を踏まえ、企業の稼ぐ力の強化にも繋がるグローバルガバナンスの要諦について、
コンパクトに紹介。

● 視聴期間：2025年12月18日（木）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉

セミナー概要

セミナー概要

視
聴
期
間
等

◆事業領域の拡大や海外への事業展開に伴い、グループ会社数・規模が増大し、親会社単体の売上・利益よりも、親会社以外のグループ会社の売上・利益の合
計の方が大きくなっている日本企業も少なくありません。そのため、企業グループ全体を適切に経営管理するためには、親会社単体のみならず、グループ会社
の管理にも相応に注力する必要が高まっています。このように国際的な事業展開や事業領域の拡大が進み、管理すべきグループ会社数が増える一方で、特に
近年は、世界的なパンデミック、気候変動、武力紛争、経済制裁、通商・関税問題など、短期間のうちに企業を取り巻く事業環境を大きく変えるようなリスク
が次々顕在化していて、これらへの対応も検討する必要があります。

◆事業運営にあたり新たなグループ会社を設立することには、メリットとデメリットがあり、そのバランスを考慮して企業グループの構成を考える必要があります。
◆各グループ会社については、親会社とは別法人であることを踏まえて、一定の自律性を認めつつ管理を行うことになりますが、一口にグループ会社と言っても、

それぞれ規模や機能が異なるため、一律の管理方法を適用することは適切ではありません。また、グループ会社管理においては、各グループ会社の所在国・
地域の法制度や特性等も考慮する必要があります。さらに、買収した子会社についてはPMIを見据えた運営・管理が必要になりますし、上場グループ会社や合
弁会社等については、外部出資者との関係も考慮する必要があります。

◆「攻め」のガバナンスの観点からは、各グループ会社における経営の効率性を「見える化」した上で、事業ポートフォリオのマネジメントを行うとともに、企
業グループ内での人的・物的リソースの分配、企業グループ内での適切な分業、シナジーの創出、重複投資の排除、過大なリスクテイクの抑制などを進める
ことが期待されます。

◆「守り」のガバナンスの観点からは、親会社による監視・監督の目が緩みがちなグループ会社における不祥事を抑止できるよう、内部統制システムの構築を通
じたリスク管理を行うことが期待されます。

◆本講では、コーポレートガバナンス・コード、CGSガイドライン、「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則等も参照しつつ、グループ会社管理を適切に行うための
考え方や仕組みについて解説します。

講 座 開 設 趣 旨の

◆グローバル経済の中で、企業の稼ぐ力の強化の観点から海外でのビジネス展開がますます重要となる中、グローバルガバナンスの重要性
が高まっています。近年、各国・地域において様々な法規制が策定・アップデートされており、日本企業のグローバルガバナンスの在り
方も高度化していく必要があります。

◆グローバルコンプライアンスの観点からは、特に欧米当局が活発に摘発してきた分野である贈賄規制や競争法の違反防止体制に加え、英
国で2025年9月に施行されたThe Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023（ECCTA）を踏まえたコンプライアンス体制の構
築が必要となります。近年は多くの品質不正問題が発覚しており、法令のみならず規格や契約を遵守するために品質コンプライアンスを
強化する必要があります。さらに特に近年は、企業自らが、様々な法域をカバーすることができるようなグローバルコンプライアンスを確
立し、その内容を説得的に対外的に示す力が求められています。

◆また、サステナビリティ分野でも法規制の導入を含め重要性が高まっており、欧州の企業サステナビリティデューデリジェンス指令
（CSDDD）等の海外のサステナビリティ関連法制も踏まえた人権・環境デューデリジェンスの実施のためのグローバルな体制構築が急務

となっています。
◆本講では、近年の海外法規制等の動向を踏まえ、企業の稼ぐ力の強化にも繋がるグローバルガバナンスの要諦について、コンパクトに紹

介します。

講 座 開 設 趣 旨の

約2時間
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「コーポレートガバナンス実務講座セット」第10講・今月より配信　

「コーポレートガバナンス実務講座セット」第 11 講

約1.5時間

講義時間

● 視聴期間：2025年12月25日（木）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月17日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉
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ガ バ ナ ン ス

監査等委員会設置会社への移行と移行後の実務

株主アクティビズムの傾向と対策 
～分析を通して 2026 年の展望をうらなう～

講師紹介 太子堂厚子　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
2001 年弁護士登録。東京大学法学部卒。会社法、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、紛争解決などを中心に案件を取り扱う。主な著書論文：『株
主提案と委任状勧誘〔第3版〕』（共著）（株式会社商事法務、2023）、「上場会社における機関設計の選択の現在地と将来の展望」旬刊商事法務2336号（2023）、

『Q&A監査等委員会設置会社の実務〔第2版〕』（株式会社商事法務、2021）、「＜新春座談会＞取締役会の新時代－コロナ禍を乗り越えて－」旬刊商事法務
2251号（2021）（共著）、「TOPIX500構成銘柄企業にみる監査等委員会設置会社の指名・報酬の規律－指名・報酬に関する意見陳述権の行使状況を中心に－」
旬刊商事法務2186号（2018）（共著）ほか多数。

講師紹介 松下　憲　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業　パートナー弁護士
2005年慶応義塾大学法学部法律学科卒業、2012年コーネル大学ロースクール（LL.M.）卒業。2006年弁護士登録、2013年ニューヨーク州弁護士登録。2022年
～京都大学法科大学院非常勤講師（M&A法制担当）。国内外のM&A、同意なき買収、買収防衛策、アクティビスト株主対応、株主提案・委任状勧誘を含む株
主総会対応等を専門としつつ、会社法務全般を幅広く手掛ける。最近の著作として、「買収防衛策に関する裁判所の判断枠組みと実務からの示唆（上・中・下）」

（旬刊商事法務 2022年）、「アクティビスト株主対応の最新のスタンダード（上・下）」（旬刊商事法務 2021年）等。

監査等委員会設置会社の移行の判断、移行後の運営、移行手続きについて、実務上の対応と留意点について解説。

株主アクティビズムの最新動向や関連するルール等の概要を確認し、それを踏まえて、上場会社がアクティビスト株主と
どのように向き合っていくべきかについて解説。

セミナー概要

セミナー概要

◆ 2015 年の監査等委員会設置会社の制度導入後、毎年、上場会社において監査等委員会設置会社を選択する会社が増加し、
制度導入から 10 年余で上場会社の 4 割超が採用するまでに至りました。経営監督機能の強化や取締役会への権限委譲を進
める上で、監査等委員会設置会社は合理的な選択肢として広く浸透しています。

◆本セミナーでは、単なる制度比較や検討段階にとどまらず、「既に移行を具体的に決定した」、または「移行を前提に社内規
程やガバナンス体制の設計に着手している」上場会社を対象に、移行判断時の最終確認事項や移行手続、移行後の取締役会・
監査等委員会の運営、モニタリング型経営への移行における実務上の留意点を詳解し、統治体制の円滑な立上げに不可欠な
ポイントを解説します。

【会場受講特典】講師の著書『Q ＆ A 監査等委員会設置会社の実務〔第 2 版〕』（商事法務、2021 年）を 1 冊無料贈呈。
※本セミナーでは法人申込を受け付けています（法人申込は 1 社につき 39,600 円（税込））。法人申込では 1 口の申込で何名

でもご受講いただけます（同一法人内に限る）。

講 座 開 設 趣 旨の

◆近年、アクティビストの影響力が高まり、上場会社においてはアクティビストの存在を意識した経営判断が必須の状況になっています。
PBRの低い会社等に対する資本効率改善の要求はもちろん、M&Aの実施や事業内容の見直しを迫るケースが増加しており、また、ア
クティビストの影響により経営陣が交代するケースも散見されます。このようなアクティビストの脅威を踏まえ、上場会社においては、
アクティビストと適切に対話し、場合によっては合意することも求められます。上場会社としては、株主アクティビズムに関連する
最新の状況を理解した上で、適切な準備をしておくことの重要性は高いといえます。

◆そこで本セミナーでは、株主アクティビズムの最新動向や関連するルール等の概要を確認し、それを踏まえて、上場会社がアクティ
ビスト株主とどのように向き合っていくべきかについて解説します。

◆また、昨今は、上場会社がM&Aを実施する際には、アクティビストが介入してくる可能性があることを前提とした検討・準備が必要
な状況になっています。本セミナーでは、企業買収における行動指針の内容やM&Aアクティビズムの実例を踏まえ、上場会社の
M&Aにおける留意点等についても解説します。

講 座 開 設 趣 旨の
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法人申込あり・書籍無料贈呈

● 開催日程：2025年12月11日（木）14時30分〜17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年12月10日 (水)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

● 開催日程：2026年１月30日（金）14時～17時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年１月29日 (木)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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ガ バ ナ ン ス

上場ファミリービジネス・オーナー企業における
アクティビスト対応のポイント

講師紹介 中尾匡利　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
森・濱田松本法律事務所 外国法共同事業　パートナー弁護士
2011年京都大学法学部卒業、2013年東京大学法科大学院修了、2022年カリフォルニア大学バークレー校ロースクール修了。2014年弁護士登録、2024
年カリフォルニア州弁護士登録。株主アクティビズム対応や支配権争いに加えて、コーポレート・ガバナンスや会社法、幅広い分野の訴訟・紛争解決
を手掛ける。著作として、「株主総会の理論と実務」（有斐閣、2025年）、「令和元年 改正会社法 -- 改正の経緯とポイント」（有斐閣、2021年）等。

日本におけるアクティビズムの実例も踏まえながら、上場ファミリービジネス・オーナー企業におけるアクティビスト
対応のポイントを解説。

Ⅰ　日本におけるアクティビスト
　①　アクティビストの活動状況

　②　アクティビストの主な要求事項・手法

　③　日本で活動する主なアクティビスト

Ⅱ    アクティビストから見た上場ファミリービジネスの特徴
　①　上場ファミリービジネスの強み

　②　上場ファミリービジネスにおけるガバナンス上の固有の論点

　　　（役員の指名・報酬、取締役会・委員会の運営、関連当事者取引等）

Ⅲ　上場ファミリービジネスに対するアクティビズムの実例紹介
Ⅳ　上場ファミリービジネスにおけるアクティビスト対応のポイント
　①　平時における対応のポイント

　②　有事における対応のポイント

Ⅴ　まとめ

セミナー概要

◆近年、アクティビストによる日本の上場会社に対する投資や株主提案は増加傾向にあり、この傾向は創業家が大株主又
は役員として関与する上場ファミリービジネスやオーナー企業についても例外ではありません。アクティビスト対応に
ついては、アクティビストに株式を取得されてからでは遅きに失することも多く、平時の段階から有事に備えた体制整
備を進めている上場会社も多く見受けられます。

◆また、ファミリービジネスやオーナー企業に関しては、2025 年 3 月に経済産業省が「ファミリービジネスのガバナン
スの在り方に関する研究会」を立ち上げるなど、ガバナンスの在り方についても議論が進んでおり、アクティビスト対
応にあたっては、上場ファミリービジネスやオーナー系企業の特徴を踏まえた対策が必要となります。

◆本セミナーでは、日本におけるアクティビズムの実例も踏まえながら、上場ファミリービジネス・オーナー企業におけ
るアクティビスト対応のポイントを解説いたします。

講 座 開 設 趣 旨の
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● 開催日程：2026年２月16日（月）10時～12時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年２月13日 (金)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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ガ バ ナ ン ス

新 任 担 当 者 向 け

会 社 法 ・ 金 商 法

監査等委員会設置会社のベストプラクティス
― 議事録・監査報告の書式等と実践対応―

監査等委員会設置会社の導入から 10 年。上場企業の多くが同制度を採用する一方で、移行手続きや書類整備などの実
務負担も少なくありません。本セミナーでは、書籍『監査等委員会設置会社のベストプラクティス Q ＆ A』の執筆陣が、
制度の趣旨や他の機関設計との違いを踏まえ、書式を活用した実務対応と留意点を具体的に解説します。

セミナー概要

主要講義項目

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

講師紹介  須崎　利泰　弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）

　　　  鈴木　正人　弁護士（潮見坂綜合法律事務所）

　　　  三谷　革司　弁護士（スパークル法律事務所）

      　　渡邉　和之　弁護士・公認不正検査士（西綜合法律事務所）

● 開催日程：2026年３月11日（水）14時30分～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年３月10日（火）
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉開
催
日
程
等

◆ 2015 年に監査等委員会設置会社が導入されてから 10 年が経ち、2025 年現在、上場プライム市場の企業では監査等委員会
設置会社の数が監査役会設置会社を上回っています。これは、ガバナンス強化や負担軽減などのメリットが、移行にあたっ
ての手間やコストを上回るニーズを示しています。一方、導入には移行手続きや書類整備などの負担も伴い、正確な制度理
解が求められます。

◆本セミナーでは、制度導入から 10 年の実務知見をまとめた書籍『監査等委員会設置会社のベストプラクティス Q&A』の執
筆陣が、制度の趣旨や他の機関設計との違いを踏まえた実務対応を解説します。特に、社内規程や各種書類の整備・記載事
項の変更など、書式等を用いた実務対応に重点を置き、具体的な書式例などを示しながら解説します。

◆冒頭では、監査等委員会設置会社の制度的枠組みと機関設計上のポイントを整理し、実務上生じやすい論点と対応策を監査
等委員会議事録・監査等委員会規程・監査報告などの書式例とともに解説します。取締役会・監査等委員会・社外取締役と
の関係整理や、社内規程との整合など、実務担当者がつまずきやすいポイントも網羅し、使える書式と運用上の留意点を具
体的に示します。

◆制度の導入・移行を検討中の企業はもちろん、既に導入済みの企業にとっても、書式等を中心とした運用見直しや内部統制
強化の参考となる内容です。

※参考書籍として講師陣の最新著書『監査等委員会設置会社のベストプラクティス Q&A』（商事法務、2025）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

Ⅰ　監査等委員会設置会社の概要
　１　監査等委員会設置会社の制度的枠組みと機関設計上のポイント
　２　監査等委員会設置会社への移行時の実務・書類のポイント
　３　監査等委員会設置会社における取締役に関する実務・書類のポイント
Ⅱ　監査等委員の資格等と監査・監督活動に関連するポイント
　１　独立性判断基準
　２　監査等委員会の職務・権限
　３　監査スケジュールと監査計画
　４　定時株主総会に向けた各種の書類（監査報告を除く）
Ⅲ　監査等委員会設置会社に関連する書式のポイント
　１　監査等委員会招集通知、監査等委員会議事録
　２　監査等委員会規程その他関連社内規程等
　３　監査調書、監査報告等
Ⅳ　監査等委員会設置会社の株主総会・取締役会の運営その他
　１　株主総会参考書類・事業報告における監査等委員（会）の意見陳述
　２　重要な業務執行の決定の委任と留意点
　３　有価証券報告書等の開示文書における記載ポイント
　４　監査等委員会と企業不祥事への対応

書籍無料贈呈
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ガ バ ナ ン ス

新任担当者が押さえておきたい
取締役会の法務と実務上のポイント

講師紹介 小林章博　弁護士（弁護士法人中央総合法律事務所）
京都大学法学部卒。2009年11月～弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表。2014年4月～2015年3月同志社大学法科大学院兼任教員。2016年3月
～船井総研ホールディングス社外取締役（監査等委員）、2017年4月～2022年3月京都大学法科大学院特別教授。 
主な著作：『取締役会の法務〔Ⅰ〕～〔Ⅵ〕』（旬刊商事法務2272号～2277号）、『内部通報制度の理論と実務〔第２版〕』（共著）（商事法務、2022年5
月）。

新任担当者には基礎固め、また経験者には再確認のために、会社法の規定を確認しながら、取締役会の運営
に関する実務ポイントを解説。

【第１講】
Ⅰ　はじめに
Ⅱ　取締役会の招集
　１　招集の必要性
　２　招集権者
　３　招集通知の発出時期
　４　招集通知の内容、方法
　５　招集手続の瑕疵　　

【第２講】
Ⅲ　取締役会の運営
　１　取締役会の運営、出席手段
　２　取締役会規則
　３　取締役会の議長
　４　取締役会の決議及び決議の省略（書面決議）　
　５　取締役会への報告及び報告の省略

【第３講】
Ⅳ　取締役会の決議事項
　１　会社法３６２条４項各号に定める事項
　２　その他の重要な業務の執行（会社法362条4項）
　　　とCGC
　３　上記以外の取締役会の専決事項
　４　競業取引・利益相反取引承認
Ⅴ　取締役会の報告事項
　

【第４講】
Ⅵ　取締役会の議事録
　１　議事録の作成義務
　２　議事録の記載事項、添付資料
　３　議事録への署名・記名押印
　４　議事録の備置き、閲覧・謄写請求
Ⅶ　取締役会の機能向上のための取組み
　１　取締役会の実効性評価
　２　任意の指名・報酬委員会

セミナー概要

◆取締役会が実質的に機能し与えられた役割を十分に発揮することは、会社の持続的成長と中業期的な企業価値向上のために極
めて重要です。特に2015年６月から上場会社に適用が開始されたコーポレートガバナンス・コード（CGC）においても（最終
改訂2021年６月）、基本原則の１つとして「取締役会等の責務」が掲げられ、近時、上場会社では、取締役会の実効性を高め
るための様々な工夫が行われています。

◆一方、取締役会についても、株主総会と同様に、招集、決議、議事録等について法令上の規定が存在します。各社で取り組ま
れている実務上の工夫は、これら取締役会に関する会社法の規律を遵守した上に構築すべきものです。従って、取締役会担当
者には、会社法が定める取締役会に関する規律を正確に理解した上で、取締役会の運営サポートや実務上の工夫に取り組むこ
とが求められます。

◆本セミナーは、新任担当者には基礎固め、また経験者には再確認のために、会社法の規定を確認しながら、取締役会の運営に
関する実務ポイントを解説します。１コマ１時間の取り組みやすい時間設定で、全４回で取締役会運営に関する会社法の規律
を一通り学べるセミナーとなっています。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年９月16日（火）10時～2026年１月30日（金）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2025年12月31日 (水)
● 受  講  料：38,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

約3.5時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会
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ガ バ ナ ン ス

執筆陣が語る！ 実効的子会社管理のすべて

講師紹介 松山　遙　弁護士（日比谷パーク法律事務所）／水野信次　弁護士（日比谷パーク法律事務所）

　　　 野宮　拓　弁護士（日比谷パーク法律事務所）／西本　強　弁護士（日比谷パーク法律事務所）

              小川尚史　弁護士（日比谷パーク法律事務所）

『実効的子会社管理のすべて』の執筆者５名が法規制や役員責任の判断枠組み、求められる体制や環境の整備、
グループ経営管理規程や経営管理契約など子会社管理に関する重要事項を書籍に沿って解説。

Ⅰ　子会社管理の必要性　
Ⅱ　子会社管理の方向性と留意点
Ⅲ　子会社管理の仕組みづくり
Ⅳ　子会社管理上の留意点
Ⅴ　グループ類型ごとのガバナンス
Ⅵ　有事への備えと有事対応
Ⅶ　子会社不祥事の事例と教訓

セミナー概要

◆「実効的子会社管理のすべて」の初版が 2018 年に刊行されてから約 7 年が経過しましたが、上場企業にとって子会社管理
の重要性は依然として非常に高く、最重要の経営課題の一つと認識されています。

◆この間、子会社管理に関する議論も着実に進んでおり、経済産業省が開催するコーポレート・ガバナンス・システム研究会
において、企業グループ全体の価値向上を図るためのグループガバナンスの在り方に関して議論が進められ、2019 年に「グ
ループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（グループガイドライン）が策定・公表され、ベストプラクティスとし
ての一般的なグループガバナンスの在り方が示されました。また、2023 年には日本公認会計士協会も改正監査基準報告書
600「グループ監査における特別な考慮事項」を公表しています。

◆このような初版以降の議論の進捗等の最新動向を踏まえて全体的に加筆・修正を行い、2025 年 6 月に「実効的子会社管理
のすべて」の第二版が刊行されました。

◆これを受けて、本書の執筆者 5 名が、法規制や役員責任の判断枠組み、求められる体制や環境の整備、グループ経営管理規
程や経営管理契約、管理の具体的手法及び方向性と留意点、内部統制や監査のあり方、グループ内部通報制度、有事対応等
の子会社管理に関する重要事項を本書内容に沿って解説します。

◆実効性のある子会社管理体制をどのように構築すべきかという点について、模範解答のようなモデルケースはなく、各社各
様の事情を踏まえて工夫を重ねて、独自に実効性の高い管理体制を構築・運用していかなければなりません。このため、子
会社管理の在り方に関する総論的事項のほか、持株会社、海外子会社、上場子会社、買収子会社といったグループ類型ごと
の各論的事項も説明します。

※参考書籍として、『実効的子会社管理のすべて〔第 2 版〕』（商事法務、2025 年）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年12月19日 （金）  10時～ 2026年２月19日 （木）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年２月12日 (木)
● 受  講  料：38,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

約 3 時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

　書籍無料贈呈・今月より配信
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ヘ ル ス ケ ア

そこが知りたかった 
ヘルスケアビジネスに携わる法務部員が押さえておきたいポイント

講師紹介 越田雄樹　弁護士（池田・染谷法律事務所）
2018 年東京大学大学院法学政治学研究科修了。2019 年弁護士登録。2019 年～ 2020 年東京国際法律事務所、2020 年～池田・染谷法律事務所（現所属）。
2023 年大阪大学　国際医工情報センター　メディカルデバイスデザインコース修了。独占禁止法、消費者関連法令に加え、医療ヘルスケア領域の規制
法令に関係する案件を中心に携わる。　　

　　　 寺前翔平　弁護士（ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所）
2015 年中央大学法学部卒業。2017 年弁護士登録。2019 年～ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所。2024 年ジョージワシントン大学ロースクール
修了（LL.M. in Intellectual Property Law）。特許、商標、不正競争防止法等の知財紛争や多国籍企業の会社側代理人として雇用関係紛争の解決に携わる傍ら、
AI 法研究会の知的財産部会事務局、慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（KGRI）共同研究員なども務める。　

新進気鋭の２名の弁護士が、ヘルスケアビジネスに関連性の高い法的テーマをピックアップし、ヘルスケアビジネス特
有の法的論点を分かりやすく整理。

Ⅰ　医療・ヘルスケアビジネスの概況

Ⅱ　商品・サービスの PR
　１　景表法
　　（１）広告規制
　　　ア　優良誤認表示
　　　イ　有利誤認表示
　　　ウ　ステマ
　　（２）景品規制
　２　薬機法
　　・医薬品等の広告規制
　３　特商法
　　・通信販売
　　・マーケティング関連執行事例

Ⅲ　新薬・新サービス開発
　１　秘密保持契約
　　（１）秘密保持契約の意義

　　（２）秘密保持契約を巡るリスク
　　（３）法務として特にチェックすべき条項とその着眼点
　２　共同研究開発契約
　　（１）共同研究開発契約の意義
　　（２）共同研究開発契約を巡るリスク
　　（３）法務として特にチェックすべき条項とその着眼点
　３　特許ライセンス契約
　　（１）特許ライセンス契約の意義
　　（２）特許ライセンス契約を巡るリスク
　　（３）法務として特にチェックすべき条項とその着眼点

Ⅳ　その他の論点・最新動向のキャッチアップ方法
　１　個人情報保護法
　２　AI
　３　独占禁止法

セミナー概要

◆人生 100 年時代と言われて久しい中、年々ヘルスケアビジネスへの注目が高まっています。2024 年には厚生労働省に
て「ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援策検討プロジェクトチーム」が発足する等、市場規模が拡大傾向にあり
ます。

◆ヘルスケアビジネスではいくつかの業法が存在します。それらの業法の最新動向等については、各団体が発信する情報
などでキャッチアップすることが可能です。他方、それらと関連する各法令の最新動向やそもそもの自社との関連性（ヘ
ルスケアビジネス特有の論点）についての整理には課題を抱えている方が少なくないと聞いています。

◆そこで、本セミナーでは、新進気鋭の２名の弁護士が、ヘルスケアビジネスに関連性の高い法的テーマをピックアップ
し、ヘルスケアビジネス特有の法的論点を分かりやすく整理いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2026年２月４日（水）14時～17時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務　会議室（東京都中央区日本橋3-6-2　日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）  　●申込期限：2026年２月３日 (火)
● 受  講  料：33,000円 （税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会
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リ ス ク 対 応

新 任 担 当 者 向 け

会 社 法 ・ 金 商 法

カスハラ対応の最前線 ―施行前に総点検！　
従業員を守る組織づくりと法務実務

今後のカスハラ対策法の施行を見据え、カスハラの予防と対応に豊富な経験と知見を有する講師が、裁判例を踏まえな
がら、企業が講ずべき事前・事後のカスハラ対策の構築について、法的・実務的観点から詳しく解説。

セミナー概要

主要講義項目

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

講師紹介 中山泰章　弁護士・弁理士（日本橋法律特許事務所）
1992年3月早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、1992年4月日本生命保険相互会社入社、2000年4月司法修習生（司法修習54期）、2001年10月弁護士
登録。
主な取扱分野は、人事労務、危機管理・コンプライアンス、民事介入暴力・不当要求対応、 M&A・事業承継、知的財産権など。上場会社の社外役員や
学校法人の役員などを歴任し、企業の公益通報窓口やハラスメント相談窓口も務める。

『労働問題ハンドブック　改訂版』（共著）（労働開発研究会、2023年）、『反社会的勢力の法律相談』（共著）（青林書院、2023年）、『労務管理のエキス
パートガイド－事例でみる職場環境における配慮と問題行動への対処－』（共著）（新日本法規、2023）など著書多数。各所でカスハラ対応をはじめと
する講演も多数行っている。
第二東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会・労働問題検討委員会 所属。

● 開催日程：2026年２月10日（火）14時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年２月９日（月）
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

〈申込画面〉開
催
日
程
等

◆近年、従業員に対する暴言や過剰な要求など、心身に深刻な影響を及ぼすカスタマーハラスメント（「カスハラ」）が社
会問題として大きな注目を集めています。こうした行為は、従業員のメンタルヘルスの悪化や離職を招くだけでなく、
企業の生産性や社会的信用を損なうおそれがあり、いまや企業経営における重大なリスク要因となっています。

◆このような状況を受け、2023 年 9 月にはカスハラが労災認定基準に追加され、2025 年 4 月には東京都で「カスタマー
ハラスメント防止条例」が施行されました。さらに、2025 年 6 月には、企業にカスハラ防止措置の実施を義務づける「労
働施策総合推進法等の一部を改正する法律」（「カスハラ対策法」）が成立しました。カスハラ対策法は、公布日（2025
年 6 月 11 日）から 1 年 6 箇月以内に施行される予定であり、早ければ 2026 年中の施行が見込まれます。

◆これにより、企業には、対応方針の明確化、従業員への教育・研修、相談・対応体制の整備など、実効性のある取り組
みが求められます。また、人事労務部門や法務部門、さらには弁護士など外部専門家との連携体制の構築、マニュアル
の整備、相談対応者への定期的な研修実施も不可欠となります。

◆本講座では、今後のカスハラ対策法の施行を見据え、カスハラの予防と対応に豊富な経験と知見を有する講師が、裁判
例を踏まえながら、企業が講ずべき事前・事後のカスハラ対策の構築について、法的・実務的観点から詳しく解説いた
します。

講 座 開 設 趣 旨の

Ⅰ　カスタマーハラスメントとは
　1    概念の整理
　2    カスタマーハラスメントの分類

Ⅱ　カスタマーハラスメントの現況と傾向 
　1    近時の傾向 
　2    業界別の傾向 

Ⅲ　カスタマーハラスメントの具体的事例 
　1    裁判例
　2    業界別の事例分析
　3    B to B におけるカスハラ

Ⅳ　カスタマーハラスメントの原因
　1    社会的背景
　2    心理的要因
　3    組織の問題点

Ⅴ　カスタマーハラスメント対応の必要性
　1    従業員への影響 
　2    企業への影響 
　3    顧客への影響

Ⅵ　カスタマーハラスメント関連の法整備の動向
　1    近時の法改正の動向
　2    活用できる現行法 
　3    カスハラ対策法の概観
　4    都条例の概観

Ⅶ　カスタマーハラスメントの予防策
　1    予防策を講じる上での視点
　2    社内体制の整備
　3    従業員への周知

Ⅷ　カスタマーハラスメントの事後対応
　1    事後対応での視点
　2    具体的な対応フロー
　3    ハラッシーへのケア
　4    ハラッサーへの措置

Ⅸ　カスタマーハラスメント対応における弁護士の
　　活用
　1    会社の代理人に就任できること
　2    紛争への対応や解決に精通していること
　3    カスハラ対応の体制の構築
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リ ス ク 対 応

企業が YouTube を活用する際の法的・実務的課題とその対応策

講師紹介 井上　拓　弁護士・弁理士（日比谷パーク法律事務所）
パートナー弁護士。弁理士。YouTubeやSNSをはじめとするデジタル領域における法的リスク対応に豊富な実務経験を有する。著作権、名誉毀損、炎上
対応などに精通し、企業・クリエイターを対象に、実践的かつ助言を提供。著書に『SNS別 最新 著作権入門：「これって違法!?」の心配が消える ITリテ
ラシーを高める基礎知識』（誠文堂新光社、2022年）がある。自身もYouTubeチャンネル「フロンティアCH」にて法的トピックをわかりやすく発信。
https://www.youtube.com/@Frontier_CH　　　　　

自身でも YouTube チャンネルを運営している弁護士が、実務的な視点からまるっとわかりやすく解説し、
適法・適切な YouTube の活用に資することを目指す。

第 1 部　企業による YouTube 活用における法的リスク
　Ⅰ　企業による YouTube 活用と主な法的留意点
　Ⅱ　知的財産権に関する基礎知識と注意点
　Ⅲ　労務・個人情報・景品表示法等への対応
　Ⅳ　YouTube の利用規約・ガイドラインの理解と遵守
第 2 部　炎上リスクの理解とその対応・予防策
　Ⅰ　ネット炎上の歴史と現状
　Ⅱ　炎上の発生メカニズムと影響
　Ⅲ　炎上を招きやすい投稿の傾向
　Ⅳ　炎上を防ぐための社内体制と運用

セミナー概要

◆近年、企業が自社製品のプロモーションや使用方法の説明を目的として、YouTube に動画をアップロードすることが
一般的になっています。しかし、動画コンテンツを発信するにあたっては、著作権の適切な処理はもちろん、景品表示
法などの法令遵守が不可欠です。また、社員が出演する場合には、労務管理上の課題やプライバシーへの配慮も求めら
れます。

　さらに、YouTube 独自の規約やガイドラインに関する理解も重要です。たとえば、センシティブな内容と判断されて
動画が制限されたり、意図しない広告が表示されたり、有料配信が規約違反となるケースもあります。

◆加えて、企業にとって望ましくないかたちでの動画の拡散やコメント等による「炎上」を未然に防ぐとともに、万が一
炎上が発生した場合には、その拡大を最小限に抑える体制づくりや、なりすまし行為への対応も課題となります。

◆本講座では、これらの課題に対応するため、企業法務に精通し、実際に自身でも YouTube チャンネルを運営している
弁護士が、実務的な視点からまるっとわかりやすく解説し、適法・適切な YouTube の活用に資することを目指します。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年11月11日（火）10時～2026年１月13日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月５日 (月)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

約2.5時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会
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法務担当者のためのインサイダー取引規制対応の実務

企業の内部資料の開示経路と実務対応

講師紹介 戸嶋浩二　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）

              久保田修平　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）

              宮田　俊　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）

講師紹介 吉川　慶　弁護士（倉橋法律事務所）
2011年東京大学法学部卒業、2013年東京大学法科大学院修了、2019年ミュンヘン知的財産法センター卒業。
2015年裁判官任官。同年から2025年まで大阪地方裁判所（刑事部・租税集中部、行政専門部、倒産部）判事補、法務省民事局付（仲裁・調停、訴訟・非訟、
倒産など民事手続法を担当）、東京地方裁判所（知的財産権部）判事などとして勤務。

『事例でわかるインサイダー取引〔第 2 版〕』（商事法務、2024 年）の編著者を講師に招き、第１部ではインサイダー取引
に関する基礎知識を整理し、第２部では、実務担当者として直面しやすい場面ごとの留意点を分かりやすく解説。

裁判官経験を有する講師が、自身の論稿「企業の内部資料の開示経路と実務対応─各制度の概要と実務上の留意点」をも
とに、論稿の内容をあらためて整理するとともに実務のポイントを分かりやすく解説。

セミナー概要

セミナー概要

◆インサイダー取引規制は、上場会社である以上、必ず直面しなければならない規制です。インサイダー情報を知っているときは上場株
式を取引してはならない、という規制であることは誰もが知っていると思いますが、では、具体的にインサイダー情報とはどのような
情報なのか、どのような取引が規制されるのか、実際に摘発されたら何が起こるのかなど、詳しいところまでは常日頃意識せずにやり
過ごしてしまっている方も多いのではないかと思います。

◆特に、インサイダー取引規制は、形式的に適用される部分と実質的に適用される部分が混在するため、直感に反する部分が少なからず
あり、分かりにくく、誤解されている部分も多くあります。また、近年、株式報酬を導入する企業が相次いでいるなか、株式報酬とイ
ンサイダー取引規制との関係について Q&A が金融庁から出されるなど、インサイダー取引規制はより複雑化しています。そして、違
反したときに被るダメージも大きいため、その内容をしっかりと理解しておくことが必要です。

◆また、昨今、金融庁、東証、金融機関等の本来インサイダー取引規制に対して厳格な対応をとっている機関でもインサイダー取引規制
違反が生じているように、いつどこで違反が生じてもおかしくない状況です。違反した場合は迅速に対応する必要があり、そのために
は事前に十分な準備をしておくことが重要です。

◆そこで、本講座では、『事例でわかるインサイダー取引〔第 2 版〕』（商事法務、2024 年 11 月）の編著者を講師に招き、インサイダー
取引規制について基礎から分かりやすく解説するとともに、最近の課徴金事例における状況や裁判例における考え方などを交えつつ、
最終的には実務担当者として直面しそうな各場面での対応を一通りできるようになることを目標とします。

■本セミナーでは受講者の方に事前にアンケートを実施いたします（12 月 25 日（木）までに申込まれた方が対象となります）。
事前質問締切：2026 年１月５日（月）　アンケートの詳細は、お申込み後にあらためてご案内いたします。
※参考書籍として講師陣の最新著書『事例でわかるインサイダー取引〔第 2 版〕』（商事法務、2024 年）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

◆企業の内部資料について、株主による権利行使や民事訴訟手続等を契機として外部に開示される機会は実は広範であり、
文書作成・管理を担う実務担当者にとって、社内資料がいかなる経路で外部に開示され得るかを理解する必要性は高まっ
ています。

◆そこで、本セミナーでは、社内資料の開示につながる諸制度の概要や裁判所による判断の傾向を整理すること、これを足
掛かりとして、社内資料を開示する際の実務対応に加え、取締役会議事録の作成方針や平時からの文書管理のあり方を改
めて見直すきっかけとなることを目指します。

◆裁判官としての実務経験を有する講師が、旬刊商事法務2398号及び2400号に掲載された論稿「企業の内部資料の開示経
路と実務対応─各制度の概要と実務上の留意点」の内容を整理するとともに、実務のポイントを分かりやすく解説いたし
ます。

講 座 開 設 趣 旨の

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

書籍無料贈呈

● 開催日程：第１部　2026年１月27日（火）10時30分～11時40分（質疑応答込み）
                              ※第１部はLIVE配信＋後日のオンデマンド配信のみとなります。会場開催はございません。
                         第２部　2026年２月16日（月）14時～17時30分（質疑応答込み）
● 第２部開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年２月13日 (金)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

● 開催日程：2026年２月13日（金）14時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年２月12日 (木)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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株式会社法総合基礎講座
～ ｢会社法｣ の必須知識を体系的に総合解説～（全 12 回）

講師紹介 第Ⅰ部　株式（新株予約権、社債）　河内　隆史　明治大学名誉教授　／受川環大　明治大学教授
　　　　第Ⅱ部　機関　　　　　　　　　　  川島いづみ　早稲田大学教授　　／尾関幸美　中央大学教授
                 第Ⅲ部　計算、設立・組織再編等　  尾崎　安央　早稲田大学名誉教授／尾形　祥　早稲田大学教授

本講座は、｢会社法｣ による株式会社制度の全体像を効率的に学ぶことのできる絶好の機会であり、コーポレートガバ
ナンス・コードの内容も踏まえ、今後の実務対応のための基礎知識の整理にうってつけのプログラム。

第Ⅰ部（全４回）　株式（新株予約権、社債）
〔講師：河内隆史　明治大学名誉教授／受川環大　明治大学教授〕

開催日　2/5（木）、2/6（金）、2/9（月）、　2/13（金）
１　はじめに　～株式、新株予約権、社債とは
２　株式と株主
　（１）株主の権利義務
　（２）株主名簿
　（３）株式譲渡と振替株式
　（４）株式の種類
　（５）自己株式の取得・保有
　（６）株式の消却・併合・分割
３　株式等の発行
　（１）株式会社の資金調達手段
　（２）募集株式の発行等
　（３）不公正な募集株式の発行等

第Ⅱ部（全４回）　機関
〔講師：川島いづみ　早稲田大学教授／尾関幸美　中央大学教授〕

開催日　2/18（水）、2/20（金）、2/24（火）、2/25（水）
　１　総説
　２　株主総会

　３　役員等の選任・解任
　４　取締役・取締役会・代表取締役
　５　会計参与
　６　監査役・監査役会
　７　会計監査人
　８　指名委員会等設置会社
　９　監査等委員会設置会社
　10　役員等の責任

第Ⅲ部（全４回）　計算、設立・組織再編等
〔講師：尾崎安央　早稲田大学名誉教授／尾形祥　早稲田大学教授〕

開催日　3/4（水）、3/5（木）、3/9（月）、3/10（火）
　１　企業会計と企業会計法
　２　会計帳簿と各事業年度の計算書類等に関する決算の手続
　３　開示と会計と監査
　４　剰余金の分配
　５　会社法上の会社の種類、株式会社の設立
　６　組織再編行為等
　７　企業買収と防衛策

セミナー概要

◆ ｢会社法｣ の知識の習得とその不断のバージョンアップは、企業の総務・法務・株式・経理・財務等の担当者にとって必
須の事柄です。

◆しかし、企業の実務担当者が日々生起する新しい課題と日常業務をこなしながら会社法を体系的・総合的に学ぶことので
きる機会は、きわめて限られているのが実情と思われます。

◆そこで、会社法の基礎知識を集中的に学んでいただけるよう、標記の講座を開設してまいりました。企業の皆様にもご受
講しやすいよう午前開催セミナー（午前10時～12時）として、回数を分けて開催します。また、後日改めて確認できるよ
うオンデマンド配信方式をするため、「公開収録」として収録時の会場受講を実施いたします。

◆本講座は、｢会社法｣ による株式会社制度の全体像を効率的に学ぶことのできる絶好の機会であり、コーポレートガバナン
ス・コードの内容も踏まえ、今後の実務対応のための基礎知識の整理にうってつけのプログラムです。皆様の奮ってのご
聴講をお待ち申し上げます。

※参考資料として『織込版　会社法関係法令全条文〔全訂第2版〕』（商事法務、2021年）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2026年２月５日（木）、2月６日（金）、２月９日（月）、2月13日（金）、２月18日（水）、２月20日（金）、
　 　　　　　２月24日（火）、２月25日（水）、３月４日（水）、３月５日（木）、３月９日（月）、３月10日（火）
 　　　　　　 各回10時～12時
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年３月９日（月）
● 受  講  料：99,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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交流会

書籍無料贈呈

● 視聴期間：2026年４月１日（水）10時～2026年10月２日（金）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年９月11日 (金)
● 受  講  料：99,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉
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新任子会社役員が押さえておきたい「義務と責任」
～事例を通して役員責任の大枠を掴む～

講師紹介 福﨑剛志　弁護士（日比谷タックス&ロー弁護士法人）

　　　 奥山健志　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）

　　　 山田和彦　弁護士（中村・角田・松本法律事務所）

各講師それぞれの経験に基づき、子会社の新任役員に加え、子会社役員を支える管理部門担当者に対しても、
有効な実務の参考となるヒントを提示。

１　取締役の義務と責任
　・取締役の忠実義務・善管注意義務・監視義務・内部統制システム構築義務とは
　・経営判断原則とは
２　取締役会運営の留意点
　・子会社における取締役会とは
　・取締役会運営にあたっての留意点
３　事例で考える取締役としての義務と責任
　・子会社における労務問題と子会社取締役の責任
　・子会社の粉飾決算と子会社取締役の責任
　・子会社の独禁法違反と子会社取締役の責任
　・子会社における偽装問題と子会社取締役の責任
４　もう一歩先の実務対応
　・今後求められる子会社役員の責務とは
　・グループガバナンス（グループ内部統制）の視点

セミナー概要

◆「グループガバナンス」は各社喫緊の課題ですが、親会社にとって、その実効性を高めるためには、まずは各グループ会
社における実務を担う子会社役員に対する意識づけ、すなわち取締役・監査役としての義務と責任をしっかり理解しても
らうことが重要です。

◆とはいえ、子会社役員の方々の日常としては、自らの担当部署の業務遂行がメインとなることから、経営のプロである「取
締役」として、何を拠り所として判断していけば良いのか、具体的にはどのような対応が求められるのか、「監査役」とし
て何を指摘すれば良いのか、その伝え方は悩ましいところでもあります。

◆そこで、本セミナーでは、経験豊富な３名の講師陣を迎え、主として新たに子会社役員に就任した方を念頭に、子会社役
員として理解しておかなければならない基本事項を整理したうえ、現実問題として直面するさまざまな事例をとりあげ、
子会社役員として実際にどのように対応しなければならないのか、実務的視点から解説します。

◆本セミナーは、子会社役員を支える管理部門担当者に対しても、各講師それぞれの経験に基づき、実務の参考になるヒン
トを多数提示します。新任役員ご本人のみならず、それらの方に対して必要情報を提供する役回りである事務局の方にも
ご受講をおすすめします。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

法人申込あり

約3時間

講義時間

● 視聴期間：2025年10月28日（火）10時～2026年１月13日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月５日 (月)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分　

〈申込画面〉視
聴
期
間
等
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 M  &  A

90 分でつかむ  M ＆ A における「特別委員会」の実務 

法務・総務・コンプライアンス担当者のための M&A 実践講座
（基礎編・実践編セット）

講師紹介 石田哲也　パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士（牛島総合法律事務所）

2015年～2017年金融庁出向（総務企画局マクロプルーデンス総括参事官室参事官補佐、経営管理等モニタリングチーム、法令等遵守調査室等を担当）、
2018年米国コロンビア大学ロースクール修了。ニューヨーク州弁護士登録。米国公認会計士（ワシントン州）。各種コーポレート・企業法務全般、金融
規制対応、M&A、企業間紛争を数多く担当。セミナー実績として「上場企業の法務担当者のためのMBO・完全子会社化に関する実務 ～上場規程の見直
し等を踏まえて～」（商事法務）及び「金融機関のコンプライアンス・リスク管理とマネロン事例分析及び求められる対応」（Thomson Reuters）等。

講師紹介 松本　渉　弁護士（長島・大野・常松法律事務所）

パートナー弁護士。2010年弁護士登録、東京弁護士会所属。2016年University of Oxford、Saïd Business School修了（経営学修士）。英国での留学・法
律事務所研修や国内民間企業への出向経験を活かし、法務とビジネスを横断するプラクティスに従事。国内外の多数のM&A・組織再編、紛争解決、事
業再生案件、各種法律相談及び企業間取引等をサポート。

M&Aにおいて特別委員会が設置される場合に、設置される場面ごとに特別委員会が検討すべきポイント等について、公
正なM&Aの在り方に関する指針（2019年6月）、企業買収における行動指針（2023年8月）、本年（2025年）7月22日に
施行された改正上場規程、及び実例等を基に解説。

「基礎編」、「実践編」を通してＭ＆Ａにおける法務の基礎知識の習得とそれらを実際の場面でいかに活用するかの実践知
を掴んでいただくためのセミナーセット。

セミナー概要

セミナー概要

◆「法務・総務・コンプライアンス担当者のためのM&A実践講座」の「基礎編」と「実践編」をセットでご提供するセミナーです。
◆「基礎編」では、合計約８時間におよぶ講義でM＆Aに関する法務の全体像をしっかりと把握していただき、加えて、実際に関わることになる多

様な案件・局面を乗り切るための羅針盤をご提供することを目的としています。
◆「実践編」では、架空の案件におけるDDレポート及び最終契約書をもとに法務担当者としてどこに着目すべきか、どのような対応が必要かを検

討いただき、当日、講師や他の参加者との議論を通じて理解を深めていただきます（各事案の資料は開催日の２週間前を目安に受講者にお送り
いたします）。

◆M＆Aに関する法務の基礎知識のインプットとアウトプットがまとめて行えるセミナーセットとなっております。
※「基礎編」、「実践編」の個別申込みも受け付けております。
※「実践編」の講義終了後、講師と受講者、受講者間の交流会（参加費無料、食事付）を開催いたします。参加希望の方は、備考欄に「参加希望」

の旨を記載のうえお申込みください。

講 座 開 設 趣 旨の

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

● 開催日程：2025年12月17日（水）15時～17時（質疑応答込み）
● オンデマンド配信期間：  2025年12月25日（木）10時～2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：EメールにてLIVE配信視聴用URL・オンデマンド視聴用URLをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月24日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

◆近年、特別委員会がM&Aにおける様々な場面で設置されております。例えば、同意なき買収における対応方針を検討するための特別委員会、
公正性担保措置の一環としての特別委員会等、取締役の保身が問題となる場面や取締役の利益と一般株主との間の構造的な利益相反や情
報の非対称性が問題となる場面等で、特別委員会が設置されています。

◆同意なき買収についていえば、政策保有株式の解消、アクティビスト株主の台頭、同意なき買収（敵対的買収）の成功事例の蓄積等により、
同意なき買収が活発化し、それに伴い、特別委員会が設置されています。MBOや支配株主による完全子会社化についても増加傾向にあり
ます。本年（2025年）の7月22日には、改正上場規程が施行され、公正性担保措置の一環としての特別委員会が検討すべき視点が整理さ
れました。特別委員会による形式的な検討ではなく実質的な検討が求められることが確認され、また説明責任の観点から、改正上場規程
が想定する取引類型に該当する場合には、答申書の適時開示が求められることになりました。

◆本講座では、M&Aにおいて特別委員会が設置される場合に、設置される場面ごとに特別委員会が検討すべきポイント等について、公正な
M&Aの在り方に関する指針（2019年6月）、企業買収における行動指針（2023年8月）、本年（2025年）7月22日に施行された改正上場規程、
及び実例等を基に解説することを予定しております。

講 座 開 設 趣 旨の

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

● 開催日程：基礎編：2026年１月23日（金）10時～19時（途中昼休憩等あり）
　　　　　   実践編：2026年３月６日（金）14時～17時30分（質疑応答等込み）
　　　　　   ※「実践編」は会場開催限定のセミナーとなります。後日のオンデマンド配信はございません。
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年２月26日（水）
● 受  講  料：88,000円 （税込）／１名分
   ※経営法友会会員 or 昨年度受講者所属企業の方には本講を特別割引価格（49,500円（税込））でご提供します。備考欄に「経営
       法友会会員」 or 「昨年度受講企業」と記載の上、お申し込みください（割引は記載のある場合に限り適用されます）。

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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法 務 組 織

仮説思考×要件効果フレームワークで進める社内法律相談対応の技法 
――生成 AI に負けない法務部員になるために

講師紹介 松尾剛行　弁護士（桃尾・松尾・難波法律事務所）
2007年弁護士登録（第一東京弁護士会）後、3社の法務部門出向経験を有し、『キャリアデザインのための企業法務入門』（有斐閣、2022年）等、企業内法
務に関する著作も。情報セキュリティスペシャリスト等の資格を有し、『生成AIの法律実務』（弘文堂、2025年）や『IT・AI法務のゴールデンルール30』（学
陽書房、2025年）を著す等、IT・AI分野の経験が豊富。

講師が経験に基づき獲得した社内法律相談対応スキル向上に関するノウハウを、実際に使用できる「文言例」や「法律
相談シート」などのサンプル資料とあわせて提供。

Ⅰ 生成AIを超える！法律相談能力習得の必要性

Ⅱ 複雑な相談を仮説思考とフレームワークで解決する
 　1 要領を得ない依頼部門からの相談
 　2 要件効果フレームワーク
 　3 傾聴
 　4 相談シート（サンプル添付）の活用
 　5 仮説思考

Ⅲ 実務上の留意点
 　1 法務としての感度を上げる
 　2 共感はするが、法務見解は別
 　3 相談者が無理に「法務承認済み」を取ろうとしていないか
 　4 生成AIの回答を提示する相談者
 　5 会議での相談とメール・チャット相談

セミナー概要

◆生成AI時代において、どのようにAIやリーガルテックだけではできない付加価値を発揮していくべきか、という点を課題と
して考えている法務担当者の方は多いのではないでしょうか。本セミナーにおいては「法律相談」をテーマとして、そのよ
うな新時代の付加価値を習得し、実践する方法をお伝えします。

◆講師は、約20年法律事務所で弁護士業務に従事する中で、３社の法務部門への出向経験を有しています。出向中には、Ｉ
Ｔ・ＡＩなどの専門用語が多くいる部署からの法律相談にも対応してきました。

◆そして、依頼部門の相談者によるいわば「生煮えの話」や、場合によっては「こんがらがったカオスな話」を法的に整理
することは、法務担当者が法律相談で直面する重大な「悩み」であると同時に、それこそがChatGPT等には対応できない、
AI・リーガルテック時代の法務担当者の付加価値です。本セミナーにおいては、講師の経験に基づき、法務担当者が社内
法律相談の能力を向上させるためのノウハウ等をお伝えいたします。その際には、講師が頻繁に利用する具体的文言等を
お伝えすると共に、「法律相談シート」のサンプル等の資料もご提供いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2025年12月19日（金）10時～12時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年12月18日 (木)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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法 務 組 織

数学的思考と費用対効果で考える
「手放す」法務への挑戦

講師紹介 小林洋光　氏（アデコ株式会社 執行役員／Chief Legal Officer 国際企業法務協会（INCA）会長 ニューヨーク州弁護士）
神戸大学卒業、The Elisabeth Haub School of Law修了（JD）。
さまざまな日系・外資系企業にて２０年超にわたり企業内法務に従事しつつ、地域活性化を実践する㈱トビムシ取締役、教育格差の是正を目指す㈱す
ららネット社外取締役、共感資本社会を創る非営利株式会社eumo監査役など複数企業の役員を兼務。　　　　

AI の進展により法務業務が大きく変わる中、戦略法務への進化がいっそう求められています。サステナビリ
ティや SNS 対応など新たな役割も増す中で、契約レビューや相談対応といった日常業務を手放し、法務機能
を経営・社会視点で価値あるものへと変革すべしと考える講師が、その実践のあり方を模索します。

Ⅰ　法務の今、昔
Ⅱ　契約レビュー前にできること・するべきこと（実際の契約書サンプルを用いて）
　・とことん手を抜くことを考える
　・誰のため何のための契約か、リスクと機会を考える
　・「リスク・可能性がある」という考えを捨てる
　・ゴミ箱にふたをする
Ⅲ　人財・予算獲得や調査研修など法務業務を円滑に進めるために
　・経営にとって法務機能の価値とは
　・事業部にとって法務機能の価値とは
　・前に出る、そしてしんがりを務める
　・お互いの利害と費用対効果を考える
Ⅳ　法務部門をやる気にさせるために
　・手放す法務にとって最大の抵抗勢力 ～本当の敵は自分自身 !? ～
　・心配を信頼に変えるパラダイムシフト
　・誰のため何のための法務機能か
Ⅴ　今後の法務をになう方へ
　・これからのシン法務の未来は前途洋々
　・ともに変態になろう ～挑戦する法務を目指して～

セミナー概要

主要講義項目

● 視聴期間：2025年12月25日（木）10時～2026年２月25日（水）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年２月19日 (木)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉
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限定

会場
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収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

■講師からのメッセージ■

AIリーガルツールが全盛を迎え、法務業務の約半分がAIツールに置き換わるとされる今日、我々法務担当者の業務が契
約レビューなど旧態依然としたルーティン業務にとどまっていないか。企業内法務の形態が臨床法務、予防法務から戦
略法務に移行するなか、真に「戦略」的である法務機能の在り方とは何かを日々考えています。ビジネスと人権に代表
されるサステナビリティ、SNS炎上対応による企業ブランド価値の向上など、これまでにない役割が法務に求められて
いる昨今、会社経営目線からも社会目線からも視認性ある法務機能に進化するためには、特に日常業務の比率の高い業
務（契約レビュー、問い合わせ対応）をいかに手放してスペースを確保できるかが喫緊の課題であります。このセミナ
ーでは（まだ道半ばの挑戦ですが）私の経験を踏まえてたどり着いた考え方を皆さんに共有しつつ、この課題にいかに
対処しうる進化系の法務像を模索できれば幸いです。

※タイトルに「数学的思考」とございますが、数学の知識や数式の使用を前提としたセミナーではございませんのでお
気軽にお申込みください。

今月より配信

約3時間

講義時間
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法 務 一 般

企業法務担当者のための実務対応ガイド
〜事例で学ぶ、現場で迷わないための法令の勘所〜

講師紹介 玉置貴広　氏（企業法務担当者、消費者庁出向〔2020年～2022年〕）

　　　 北山　昇　弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業、個人情報保護委員会事務局出向〔2017-2019〕）

　　　 野澤大和　弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、法務省民事局（会社法担当）出向〔2015年~2017年〕）

　　　 坂本佳隆　弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、法務省民事局（会社法担当）出向〔2017年~2019年〕）

　　　 伊藤伸明　弁護士（長島・大野・常松法律事務所、公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課出向〔2017年~2019年〕）

　　　 益原大亮　弁護士（TMI総合法律事務所、厚生労働省大臣官房総務課法務室出向〔2019年~2021年〕，同省労働基準局労働条件政策課出向
　　　　　　　　　　　　 　　　　　〔2021年~2023年〕，同省医政局参与〔2023年~〕）

法務担当者に求められる知識・スキルは多岐にわたりますが、基礎を体系的に学ぶ機会は限られています。キャリア初期
の方や法律を専門に学んでいない方にとっては、「どの法令が関係するのか」「何に注意すべきか」と迷う場面も少なくあ
りません。本講座では、契約書や社内規程、法改正対応など、法務の主要テーマをケースを通じて学び、基礎知識と実務
判断力を身につけます。さらに、Q&A で初学者の疑問にも応え、現場で活かせる力を育む全 6 講（2 日間）の実践的プロ
グラムです。

第 1 講：民法・消費者契約法から学ぶ契約・規約の基本と実務
　　　　―業務委託契約・利用規約を題材に、契約条項の考え方とリスク感度を身につける―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（玉置貴広　氏）

第２講：個人情報保護法から学ぶ個人情報の取扱実務
　　　　―情報管理規程の作成と執行事例を通じて考える適切な個人情報の取扱い―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北山　昇　弁護士）

第３講・第４講：会社法から学ぶ平時・有事における取締役の行動規範
　　　　　　　　―株主総会、アクティビスト対応、買収提案等を通じて考える取締役の行動規範と法務担当者としての着眼点―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野澤大和　弁護士）

第５講：独占禁止法から学ぶ社内ルールと取引の公正性
　　　　―コンプライアンス規程整備を通じて考える「内部統制」と「取引慣行」の線引き―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤伸明　弁護士）

第６講：労働法から学ぶ社内トラブル対応の基本
　　　　―ハラスメント・懲戒対応を通じて考える「予防法務の観点からの社内トラブル対応」―
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（益原大亮　弁護士）

セミナー概要

◆企業活動のグローバル化や複雑化が進む現代において、企業法務部門には、法的リスクの適切な管理やコンプライアンス体
制の整備、社会的信頼の確保が強く求められています。その中核を担う法務担当者には、確かな法令知識と実務判断力が不
可欠です。

◆しかし、日々の業務に追われる中で法令を体系的に学ぶ機会は限られており、キャリア初期の方や法律を専門に学んでこな
かった方にとっては、「どの法令が関係するのか」「何に注意すべきか」と迷う場面が少なくありません。契約書作成、取引
先対応、社内規程整備、行政手続、危機対応など、実務のあらゆる場面で法的判断が求められるからです。

◆本講座では、こうした状況で必要となる主要な法分野の基本構造と実務上の勘所を、具体的なケーススタディを通じて学び
ます。全 6 講（２日間）のプログラムを通して、契約書や社内規程と法令の関係、法改正への備え、有事対応の要点などを
体系的かつコンパクトに整理します。さらに、全講師による Q&A セッションを設け、初学者が抱きやすい疑問（勉強・リサー
チの仕方、所管官庁対応、弁護士への質問など）にも答えます。「今さら聞けない基礎知識」を確認し、現場で活かせる法
務対応力を身につける確かな足がかりとなるでしょう。

※本セミナーでは法人申込を受け付けています（法人申込は 1 社につき 66,000 円（税込））。法人申込では 1 口の申込で何名
でもご受講いただけます（同一法人内に限る）。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

● 開催日程：第１回　2026年２月19日（木）13時～17時（質疑応答込み）
　　　　　   第２回　2026年２月27日（金）13時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年２月18日 (水)
● 受  講  料：44,000円（税込）／１名分
◆早期割引◆12/19（金）12時までにお申し込みの方は特別割引価格（30,800円（税込））でご提供します。

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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法 務 一 般

法務カウンセリングの技術　
～ケース ･ スタディを通じてカウンセリングのノウハウを習得する～

講師紹介 松本伸也　弁護士（丸の内総合法律事務所）
昭和57年 早稲田大学法学部卒、昭和59年 司法試験合格、昭和62年 司法修習修了（39期）、同年弁護士登録、平成17年～20年 最高裁判所司法研修所 民
事弁護教官、平成19年 澁澤倉庫(株)社外取締役（現任）、平成21年～23年 新司法試験考査委員（民法）、平成23年 司法試験予備試験考査委員、同年公益
財団法人キリン福祉財団理事（現任）、令和５年 公益財団法人前川財団理事長（現任）、令和７年 公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事（現任）

具体的な相談案件を素材として、法務担当者が法律相談業務（弁護士への相談依頼を含む）を遂行するうえで身に付け
ておきたい法務カウンセリングの技法を解説。

１　法務部に求められている役割と意識
２　法務部員が備えているべき資質・能力
３　法務カウンセリングの技術
４　ケース･スタディ（全４ケースを予定）

ケース・サンプル
〔設例〕

産業廃棄物処理業者Ｘ社は、産業廃棄物処理施設を建設するには立地条件その他の理由から、甲社の所有してい
るＡ土地が最適であると判断し、甲社に対し、当該土地を買いたい旨の申し入れをしてきた。
甲社は、当初、当該土地には土壌汚染があり、処理費用や責任問題もあることから、売却に躊躇を覚えていたが、
Ｘ社は、土壌汚染は処理せずそのままの状態でよく、また、売買価格も市場価格でよいとの条件を提示してきた。
なお、当該土地の周辺には住宅はなく、反対する住民も存在しないものとする。但し、当該土地には、土壌汚染
対策法の適用の余地があるものとする。

〔設例への相談事項〕
１　本件の売却話を進める場合に留意すべき点はないか。
２　当該土地を市場価格で売却することは問題ないか。
３　この土地をＸ社に売却するとして、売買契約条項として特に盛り込むべき条件はどういう内容が考えられるか。

セミナー概要

◆社内から寄せられる法律相談への対応は、法務部門として日常的に大きな比重を占める重要な仕事です。法務担当者には、
法律問題について悩みを抱えている、あるいは解決策を模索しているクライアントである社内の諸部門からの相談に対し、
常に最適な解決策や対応方針を提示できるような、カウンセラーとしての素養を備えていることが期待されます。

◆しかし、このような素養は一朝一夕で身に付くものではなく、明確な目的意識といくつかの重要な指針を基礎に置いて、
主体的に日常の法律相談業務を積み重ねていくなかで獲得するものです。

◆さらに、高度に専門的な知見を必要とする案件について、弁護士に相談を依頼することも法務部門の主管業務ですが、法
務担当者には、社内クライアントと弁護士との単なる伝言板ではなく、会社の意図や実情、必要な情報を弁護士に伝達す
るとともに、弁護士との間で専門レベルでのコミュニケーションを的確に行い、弁護士と協働して解決策を見出していく
主体的な役割が求められています。

◆そこで本講では、具体的な相談案件を素材として、法務担当者が法律相談業務（弁護士への相談依頼を含む）を遂行する
うえで身に付けておきたい法務カウンセリングの技法を解説します。

　（受講者には事前に設例を検討していただき、当日はディスカッションを交えて講義を進めます）

※事前検討課題は開催日の１週間前を目安に受講者にお送りする予定です。事前にご一読のうえご受講ください。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2026年３月12日（木）13時30分～17時
　※本講は会場参加限定セミナーです。収録動画配信は実施いたしません。
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年３月４日 (水)
● 受  講  料：38,500円 （税込）／１名分
　※経営法友会会員には本講を特別割引価格（1名につき27,500円（税込））でご提供します。備考欄に「経営法友会会
　　員」と記載の上、お申し込みください（割引は記載のある場合に限り適用されます）。

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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法 務 一 般

初心者のための企業法務入門
～ケーススタディを通じて法律実務を疑似体験～ 

講師紹介 菅原貴与志　弁護士（弁護士法人 小林綜合法律事務所）
慶應義塾大学法学部・経済学部卒業後、全日空（現ANAホールディングス）入社。法務部等を経て弁護士登録、2014年より法務省法制審議会委員。現在、
弁護士、慶應義塾大学特任教授、東京弁護士会 会社法部 部長。
主要著書：『企業法務入門20講』、『会社法入門20講』（以上、勁草書房）、『新しい会社法の知識』（商事法務）、『詳論 個人情報保護法と企業法務』（民事
法研究会）。
最新論文：「次世代大陸間輸送を巡る法的課題 序説　－航空法と宇宙法の架橋－」慶應法学53号、「株主提案権の現在実相」日本法学97巻4号、「株主総
会の現代的変容」法律実務研究40号。

企業法務についての入門的知識の整理・習得を必要とする方＝初心者を対象として、企業法務の目的・対象・
機能・組織など実務のフレームワークを総合的に学んでいただくための基礎研修プログラムで構成。
                                                                                     　　　        （本講は2025年４月21日収録セミナーの再募集です）

セミナー概要

◆本講座は、初めて法務関係のお仕事をご担当される方向けの最初の研修として、先輩方にとっては当たり前でも、意外と誰も教えて
くれない「基礎のその手前」を網羅的にお伝えするとともに、法的な「ものの見方」と「文章の書き方」を会得することを目的とし
ています。

◆本講座では、講師の弁護士が二手に分かれて、目の前で契約交渉のロールプレイングも行いますので、契約書をどう作成していくか
（雛形を変更するかどうか）、契約書のどこを見るべきかなど、法的な「ものの見方」を体感することができます。

◆また、実務で活躍する弁護士が「法的な文章とは何か」をかみ砕いて説明し、法的な文章、ひいては「他者に伝わる分かりやすい文
章・ビジネスメール」のエッセンスを惜しみなく披露していただきます。

◆本講座では単に法律知識だけをお伝えするのではなく、講師の弁護士双方の実体験を踏まえた「ちょっとした疑問・課題」について
も紹介しながら講義を進めます。本講座を通じて、法務関係のお仕事の第一歩を踏み出しましょう。

※本セミナーは2025年４月23日収録（2025年5月12日～2025年7月14日配信）したセミナーの再募集です。

講 座 開 設 趣 旨の

● 視聴期間：2025年11月19日（水）10時～2026年１月30日（金）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月23日（金）
● 受  講  料：27,500円 （税込）／１名分

視
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〈申込画面〉
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法務の基礎のその手前
～法的な「ものの見方」と「文章の書き方」～

講師紹介  壱岐祐哉　弁護士（長島・大野・常松法律事務所）

　　　  平山直樹　弁護士（平山綜合法律事務所）

法務業務を初めて担当される方がはじめの一歩を踏み出せるように、法的な「ものの見方」と「文章の書き
方」を会得し、他者に伝わるわかりやすい文章・ビジネスメールを書くためのエッセンスを、講師の経験談
を交えながら惜しみなく披露する。                                             （本講は2025年4月23日収録セミナーの再募集です）

セミナー概要

約2時間

講義時間

◆本講座は、企業法務についての入門的知識の整理・習得を必要とする方＝初心者を対象として、企業法務の目的・対象・機能・組織
など実務のフレームワークを総合的に学んでいただくための基礎研修プログラムで構成されています。

◆講義の前半では、個別専門分野の法律知識を習得する前段階に学んでいただきたい「企業法務総論」として解説いたします。また、
講義の後半は、受講者の皆様に多様なケーススタディを通じて法律実務を疑似体験していただきます（事例課題も視聴ページよりダ
ウンロードいただけます。事例課題をご一読のうえご受講ください）。

◆新たに法務担当となられた方々のために、企業法務の入門知識の習得とリーガルマインド向上の礎として、本講座の積極的なご活用
をお勧め申し上げます。

　※本セミナーは2025年４月21日に開催（2025年５月９日～2025年７月31日配信）したセミナーの再募集です。

講 座 開 設 趣 旨の

● 視聴期間：2025年10月24日（金）10時〜2025年12月24日（水）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2025年12月17日 (水)
● 受  講  料：38,500円（税込）／１名分

視
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〈申込画面〉
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取 引 法 務

英文契約ポイントチェック 
～基礎から実践まで～

基礎編と実践編の二部構成のセミナー。基礎編では和文契約との文章構造の違いや、英文契約において特徴的な言い回
しなどを分かりやすく解説。実践編では、株式譲渡契約を事例に受講者どうしでいくつかの論点について意見交換を行い、
より実践的な知見の獲得を目指す。

セミナー概要

◆本講座はオンデマンド配信で受講いただく「基礎編」と会場にて受講者どうしで意見交換などを行っていただく「実践編」
の二部構成になっております。

◆基礎編では、英文契約の読み方に関する基礎的な知識を習得していただくことを企図しております。主に、和文契約との文
章構造の違いや、英文契約において特徴的な言い回しなどを、日系企業の各社と海外企業との間での英文の契約交渉案件に、
多数関与している経験豊富な講師が分かりやすく解説いたします。

◆実践編では、基礎編の内容その他、英文契約の基礎的知識について、ある程度ご習得済みの受講者の方を対象に、一つの英
文契約をサンプルとして使いながら、講師が考案した架空の事例（設例）をそれに当てはめて分析を行うという、いわゆる

「ケースタディ」を取り扱います。実践編では、受講者の方々がグループに分かれて議論をしていただいたうえで講師が講
評を行うという流れを想定しており、受講者の方々に能動的にご参加いただく形式となっております。

※「基礎編」、「実践編」の個別申込みも受け付けております。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目
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講師紹介 大槻由昭　弁護士・ニューヨーク州弁護士（アンダーソン･毛利･友常法律事務所外国法共同事業）
2004年 東京大学法学部卒業、同年弁護士登録、同年 西村あさひ法律事務所入所。2011年 米国のUSC Gould School of Law (LL.M.)。2012年 ニューヨーク
州弁護士登録。2011年 ロンドンのNorton Rose Fulbright法律事務所。2012年香港のWoo Kwan Lee & Lo法律事務所勤務。2012年-2014年新日鐵住金（現
日本製鉄）勤務。2022年4月より現職。直近のセミナー：令和6年度モザンビークLNG研修：「Major and Common Terms and Conditions of LNG SPA」、

『英文契約書実務の基本 〜具体事例からトラブルとなり得る論点を押さえる〜』（2024年）、『英文契約の正体をつかむ～条文構造から用語まで（基礎編・
詳解編）』（2025年）など。

　　　 ● 開催日程：  基礎編　2026年１月27日（火）10時～2026年３月27日（金）17時
　　　　　　※基礎編はオンデマンド配信での受講となります。会場受講、LIVE配信受講はございません。
　　　　　　実践編：2026年２月９日（月）14時～17時（質疑応答込み）
　　　　　　※実践編は会場開催限定となります。LIVE配信、後日のオンデマンド配信はございません。
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　● 申込期限：2026年２月２日 (月)　
● 受  講  料：49,500円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

【基礎編】（英文契約ポイントチェック ～ 基礎知識習得編）
　１．はじめに～自己紹介など
　２．英文契約の条文構造（和文との文章構造の違いを中心に）
　　（１）主語と述語の対応関係。特に、英文特有の助動詞（shall、will、mayなど）の存在。
　　（２）定義語の表示の仕方について（和文の違いを中心に）。
　　（３）本文と、その但し書きの表記方法（「provided(however)that～」や「unless～」など）
　　（４）「if」節の使い方とその意義
　　（５）否定文（「No～」や「Nothing～」）など
　３．英文契約において特徴的な用語や言い回しについて
　　（１）助動詞（shall、will、mayなど）の使い分け
　　（２）条文相互の関係性や優劣を示すもの：「Subject to～」や「Notwithstanding～」など
　　（３）契約当事者ではない者に間接的に義務を負わせる言い回し：「shall ensure that～」など
　　（４）解釈規定（注意的規定）の特徴：「For the avoidance of doubt～」や「For clarity～」など
　　（５）努力義務の表現と種類：「shall use(best/reasonable) endeavours to～」など
　　（６）誠実協議義務とその功罪：「shall discuss in good faith～」など…

【実践編】（英文契約ポイントチェック ～ ケーススタディ編）
　実践編では、英文契約として比較的汎用性が高い株式譲渡契約（SPA）をサンプルの題材として、以下の論点を含む架空の事例を設
定し、開催日当日に、会場にお越しの受講者の方々に、グループ討論を行っていただきます。

（１）株式譲渡の実行（クロージング）の前提条件の成否が問題となる事例
（２）クロージング前に売主の表明保証違反が発覚した事例
（３）売主の誓約条項（コベナンツ）違反が問題となる事例

【ご参考】ケーススタディの設問例（イメージ）
「とある日系企業A社（買主）は、X国のB社（売主）との間で、X国内で製薬事業を行うC社の株式の100%を取得する旨の株式譲渡契

約（SPA）を締結したところ、株式譲渡の実行すなわちクロージングが生じた後において、以下の事実が明らかとなった。すなわち●
●（略）。この事例において、買主であるA社は、SPAに基づいて、B社に対して損害賠償請求/SPAの解除をすることができるか。ただ
し、参照する契約の条文は、別途配布のものとする。」

※あくまで、英文契約の解釈の題材（サンプル）として使用するものであり、株式譲渡契約（SPA）の成り立ちや取引内容そのものを
解説するものではありません。
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新 任 担 当 者 向 け

会 社 法 ・ 金 商 法

「似ている、関連する条項・契約」の
相互関係・意味の基本知識と実務のポイント 

～契約関係を立体的に理解する～

効率的で正確な業務遂行のために、契約実務でよく出会う「同じではないが、似ている、関連する条項間・契約間」の
相互関係等のしっかりした基礎理解を固める。

セミナー概要

主要講義項目

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

講師紹介 遠藤元一　弁護士（東京霞ヶ関法律事務所）
 関東学院大学　経営学部講師、社団法人GBL研究所　理事、日本内部統制研究学会　理事、著作として、『第三者委員会報告書　30選』(商事法務、共
編著)、ビジネス法務「契約不適合責任をめぐる問題と対応方針」2021年12月号等。企業法務全般をてがけるが、契約法、倒産法、著作権・不正競争防
止法、コーポレートガバナンス・内部統制・コンプライアンス関連、危機管理対応、労働法（使用者側）、建築関連訴訟、ソフトウェア訴訟関連等。

● 開催日程：2026年３月10日（火）14時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年３月９日 （月）
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

〈申込画面〉開
催
日
程
等

◆企業の法務担当者の方が契約レビュー業務に携わり始める場合、「同じではないが、似ている、関連するように見える条項」を目
にしつつも、まずは個々の条項の個々の内容のレビューに注力し、そうした条項等の条項間・契約間の相互の関係等について正
確な理解を持たないまま（若干曖昧な理解のまま）、当面の案件処理を行ってしまうことも、現実的には少なからずあるのではな
いでしょうか。

◆契約レビューについては、個別の条項の内容について丹念に理解・コメントするのももちろん重要ですが、「木を見て森を見ずに
ならないようにする」「契約関係の立体的で総体的な合意内容を理解する」所作も不可欠です。そのために必要な、契約実務で頻
出し、よく出会う「同じではないが、似ている、関連する条項間・契約間」の相互関係等のしっかりした基礎理解を固めておくのは、
ベテランから新任担当者まで幅広い法務パーソンにとって、効率的で正確な業務遂行のために有益であると思われます。

◆そこで、本セミナーでは、契約実務に大変経験の深い講師が、契約実務で頻出する例を取り上げて、上記のようなコンセプトのもと、
わかりやすく、コンパクトに講義します。

講 座 開 設 趣 旨の

Ⅰ　はじめに～契約条項間・契約間の相互関係に留意
　　する必要性
Ⅱ　秘密保持「条項」と秘密保持「契約」
　・なぜ別々に定めるのか、定める場合の留意点
　・関連して理解しておくことが望ましい一般条項
　　──完全合意条項、優先条項、存続条項等
Ⅲ　損害賠償条項と違約金条項と補償条項
　・それぞれの意味と法的留意点
　・重複した規定を定めた場合の具体的適用場面
　・契約条項のうちある特定の約定についてのみ損害
　　賠償条項を規定することの功罪
Ⅳ　約定解除条項と期限の利益喪失条項の定め方の関
　　係性
　・解除事由と期限の利益喪失事由はパラレル（同一） 
　　がよいのか
　・条項の適用（発動場面）における重なり（倒産法
　　上の処理の基礎知識も含めて）
　・約定解除条項が法律上の法定解除規定をどこまで
　　オーバーライドできるか
　・裁判例で認められる不安の抗弁権と不安の抗弁権
　　規定を定める場合の留意点

Ⅴ　品質保証条項と契約不適合責任関連条項
　・新法における契約類型に応じた契約不適合責任条
　　項の状況
　・「品質保証条項というタイトルの」契約不適合責任
　　条項
　・「契約不適合責任というタイトルの」品質保証条項
　・双方が定められている場合の具体的適用場面
　・その他：不適切なドラフティングの例
Ⅵ　不可抗力条項と関連する条項
　・効果を追加・拡充した不可抗力条項
　・関連条項―価格調整条項、供給数量の調整（いわ
　　ゆる pro-rating 条項）等
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基礎から学ぶ 契約書の作り方 ･ 読み方〔全３講〕
～担当者に必須の実用知識を重点集中解説～

実践から学ぶ！契約書審査業務の勘所［2025 年］
〜他社の皆様どうしてますか？〜

講師紹介  太田大三　弁護士（丸の内総合法律事務所）

　　　  尾臺知弘　弁護士（丸の内総合法律事務所）

　　　  高橋香菜　弁護士（丸の内総合法律事務所）

講師紹介 大川　治　弁護士（堂島法律事務所）

　　　 松尾洋輔　弁護士（堂島法律事務所）

業務に直結するポイントを重点的に解説し、裏付けとなる法理についても平易に説明を加えたうえ、ＡＩ契
約書レビューサービスやChatGPT等の近時のトピックについても適宜取り上げ、担当者に求められるリーガ
ルマインド（法的なものの考え方）の向上を目指す

2024 年・2025 年に実施した「実践で学ぶ契約書審査業務の勘所」では、50 名を超える受講者がモデル契約
書（売買基本契約書・業務委託経書）のレビューに取り組み、講師の添削を通じて実践力を養いました。本
講座では、その中で見えてきた “ 陥りがちなミス ” や “ 見落としがちなポイント ” を紹介し、実務に役立つ
契約書レビューの勘所を学びます。

● 視聴期間：2025年11月４日 (火)  ～ 2026年１月30日 (金)
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月23日 (金)
● 受  講  料：受  講  料：33,000円（税込）／１名分

〈申込画面〉

セミナー概要

セミナー概要

視
聴
期
間
等

◆契約書の管理業務（プランニング、起草、審査、交渉、締結、改訂等）に携わる実務担当者が身に付けておかなければな
らない法律上・実務上の基礎知識は、きわめて多岐に亘ります。しかし、それらを短時間のうちに効率良く学ぶことので
きる機会は、意外と少ないのが実情のようです。

◆そこで、本講座は、多忙な実務担当者の皆様が、契約書の管理業務の遂行に必須の基礎知識を、集中的に、また、過不足
なく習得していただけるよう、全３講・計12時間のプログラムをご提供しています。

◆講義は、実用知識の習得を眼目とし、実際の業務に直結するポイントを重点的に解説するとともに、実務の裏付けとなる
法理についても平易に説明を加えたうえ、担当者に求められるリーガルマインド（法的なものの考え方）の向上を目指し
ます。

講 座 開 設 趣 旨の

◆契約書審査をテーマにしたテキストやセミナーは世に溢れていますが、日々多くの契約書審査にあたる実務担当者の皆様は、実際の事案でどの
ように対応すべきか、ご自身や所属部署のやり方が正しいのかと悩まれたり、他社はどのように工夫しているのかが気になったりしたことがある
のではないでしょうか。また、顧問弁護士にレビューを依頼しているが、指摘事項の意味や当否が判断できないとお困りのことはないでしょうか。

◆そんなお悩みを解消すべく2024年と2025年に計4回実施（予定）した「プラクティス講座」では、受講者にモデル事例の売買基本契約書と業務
委託契約書のレビューに取り組んでいただき、講師の添削・講評を通じて、AIレビューでは行き届かない「人の目」が必要となるポイントも含
めた契約書審査の対応力に磨きを掛けていただきました。会場限定の企画ということもあり、充実した時間となりましたが、日々契約書レビュ
ーに取り組む実務担当者の実践から得られた様々な気づきは参加者以外の方々にとっても「宝の山」といえます。

◆本講座では、第1部で契約書レビューの基本的な考え方を解説したうえで、第2部ではプラクティス講座から抽出したエッセンスをご紹介するこ
とで効率よく契約書レビューについて学んでいただく機会を提供します。

◆講師を務めるのは、プラクティス講座に引き続き、多種多様なクライアントからの契約書レビュー依頼に対応してきた経験豊富なベテラン弁護
士×プライム上場企業の企業法務部に出向し法務部員としての経験のある弁護士の二人です。

◆「通常業務をこなしながらの課題提出は負担が大きい」「会場限定とはいえ講評は気後れする」といった理由でプラクティス講座を見送られた方
や、「プラクティス講座に乗り遅れた！」という方にお勧めの講座です。

講 座 開 設 趣 旨の

約12時間

講義時間

約3.5時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

● 視聴期間：2025年11月４日（火）10時～2026年２月９日（月）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月26日 （月）
● 受  講  料：66,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

今月より配信
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契約実務から民法を学ぶ
～近時の電子契約等リーガルテックも踏まえた民法の体系的思考プロセスを養成～

講師紹介 齋藤弘樹　弁護士（岩田合同法律事務所 パートナー）
危機管理業務（平時の内部統制システムの整備や有事対応）とIT関連業務を多く扱い、日々契約書や利用規約の作成・分析に取り組んでいる。主な著作：『企
業が腐る3つの理由　ーインテグリティはあるのか』（共著　中央経済社　2023年）、『ランサムウェア攻撃に関する論点・危機管理』（月刊監査役　2022
年8月号）。

《企画監修》田路至弘　弁護士（岩田合同法律事務所　代表パートナー）

契約実務担当者を対象に、膨大な民法の知識を現実の業務のイメージとリンクして習得していただけるよう、
実例や判例を用いながら解説。

（本講は2025年２月13日収録セミナーの再募集です）

１．民法と契約の関係 　
　①　民法を学ぶための必要なイメージ（物権と知財法は同じようなもの？） 　
　②　企業法務の中の民法・契約（担当者が意識すべきポイントはどこか？） 
２．契約締結前の法律関係―契約実務における信義則（１条２項）の反映― 　
　①　契約の存在意義（なぜ契約書を作成するのか？） 　
　②　契約準備段階の責任（Ｍ＆Ａを題材に） 　
　③　契約交渉・契約書作成のテクニック（譲歩は最後の切り札） 
３．契約における基本法理―法律行為を中心に― 　
　①　意思表示の理論（詐欺錯誤は実務頻出） 　
　②　代理の理論（企業取引の当事者は誰か？） 
　③　電磁的な方法による意思表示（メール・Web・プラットフォーム等の場合を考えてみる）
４．契約の解釈と効力　
　①　契約の解釈とは何か（土壌汚染は契約不適合にあたるか？） 　
　②　典型契約が契約の解釈に与える影響（委任か請負かが勝敗を分ける） 　
　③　契約書作成のテクニック（ひな形の危険性、基本契約書の重要性） 

５．契約の終了と履行強制 　
　①　契約解除の注意点（契約書に記載があっても解除できない！？） 　　
　　法定解除、約定解除、合意解除の各要件と効果 　
　②　債務不履行の要件・効果（「不履行」、「損害」、「因果関係」の要件に立ちふさがるハードル！）　　
　　「不履行」の意義、損害賠償責任の規定と実務 　
　③　裁判所の利用方法（裁判所は利用しづらい？）

セミナー概要

◆契約業務担当者にとって契約実務の前提となる民法の理解は必須となります。しかしながら、基本であるにもかかわらず、膨
大な条文数と構造の複雑さから、OJTで習得することは困難といわれます。 

◆また、民法を学んだ経験のある方でも、実務では慣習や特別法の対応に追われ、一般法である民法が実務ではどのように適用
されているかを理解し、活用できている方は多くはないのではないでしょうか。 

◆本講座では掲記テキストを用い、企業において契約業務を担当されている方を対象に、膨大な民法の知識を現実の業務のイメ
ージとリンクして習得していただけるよう、実例や判例を用いながら、現実の企業間の取引に即して、かつ実際の取引の進行に
従って解説を進めてまいります。 

◆さらに、2020年4月の民法改正（債権法改正）の論点が、実務上どのような影響を及ぼすのか、普及してきたリーガルテックを
どのように取り入れたらよいかについても解説を加えたうえ、企業法全体の体系や契約書作成上の注意点、紛争処理の流れに
ついても適宜触れてまいります。 

◆新任担当者の皆様にも、民法の知識の整理・理解の場としてのご受講をお勧めします。

※本セミナーは2025年２月13日収録（2025年３月13日～2025年５月30日配信）したセミナーの再募集です。
※テキストとして、『法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)〔第３版〕』（商事法務、2024年）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年10月14日（火）10時～2026年１月21日（水）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月14日 (水)
● 受  講  料：38,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

約4時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

　書籍無料贈呈 
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競  争  法

ベーシック独占禁止法 
～事例で学ぶ独禁法の考え方～

講師紹介 菅久修一　ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） シニアコンサルタント
1983年 東京大学経済学部卒業、同年に公正取引委員会事務局入局。以降、在ベルリン日本国総領事館領事、審査局管理企画課長、官房総務課長、消費
者庁審議官、公正取引委員会事務総局取引部長、経済取引局長、事務総長等を経て（2022年7月退官）、2022年8月から現職。主な著書（いずれも商事
法務）； 『独占禁止法〔第5版〕』（編著）（2024年）、『はじめて学ぶ独占禁止法〔第4版〕』（編著）（2024年）、『独禁法の授業をはじめます』（著）（2021年）。

主要な独禁法違反行為である不当な取引制限について具体的な事例を交えつつ、法務担当者として押さえておくべきポ
イントを元公正取引委員会事務総長である講師が分かりやすく解説。会場限定パートでは、講師のこれまでの経験も踏
まえて、かつ、出席者からのご意見・ご質問もいただきながら、より一歩踏み込んだ独禁法の世界を示す。

Ⅰ　独占禁止法で禁止していること
　１　目的と２つの「競争」
　２　競争制限行為
　　　（不当な取引制限、私的独占、不公正な取引方法）
　３　不当な取引制限と私的独占と不公正な取引方法の関係
　４　２つ（３つ）のことを忘れずに
Ⅱ　不当な取引制限
　１　独禁法2条6項
　２　共同して相互に、拘束
　３　一定の取引分野
　４　競争の実質的制限
　５　カルテルと入札談合の違い
　６　入札談合等関与行為防止法
　７　通常の取引と入札取引と制服の取引
　８　課徴金・課徴金減免制度
　９　事例
　（１）事例１（9社会等を開催して合意）
　（２）事例２（ハブ＆スポーク型）
　（３）事例３（入札に参加していない事業者も違反事業者）
Ⅲ　私的独占
　１　独禁法2条5項
　２　排除と支配
　３　一定の取引分野（不当な取引制限との多少の違い）
　４　事例
　（１）事例１（排他条件付取引による排除）
　（２）事例２（様々な手段での排除）

Ⅳ　不公正な取引方法
　１　法定５類型と一般指定・特殊指定
　２　公正な競争を阻害するおそれ（公正競争阻害性）
　３　垂直的制限行為
　（１）適法・違法性の考え方（流通・取引慣行ガイドライン）
　（２）再販売価格の拘束
　（３）抱き合わせ販売
　４－１　優越的地位の濫用
　４－２　取適法（特定運送委託）と物流特殊指定
　５　事例
　（１）事例１（再販売価格の拘束）
　（２）事例２（抱き合わせ販売）
　（３）事例３（優越的地位の濫用）
　（４）事例４（物流特殊指定）
Ⅴ　まとめ　～　（再び）２つ（３つ）のことを忘れずに

〇会場限定パート
　出席者のみなさんからのご意見・ご質問をいただきながらでは
　ありますが、たとえば、
　・立入検査（独禁法）、立入調査（価格転嫁円滑化特別調査）、
　　立入検査（取適法）、任意調査・正式審査
　・独禁法コンプライアンスを推進するには何が有効か
　・優越的地位の濫用と取適法、フリーランス法

※事前質問を募集します。事前質問につきましては、お申込み後
にあらためてご案内いたします。

セミナー概要

◆「独禁法」や「公取委」をいうコトバ、最近は一層しばしば目に耳にするようになってきました。仕事の中でも「独禁法」
に絡んだことに触れることも増えてきていることでしょう。でも、分かっているようで、なんかいまひとつピンときていな
いというのが本音の方々、結構いらっしゃるのでは？　「同業他社と価格の話しをしてはいけない」とか「取引先に無理に
圧力をかけてはいけない」とは思っているけど、正確に「独禁法」を理解しているという自信はないので、自社の活動で違
法行為になり得るものを見落としているのではないか、逆に、厳しくアドバイスし過ぎて、かえって自社の活動を無用に
狭めてしまっているのでは、と懸念している向きもあるやに聞きます。

◆本セミナーでは、主要な独禁法違反行為である不当な取引制限（カルテル・入札談合）と私的独占、そして、不公正な取
引方法の基本的な考え方を整理して、具体的な事例を交えつつ、法務担当者として押さえておくべきポイントを元公正取
引委員会事務総長で現法律事務所シニアコンサルタントである講師が分かりやすく解説します。

◆また、会場限定パートでは、講師のこれまでの経験も踏まえて、かつ、出席者からのご意見・ご質問もいただきながら、
より一歩踏み込んだ独禁法の世界をお話しします。

◆経験の浅い担当者の方々から一定の知見をお持ちの方々まで、ぐっと視座を高められる（であろう）セミナーです。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2026年３月24日（火）14時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年３月23日 （月）
● 受  講  料：33,000円 （税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

NEW
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限定

会場
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割引有
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配信

交流会
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競 争 法

施行から１年！フリーランス保護法
～勧告第 1 号案件登場を機に改めて総点検～

講師紹介 池田　毅　弁護士（池田・染谷法律事務所）

　　　 宮内優彰　弁護士（池田・染谷法律事務所）

競争法分野で活躍する２名の弁護士が、フリーランス保護法の基本的な考え方から見落としがちなポイント
や下請法との相違点等まで、執行動向や実務運用を用いて分かりやすく解説。

セミナー概要

◆施行から１年を迎えた「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（いわゆるフリーランス保護法）については、施行前
後のタイミングで対応をされた事業者も多いかと思われます。

◆しかし、施行からまだ日が浅いためか、各社の取り組みを見ていると、適法に対応できていないという事例が少なくありません。また、
日々の取引がフリーランス保護法の対象に該当すること自体に気づいていないという事例もあります。

◆そのような中、最近ではフリーランス保護法に基づく勧告事例も複数登場しています。フリーランス保護法では、下請法では勧告事
由とされていない取引条件の明示義務（書面交付義務）違反も勧告事由とされており、また、下請法では実務上勧告対象とされて
こなかった期日における報酬支払義務違反（支払い遅延）についても積極的に勧告対象にされています。下請法でお馴染みの勧告
事由はもちろん、これまで勧告に至らなかった違反類型まで十分に対応する必要があり、入念にアンテナを張り巡らせる必要がある
法律になりつつあります。

◆本セミナーでは、競争法分野で活躍する池田・染谷法律事務所の2人の弁護士を講師に招き、フリーランス保護法の基本的な考え方
から見落としがちなポイントや下請法との相違点等まで、執行動向や実務運用を用いて分かりやすく解説いただきます。フリーラン
ス保護法をキャッチアップしきれていなかった企業の方や日々の社内運用に悩まれている方にご受講いただきたいセミナーです。

講 座 開 設 趣 旨の

● 視聴期間：2025年11月４日（火）10時～2026年１月13日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月５日 （月）
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

約2時間

講義時間
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割引有
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今月より配信

物流革新と取引適正化の実務対応 
― 物流効率化法・貨物自動車運送事業法・下請法改正を踏まえた

荷主・運送事業者・関連事業者のリスク管理と実務対応

荷主・物流事業者・関連事業者の立場から、物流2法・取適法の改正内容、物流関連契約の見直しのポイ
ント、適正なコスト協議の方法、行政指導を受けないための実務対応等を整理し、事業者の皆様のサプラ
イチェーンの適正化と法務ガバナンス強化につなげます。

セミナー概要

約2.5時間

講義時間

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

講師紹介 花本浩一郎　弁護士・ニューヨーク州弁護士（TMI総合法律事務所　パートナー）

　　　　　 粟井勇貴　弁護士（TMI総合法律事務所 名古屋オフィス　シニアアソシエイト）

◆ドライバーの長時間労働規制強化を契機に表面化した物流現場のひっ迫（物流2024年問題）は、単なる一過性のものではなく、持続可能
な物流体制への構造改革を迫るものとなっています。こうした背景のもと、「物流二法（物流効率化法・貨物自動車運送事業法（トラック
法））」の改正では、物流効率化の促進、荷主・元請の責任の明確化等が進められており、荷主・元請を問わず、物流効率化に向けた社内
体制の整備や、下請事業者への発注適正化に向けた書面交付の義務化など、物流に関わる全ての事業者に実務的な影響を与えています。

◆同時に、来年1月には改正下請法（中小受託取引適正化法。通称「取適法」）が施行され、発荷主の運送事業者に対する運送委託（特定運
送委託）が新たに適用対象となり、書面交付義務に加え、支払遅延、減額、買いたたき等の禁止規定が適用されます。

◆このように、今般の改正は、多くの事業者に影響が及ぶとともに、政府の積極的な法執行が予想されることから、内容につき十分に理解
の上で実務対応を進めることが急務といえます。

◆本セミナーでは、荷主・物流事業者・関連事業者の立場から、物流2法・取適法の改正内容、物流関連契約の見直しのポイント、適正なコ
スト協議の方法、行政指導を受けないための実務対応等を整理し、事業者の皆様のサプライチェーンの適正化と法務ガバナンス強化につ
なげます。

講 座 開 設 趣 旨の

● 視聴期間：2025年12月３日（水）10時〜2026年３月31日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年３月24日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉
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デ ー タ

ルールを知り、攻めに転じる　最新制度×ケーススタディで学ぶ

データ活用とプライバシーポリシー実務 

講師紹介 影島広泰　弁護士（牛島総合法律事務所）
一橋大学法学部卒業。2003年弁護士登録、牛島総合法律事務所入所。現在パートナー弁護士。『個人情報関連法令スピードチェック』（商事法務、2024）、

『法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典〔第2版〕』（商事法務、2021）ほか著書多数。The Legal 500 Asia Pacific 2025の「TMT (技術、メディア及び
通信)」でLeading individuals。

データ活用を進めるうえで、法規制の理解は不可欠です。本セミナーでは、最新制度と実例を通じて、実務担当者が直
面する「使いたいけれど使えない」課題を解きほぐし、戦略的な利活用のヒントとプライバシーポリシー策定の要点を
解説します。

Ⅰ　Cookie と個人関連情報の活用
 　　～改正法の影響を含めて～
　1. データの利活用に関する個人情報保護法の規制
　　(1) 個人情報とは
　　(2) 利用目的の特定
　2. 個人データと個人関連情報の提供の際のルール
　　(1) 個人データの提供と同意・委託
　　(2) 個人関連情報の提供と同意
　3. 知っておくべき Web 周りの技術
　　(1) Cookie とは
　　(2) その他の技術
　4. ケース別：同意の要否・表示すべき文言・同意の取り

方
　　(1) 個人関連情報の提供の場合
　　(2) 個人データの提供の場合
　　(3) データ受領の場合
　　(4) 提供していない場合

Ⅱ　グループ内でのデータ共有
　1. 過去に収集した個人データを共同利用できるのか
　2. 共同利用についてのプライバシーポリシーの記載のポ

イント
　3. グループ内での情報共有についての契約のポイント
Ⅲ　蓄積されたデータの利活用
　1. 匿名加工情報
　2. 仮名加工情報
　　(1) どのような場面で使えばよいのか
　　(2) 共同利用
Ⅳ　プライバシーポリシーの課題と実務対応
　1. プライバシーポリシー改訂のポイント
　2. 新たなビジネスについての Go/No Go の判断
　3. DX・データ利活用のビジネスのポイント
　　(1) データのオーナーシップ
　　(2) 契約の重要性

セミナー概要

◆データをどう利活用するかという課題に取り組むうえでは，自社で保有・収集するデータの分析もさることながら，デー
タをめぐる規制が障壁とならないようにしなければなりません。データを使いこなすためには，ルールについて深く本
質的に理解することが必要です。

◆本セミナーでは，現に個人データのビジネス利用に取り組んでいるもののより深い理解を得たいと考えているご担当者，
またはこれから本格的に取り組みたいと考えている会社のご担当者を対象に，新たなビジネスの検討や，企画にゴーサ
インを出すかどうかのジャッジ等，データビジネスを支援するうえで知っておくべき法的知識と，備えておくべき実務
感覚を提供したいと考えています。具体的な活用場面を想定したケース・スタディとＱ＆Ａを用いながら，どのように
データを利活用するか，その際の規制対応を含めた実務ポイントを解説します。

◆最新の規制をケース・スタディで紐解きながら，より戦略的にデータを活用するためのヒントから、ユーザからの同意
の要否、プライバシーポリシーの作り方のポイントまでを解説します。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2025年12月17日（水）13時30分～17時（質疑応答込み）　
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年12月16日 (火)　　
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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知 財 法 務 ・ 消 費 者 対 応

知 財 法 務 ・ 消 費ゼロからはじめる利用規約

差止請求事例から学ぶ 
利用規約作成・見直しのポイント

講師紹介 大原滉矢　弁護士（弁護士法人飛翔法律事務所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
弁護士法人飛翔法律事務所　パートナー弁護士、大阪弁護士会所属
略歴　大阪府東大阪市出身、平成23年    私立近畿大学附属高等学校　卒業、平成27年    京都大学法学部　卒業、
平成29年    京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻　修了、平成31年    弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
主な取扱分野
企業法務に関する日常相談、各種契約書・利用規約の作成確認業務（英文契約書を含む）、債権回収、労務管理、M＆A関連法務、不動産関連法務、相隣関係ト
ラブル、債務整理、交通事故、刑事事件、少年事件、遺言相続等

講師紹介 小林直弥　弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2022年～2023年任期付職員として消費者庁にて勤務し、消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正や消費者団体訴訟制度の運用業務等を担当。主な取扱分
野は、利用規約や広告・表示に関するコンサルティング、景品規制対応コンサルティング、消費者庁等による調査対応、適格消費者団体対応等。主な著作と
して、「企業法務のための特商法講座」（共著、NBL1286号～1296号のうち偶数号）、『BtoC Eコマース実務対応』（共著、商事法務、2022年）、『約款の基本と
実践』（共著、商事法務、2020年）。

利用規約・プライバシーポリシーにはじめて携わる新任者を対象に、通常の契約との違いや定型約款に関する基礎知識、
さらには規約作成時の実務ポイントまで、ひな形を用いてわかりやすく解説します。

差止請求訴訟制度と消費者契約法の不当条項規制を概観し、適格消費者団体による近時の差止請求事例を紹介しながら、
B to C 取引を行う企業の法務担当者等が、利用規約の作成・見直しをする際の実務的な留意点を解説。典型的な不当条項
だけではなく、消費者契約法 10 条該当性が問題となるような、判断が難しい条項も取り扱う。

セミナー概要

セミナー概要

◆不特定多数の顧客に対してサービスを提供する場合には、個別の契約締結ではなく、利用規約の形で契約関係を規律することが必要と
なります。その際には、民法において定められる定型約款に関する知識が必要不可欠となりますので、この点を基礎から解説いたします。

◆さらに、一般的な利用規約において見受けられることの多い典型的な条項に関し、当事務所より出版済みの参考書籍のひな形を基にし
た逐条解説を行います。

また、プラットフォーム上での多方向の取引が想定される場合においては、プラットフォーマーとしての特有の責任を負う場面がありう
るため、そのような場面におけるトラブル防止・対応策についての解説を行います。

◆加えて、プライバシーポリシーに関し、その背景となる個人情報保護法に関する基礎知識と、これに基づいた具体的なプライバシーポ
リシーの作成方法を解説いたします。その他、ウェブサービス事業の実務に関連する周辺のお役立ち知識についてご解説いたします。　

◆以上のようなプログラムを通じて、主としてビギナーを対象に基礎からわかりやすく解説し、関連する領域における法務担当者として、
必要となる知識や実務への知見を身に着けていただくことを目的としております。

※参考資料として、弁護士法人飛翔法律事務所編『ゼロからはじめる利用規約～ウェブサービス事業者のための作成マニュアル～』（商
事法務、2025 年）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

◆ B to C 取引で使用される利用規約の条項が消費者契約法の不当条項規制に違反する場合、個々の消費者から条項の効力を争われ
る可能性がありますが、それだけでなく、適格消費者団体から差止請求を受ける可能性があります。適格消費者団体による差止
請求は活発に行われており、著名な企業に対する差止請求も数多く行われています。

◆企業としては、差止請求を受けることにより、利用規約の変更を余儀なくされたり、場合によっては、企業名・事案の概要や適
格消費者団体との協議内容が公表されるなど、事業活動に与える影響は大きいといえます。

◆このようなリスクを踏まえれば、企業としては、適格消費者団体から無用な差止請求を受けないよう利用規約を作成・見直すこ
とが求められます。その際には、近時、どのような条項が適格消費者団体による差止請求の対象となっているか、また、差止請
求を受けた企業がどのように対応しているかを把握することが有益です。

◆そこで、本セミナーでは、差止請求訴訟制度と消費者契約法の不当条項規制を概観したうえで、適格消費者団体による近時の差
止請求事例を紹介しながら、B to C 取引を行う企業の法務担当者等が、利用規約の作成・見直しをする際の実務的な留意点を解
説いたします。特に、本セミナーでは、典型的な不当条項だけではなく、消費者契約法 10 条該当性が問題となるような、判断が
難しい条項も多く取り上げます。

講 座 開 設 趣 旨の
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配信

交流会

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有
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書籍無料贈呈

● 2026年１月22日（木）14時～17時30分（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年１月21日 (水)　
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉

● 2026年２月17日（火）14時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2026年２月16日（月）　
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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知 財 法 務 ・ 消 費 者 対 応
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著作権とうまく付き合うための

総務・法務担当者用著作権法チェックポイント 
～ AI 時代の基礎知識から使う・守る場面まで～

講師紹介 池村　聡　弁護士（三浦法律事務所）
2001年弁護士登録（第二東京弁護士会）、マックス法律事務所（現　森・濱田松本法律事務所）入所。2009年から2012年6月まで文化庁著作権課に出向し、
平成21年、同24年の著作権法改正作業等を担当。2019年三浦法律事務所開設。文化審議会著作権分科会専門委員（2020年～2023年法制度小委員会委員、
2023年～使用料部会委員）。『はじめての著作権法』（日経文庫、2018年）、『インターネットビジネスの著作権とルール』（第２版、CRIC、2020年、共著）、

『実務者のための著作権ハンドブック』（新版、CRIC、2022年、共著）他著書論文多数。

「適法かつ自由に使うためにはどうすればよいか」ということも重視した実践的なセミナー。社内の著作権初心者、
現場の従業員にどう説明すれば分かりやすいかという観点で、基礎知識から分かりやすく解説。

（本講は2025年５月27日収録セミナーの再募集です）

セミナー概要

◆著作権は、他の知的財産権と比較して、日常業務において極めて身近な権利であるため、侵害トラブルや炎上トラブルが多発しており、
その数は年々増えているように感じます。また、著作権法は、頻繁に法改正が行われる法律でもあります。そのため著作権トラブルを防
ぎつつ、うまくコンテンツを利活用するためには、著作権法の全体像と最新の動向を正しく知ることが重要になります。

◆本セミナーでは、自社の事業活動における著作権トラブルを防ぐために、総務・法務担当者の方に向け、制度の全体像と考え方の最新動
向を示すとともに、社内の対応を整理します。

◆平時の対応に関しては、一般社員の方々にありがちな勘違いや、古い認識のアップデートのポイントを示すとともに、社内の取扱いルール
の再確認を行い、社内啓発にすぐにも活用いただけるポイントについて、特に近時トラブルが発生しやすい、オンライン会議やテレワーク、
SNSの利用といった観点も含め、さらにはここ数年非常に話題になっている生成AIと著作権の関係についても解説します。

◆また、実際のトラブル事例や裁判例も豊富に紹介しながら、トラブルへの対処法、トラブルから得られる教訓を解説します。
◆他方で、著作権のことを必要以上に恐れるがあまり、委縮してしまうと、自由な表現や発想等が妨げられてしまい、不健全です。そこで、

「著作権と上手くつき合っていくにはどうすればよいか」、「適法かつ自由に使うためにはどうすればよいか」ということも重視して実践的
な解説をします。社内の著作権初心者、現場の従業員にどう説明すれば分かりやすいかという観点で、基礎知識から分かりやすく解説し
ますので、著作権法を基礎から学びたい方にはもちろん、社内研修のヒントをお探しの方にも受講をお勧めします。

※本セミナーは2025年５月27日に開催（2025年６月17日～2025年８月25日配信）したセミナーの再募集です。　

講 座 開 設 趣 旨の

● 視聴期間：2025年10月24日（金）10時〜2025年12月24日（水）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2025年12月17日 (水)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

ベーシック景品表示法

講師紹介  古川昌平　弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所）
2007年12月弁護士登録。大江橋法律事務所（大阪事務所）。2014年４月～2016年３月、任期付職員として消費者庁にて勤務し、景表法改正法の立案や
施行準備業務等を担当。同年４月～大江橋法律事務所（東京事務所）。
主な取扱分野は、消費者庁等による調査対応、適格消費者団体対応、BtoC-Eコマースに関するものを含む多様な広告・表示や約款・規約に関するコン
サルティング、景品規制対応コンサルティングなど。
主な著作として『実務担当者のための景表法ガイドマップ』（商事法務、2024年）、『BtoC-Eコマース実務対応』（商事法務、2022年）（共著）。

企業が一般消費者向けのマーケティングを行う際に業種や規模を問わず遵守が求められ、措置命令が毎年40
件ほど行われるなど、現実的な対応の必要性が高い景品表示法の基本的な内容について、実務対応に際し必
要な範囲で「ざっくり学ぶ」ことを目的として、事例を通じて違反行為の要件を中心に解説。
                                                                                                             （本講は2025年５月16日収録セミナーの再募集です）

セミナー概要

◆景品表示法は、企業が一般消費者向けの表示や景品類提供を行う場合に適用されます。一般消費者向けのマーケティングを行う際には、
業種や規模を問わず遵守が求められます。

◆毎年、行政処分としての措置命令が40件ほど行われており、現実的な対応の必要性が高いと言えます。
◆昨今のデジタル化の進展やSNSの普及により表示媒体が広がる中、2023年10月にステルスマーケティングの規制が導入され、2024年には

措置命令が３件行われました。
◆また、2024年３月にNo.1表示に関する措置命令が多く行われた後、同年９月には「No.1表示に関する実態調査報告書」が公表され、主観

的評価によるNo.1表示やいわゆる高評価％表示に関する考え方が具体的に示されました。
◆このように様々な動きが生じている中で、アップデートを図りつつ、景品表示法遵守のための対応をとる必要があります。他方で、担当者

の異動などもあり、企業内での情報等の集約や蓄積が間に合わないこともあるとのお話に接することがあります。
◆そこで、本セミナーでは、実務対応に際し必要な範囲で、景品表示法の基本的な内容を「ざっくり学ぶ」ことを目的に、事例を通じて、違

反行為の要件を中心に解説いたします。課徴金制度や確約手続については、詳細には立ち入らず概観します。
※参考書籍『実務担当者のための景表法ガイドマップ』（商事法務、2024年）を無料贈呈。
※本セミナーは2025年５月16日に開催（2025年６月６日～2025年８月６日配信）したセミナーの再募集です。

講 座 開 設 趣 旨の

● 視聴期間：2025年10月24日（金）10時〜2025年12月24日（水）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2025年12月17日 (水)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

約3時間

講義時間

　書籍無料贈呈 

約2時間

講義時間
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海 　 外

中国の制度、文化から学ぶ 
中国業務担当者・赴任者のための「いろは」

講師紹介 李　丹丹　 氏（花王株式会社）
法務部門　マネジャー（中華圏担当）、法務部　グローバル推進担当マネジャー
1999年に来日し、神戸大学大学院法学修士、神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了。
2009年、花王株式会社入社。法務部事業法務第１グループリーダーを経て現職。契約・事業法務を中心に、家庭品事業、ケミカル・SCM事業、化粧品
事業の日本国内業務および中華圏・グローバル業務を従事。中国での合弁事業立ち上げ、現地法人設立、代理店契約の交渉・運営など、数多くの案件
を手掛けてきた。

日中双方の相互理解を促し、信頼を基盤とした Win‑Win の関係構築を図ることで、より効果的な中国業務の推進に寄与す
ることを目指す。

１　中国法務担当者・赴任者に知っておきたい中国制度・文化
２　中国法務・コンプライアンスの基本
３　赴任希望者・中国業務担当者に向けて（まとめにかえて）

セミナー概要

◆本セミナーは、中国業務担当者および中国赴任者、とりわけ法務・コンプライアンス担当者を対象に、中国の法制度と
文化的背景への理解を深め、実務に役立つ知識と対応力を養うことを目的とします。

◆制度や文化の相違を事前に把握し、業務に取り入れることで現地での対応が円滑になり、法令遵守に基づく健全な事業
運営とトラブル予防につながります。参加者には書籍『中国法務最前線――実務担当者のリアル』を一冊進呈します。
本書は現地子会社での具体的な事例を物語形式で示し、各シチュエーションごとに法規・制度を解説することで、実務
感覚として身につける助けとなります。

◆併せて本セミナーでは、日中双方の相互理解を促し、信頼を基盤とした Win‑Win の関係構築を図ることで、より効果
的な中国業務の推進に寄与することを目指します。

※参考書籍として『中国法務最前線――実務担当者のリアル』（商事法務、2025 年）を無料贈呈。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● LIVE配信開催日程：2026年１月28日（水）10時30分～11時30分
● オンデマンド配信期間：  2026年２月12日（木）10時～2026年４月13日（月）17時
● 視聴方法：EメールにてLIVE配信視聴用URL・オンデマンド視聴用URLをご連絡します。
● 申込期限：2026年４月６日 (月)
● 受  講  料：4,950円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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　書籍無料贈呈 



52

　 　 輸 出 管 理

日米の実務を踏まえて基礎から解説　

法務担当者のための輸出管理・経済制裁 

講師紹介 大川信太郎　弁護士・ニューヨーク州弁護士（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）
2015年東京大学法学部卒業、2024年スタンフォード大学ロースクール卒業。森・濱田松本法律事務所外国法共同事業での勤務を経て、2019年から2021年
まで経済産業省貿易経済協力局貿易管理部に勤務。2024年から2025年までWashington D.C.のCovington & Burling LLP（International Tradeチーム）に勤務。
2025年より森・濱田松本法律事務所外国法共同事業に復帰。
クロスボーダー取引に関する法的アドバイスを専門とする。特に貿易管理・経済制裁・関税などの通商分野に詳しい。2022年　日本経済新聞「企業が選ぶ
弁護士ランキング　国際通商・経済安保分野」　第6位、2024年　同ランキング第9位。Best Lawyers: Ones to Watch in JapanTM　International Business 
Transaction部門受賞（2022年～2025年）。
著作：『外為法に基づく投資管理－重要土地等調査法・FIRRMAも踏まえた理論と実務』（中央経済社、2022年）『詳解外為法　貿易管理編―外国法令も踏ま
えた理論と実務』（商事法務、2022年）『企業法務のための経済安全保障入門』（中央経済社、2023年）「第2次トランプ政権下における追加関税措置と企業
の実務対応」（NBL、2025年）　など。

輸出管理・経済制裁分野の初心者を対象に、基本的なフレームワークを「基礎の基礎」からわかりやすく
解説。

Ⅰ　はじめに～輸出管理と経済制裁をめぐる現在地～
　１　日本：安全保障環境の急変に伴う外為法の大転換
　２　米国：バイデン政権とトランプ政権の執行方針の違い
　３　経済制裁と輸出管理の違い

Ⅱ　日本における輸出管理と経済制裁
　１　外為法の基礎－外為法は「熱海の老舗温泉旅館」
　２　輸出管理
　　（１）　国際的な取り決めと日本における規制
　　（２）　規制の種類：リスト規制とキャッチオール規制
　　（３）　許可の種類：個別許可と包括許可
　　（４）　近時の重要ポイント①：大川原化工機冤罪事件による

外為法解釈への影響
　　（５）　近時の重要ポイント②：拡大する独自管理品目
　　（６）　近時の重要ポイント③：キャッチオール規制などの近

時の改正
　３　経済制裁
　　（１）　経済制裁の分類―制裁手段による分類
　　（２）　経済制裁の分類―国別の分類
　　（２）　日本と外国の経済制裁の関係
　　（３）　特に執行リスクが高い経済制裁

Ⅲ　米国における輸出管理と経済制裁
　１　米国法の基礎
　　（１）　よく聞く EAR、ITAR、OFAC の違いとは
　　（２）　なぜ日本企業が米国法を遵守する必要があるのか
　　（３）　最低限理解しておきたい日米における輸出管理の違い
　　（４）　最低限理解しておきたい日米における経済制裁の違い
　２　輸出管理
　　（１）　再輸出規制
　　（２）　直接製品規制
　　（３）　エンティティ・リスト
　３　経済制裁
　　（１）　一次制裁の域外適用と二次制裁の違い
　　（２）　一次制裁の域外適用：US Nexus とは何か
　　（３）　二次制裁：二次制裁の類型と執行リスク

Ⅳ　社内で自走するために最低限フォローしておきた
い情報源

　１　日本
　　（１）　輸出管理／（２）　経済制裁
　２　米国
　　（１）　輸出管理／（２）　経済制裁

セミナー概要

◆第一次トランプ政権以降に厳しさを増した米中貿易摩擦、2022 年のロシアによるウクライナ侵攻、2025 年に発生した
イスラエルとイランの紛争などを機に、国際取引における輸出管理・経済制裁の重要性は急速に高まっています。輸出
管理・経済制裁は単なる法的リスクを超え、経営戦略上も、大きな位置を占める状況となっています。

◆国際情勢の動きを受けながら変化していく輸出管理・経済制裁規制に対応するためには、場当たり的に規制のアップデー
トを追うだけでなく、輸出管理・経済制裁の基本的なフレームワークを理解することが欠かせません。

◆また、輸出管理・経済制裁分野は特に専門性が高いため、社内において貿易管理部門と法務部門・経営企画部門との間
で正確かつ円滑な意思疎通が難しいといったお悩みや、そもそも社内に十分な知識・経験をもった担当者がいないといっ
た課題も聞かれます。

◆本セミナーでは、経済産業省で輸出管理・経済制裁分野の政策立案に関与しており日本の実務に精通するほか、直近ま
で Washington D.C. の法律事務所（Covington & Burling LLP）にて勤務し同分野における米国の実務経験も深い大川信
太郎弁護士を講師に迎え、輸出管理・経済制裁分野の初心者を対象に、輸出管理・経済制裁の基本的なフレームワーク
を、わかりやすく解説いただきます。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年11月26日（水）10時〜2026年１月30日（金）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月23日（金）
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

NEW

会場
限定

会場
開催

収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会

今月より配信

約3時間

講義時間
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内 部 通 報

公益通報対応業務従事者が押さえておくべき

「近年の企業事件・不祥事の事例と動向」

講師紹介 髙野一彦　関西大学 社会安全学部長・大学院社会安全研究科長 教授・博士（法学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
2010年 関西大学着任 社会安全学部・大学院社会安全研究科 准教授、2012年 教授、2014～16年 副学部長を経て、2024年より現職。
日本経営倫理学会 会長、経営倫理実践研究センター 理事・上席研究員、アデランス 社外取締役、JR西日本 グループリスクマネジメント委員会 社外委
員・アドバイザー、NEXCO西日本 コンプライアンス委員会 委員、久米設計 経営監査委員会 委員長、タカラトミー 企業倫理・コンプライアンス アドバ
イザー、JR 西日本不動産開発 アドバイザー、ベネッセこども基金 評議員、ベネッセ教育総合研究所 研究倫理委員会 委員長、神戸市 行政データ利活用
アドバイザーなどを兼任。

企業のコンプライアンスリスク・マネジメントに詳しい髙野一彦教授が、近年の企業事件・不祥事の動向とコンプライア
ンス経営のポイントについて分かりやすく解説。

Ⅰ　法が企業に求めるコンプライアンス経営
　１　企業にリスクマネジメント体制・コンプライアンス体制の確立を求める法制度
　２　近年の企業事件・不祥事の動向
　　　検査不正、情報セキュリティー、ハラスメント・過重労働、グローバル・コンプライアンス、
　　　クライシスマネジメント
　３　他社事例をもとにしたケース・ディスカッションと解説

Ⅱ　組織の健康診断
　１　近年の企業事件・不祥事の検証と基礎理論
　２　チェックリストを使った組織の健康診断
　３　「危機に強い会社」をどのように作るのか

Ⅲ　企業価値を創造するコンプライアンス経営
　１　サステナブル・ESG 投資とこれからのコンプライアンス経営
　２　Compliance Ⅰから Compliance Ⅱへ

セミナー概要

◆公益通報対応業務従事者は、近年の企業事件・不祥事の動向を学び、原因を探求することで、その兆候を早期に把握・察知
するための感度を磨くことが重要です。

（1）企業事件・不祥事の兆候を早期に把握・察知するために
　近年の企業事件・不祥事の事例を探求し、その原因や兆候などを知ることにより、通報内容を評価・分析する際の重要な判

断材料となります。
（2）クライシスマネジメントのトレンドとベストプラクティスを把握できる

　企業事件・不祥事の発生時に他社がどのように対応したか、失敗事例や成功事例を知り、その原因を探求することは、再発
防止策の構築、社内体制の見直しなどに有益です。特に最近は迅速性や透明性、初期対応の適切性などを求められる傾向が
強いため、時代に即した対応が求められます。

（3）社会的要請の変化に対応するため
　近年は、企業の社会的責任（CSR）や ESG 要請の高まり、ソーシャルメディアの発達などの要因により、企業の事件・不祥

事に対する社会の目が厳しくなっており、「不寛容時代」などと言われています。「どのような対応が社会的に妥当なのか」
をアップデートすることが重要です。

　本セミナーでは、企業のコンプライアンスリスク・マネジメントに詳しい髙野一彦教授を講師に招き、近年の企業事件・不
祥事の動向とコンプライアンス経営のポイントについて解説していただきます。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 開催日程：2025年12月15日（月）14時～17時（質疑応答込み）
● 開催場所：株式会社商事法務会議室（東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント３階）
　※本セミナーは会場開催のみとなります（後日の収録動画配信はありません）。
● 定　　員：40名（先着順）　　●申込期限：2025年12月12日 (金)
● 受  講  料：33,000円（税込）／１名分

開
催
日
程
等

〈申込画面〉
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内 部 通 報

公益通報対応業務従事者入門講座 
～法務経験の有無を問わずに学べる公益通報制度の意義とポイント～

講師紹介 竹内　朗　弁護士・公認不正検査士（プロアクト法律事務所　代表パートナー）
1996年弁護士登録。2001-06年日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）法務部勤務。2010年企業リスクマネジメントを専門とする同事務所開設。こ
れまで上場会社5社の社外取締役・監査役を歴任。第三者委員会調査も多数手がける。2023年12月日本経済新聞社「企業法務税務・弁護士調査」危機
管理分野で総合ランキング５位。『図解不祥事のグローバル対応がわかる本』『図解不祥事の予防・発見・対応がわかる本』『図解不祥事の社内調査がわ
かる本』（中央経済社）『企業不祥事インデックス第3版』（商事法務）など著書多数。月刊監査役に「企業不祥事の事例分析」シリーズを不定期掲載。

　　　 岩渕恵理　弁護士・公認不正検査士（プロアクト法律事務所　カウンセル）
2016年弁護士登録、2016～19年三井住友信託銀行㈱証券代行コンサルティング部勤務、2019年より同事務所所属。専門は企業のリスクマネジメント、
有事の危機管理、コンプライアンス、コーポレートガバナンス等。上場会社を含む複数の社外取締役に就任。

『図解不祥事の予防・発見・対応がわかる本』（中央経済社）、『図解不祥事の社内調査がわかる本』（中央経済社）、『図解不祥事のグローバル対応がわか
る本』（中央経済社）などを執筆。

企業の不正調査、コンプライアンス案件に精通した２名の弁護士が公益通報制度の意義から実務対応のポイ
ントまでを分かりやすく短時間で解説。

Ⅰ　従事者の意義・従事者としての心構えと必要
　　な知識
　１　リスクの早期発見の重要性
　２　内部通報制度に対する信頼と企業価値の向上
　３　公益通報者保護法のポイント

Ⅱ　通報の流れに沿った基本的な通報対応の手順
　１　通報の受付
　２　通報内容の聞き取り
　３　聞き取りの際のポイント

Ⅲ　客観的証拠に関する調査におけるポイント
　１　客観的証拠の類型
　２　社員の調査協力義務
　３　社員のプライバシーとの関係

Ⅳ　ヒアリング調査におけるポイント
　１　ヒアリングの意義・目的
　２　対象者の選択

　３　時間と場所の設定
　４　ヒアリングの流れ
　５　ヒアリングの録画・録音

Ⅴ　面談記録・調査報告等の作成におけるポイント
　１　記録・報告書作成の意義
　２　事実認定の手法
　３　ないことの証明
　４　グレー認定

Ⅵ　通報後の対応
　１　通報者に対するフィードバック
　２　被通報者に対する対応・懲戒処分
　３　原因分析と再発防止

Ⅶ　まとめ

セミナー概要

◆企業にとって公益通報とは、自社におけるリスク情報を早期に把握するための重要な手段の1つです。
◆企業および公益通報対応業務従事者（以下、従事者）は公益通報者保護法に沿った対応を求められていることから、従事者に

は同法への理解が求められるところではありますが、法務部ではない方（法学部等出身ではない方）が従事者に指定されるこ
とも少なくありません。

◆いざ、通報対応をしようとした際に、リスク情報を早期に把握する手段であるという点を理解せずに、例えば「懲戒にあたるか
どうか」のみを基準に対応をしてしまい、「懲戒までには至らない」と思われる通報を軽んじてしまうということや、通報者の
意に沿わない対応や通報者に不利益が及びかねない対応をしてしまい問題になるという話も聞きます。そのような通報対応を
行った結果、内部通報制度への社内の信頼を損ない、結果として重要な通報案件が外部通報され、自社の企業価値を低下させ
てしまうということもあります。

◆本セミナーでは企業の不正調査、コンプライアンス案件に精通した竹内朗弁護士、岩渕恵理弁護士を講師に迎え、公益通報制
度の意義から実務対応のポイントまでを分かりやすく短時間でご解説いただきます。

◆従事者に指定された方にまず第一歩としてご受講いただきたいセミナーです。
※本セミナーでは法人申込を受け付けています（法人申込は 1 社につき 33,000 円（税込））。法人申込では 1 口の申込で何名でもご受講いただ

けます（同一法人内に限る）。

講 座 開 設 趣 旨の

主要講義項目

● 視聴期間：2025年10月29日（水）10時～2026年10月30日（金）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年10月29日 (木)
● 受  講  料：5,500円（税込）／１名分

視
聴
期
間
等

〈申込画面〉

約1.5時間

講義時間
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「内部通報に関する実務講座」・法人申込あり
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内 部 通 報

国内子会社・関連会社の内部通報対応
 ～グループ全体の企業価値の維持及び発展のために～

講師紹介 柴田政樹　弁護士（松田綜合法律事務所）
都内法律事務所で約5年間労働案件に従事し、2019年7月に松田綜合法律事務所へ移籍後も労働案件を中心的に取り組む。就業規則改定や労働案件の日
常的な相談対応のほか、企業内不正（各種ハラスメント、業務上横領、独占禁止法違反、コンプライアンス違反等）の調査、内部通報処理業務のリ
ーガルサービス、社内通報制度の整備などにも積極的に取り組んでいる。「実践！内部通報処理業務の適切な実務対応」（労働新聞社）、「通報案件対
応の実践的スキル獲得セミナー～信頼ある内部通報制度を目指して～」（松田綜合法律事務所）などセミナーを多数担当。（松田綜合法律事務所）など
セミナーを多数担当。

親会社目線で、国内の子会社・関連会社に関する内部通報対応に関して、グループ通報制度の構築と子会
社・関連会社における内部通報処理の２つのポイントに基づいて解説。

● 視聴期間：2025年11月27日（木）10時～2026年１月27日（火）17時
● 視聴方法：Eメールにて視聴URLと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡します。
● 申込期限：2026年１月20日 (火)
● 受  講  料：27,500円（税込）／１名分

〈申込画面〉

セミナー概要

視
聴
期
間
等

◆２０２５年６月に成立した改正公益通報者保護法によって、公益通報を理由とする解雇及び懲戒処分に関して刑事罰（事業主
には３０００万円以下の罰金）が導入され、通報者保護が手厚くなります。これにより、これまで以上に内部通報処理業務を
適切かつ慎重に行う必要性があり、内部通報制度の果たす役割が大きくなってきています。

◆このような流れの中で、企業側は、内部通報制度を、単に法令上の要請に応じて構築・運営をするのではなく、企業内の不祥
事の早期是正や未然防止を図るために実効的に構築・運営をすべきです。特に、昨今は、子会社や関連会社における不祥事に
よりグループ全体の企業価値が毀損される事態に発展することもあります。そのため、子会社や関連会社を抱える企業（親会社）
は、自社のみならず、グループ全体において信頼のある内部通報制度の構築及び運営を行い、グループ全体での不祥事の早期
是正や未然防止に努めることが肝要です。

◆本セミナーでは、親会社目線で、国内の子会社・関連会社に関する内部通報対応に関して、グループ通報制度の構築と子会社・
関連会社における内部通報処理の２つのポイントに基づいて解説いたします。

講 座 開 設 趣 旨の

約2時間

講義時間

NEW

会場
限定
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収録
配信 再募集

割引有

LIVE
配信

交流会
「内部通報に関する実務講座」

　ご意見・ご要望をお寄せください
過去に開催したセミナーの再配信や新規企画のご要望などがございましたら、ぜひ、下記アドレスあてに
メールをお寄せください。企画や再配信セミナー選定時の参考にさせていただきます。
メールアドレス： law-school@shojihomu.co.jp

主要講義項目
Ⅰ　内部通報制度構築の法的義務と経営陣の責任
　１　内部通報制度に関する法的規制
　２　経営陣の責任（法的責任及び経営責任）
　３　子会社・関連会社における不祥事と親会社側の責任

Ⅱ　グループ通報制度の構築
　１　制度構築の意義（グループ全体のガバナンス強化）
　２　考え得る制度パターン
　３　各段階における留意点

（通報者情報の共有、資料収集、調査計画、処分量定、グループ内報告）

Ⅲ　子会社・関連会社における内部通報処理の管理方法
　１　親会社及び子会社・関連会社の連携方法
　２　グループ共通の処分基準・評価基準
　３　担当者向け研修・グループ内教育



■�受講のお申込みは、弊社WEBサイト（https://www.shojihomu.co.jp/）の各セミナー案内画面からお
申し込みください。

■�受講料は、ご送付する請求書に従って、お振込みください。なお、「振込手数料」等は、ご負担くだ
さいますようお願いいたします。

■�キャンセルは、会場受講の場合、開催日以降（複数講のセミナーの際は第１講の開催日以降）はお受
けいたしません。WEB受講の場合、視聴用URLのご案内後のキャンセルはお受けいたしません。また、
講義資料等を別途郵送する旨をご案内しているセミナーについては講義資料等発送後のキャンセル
はお受けいたしません。

■�ご記入の個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います。

■�反社会的勢力と判明した場合には、セミナーの受講をお断りいたします。

■�一部のセミナーについては法律事務所に所属されている方の受講をご遠慮いただいております。弊社
WEBサイトの各セミナー案内画面でご確認ください。

■�上記のほか、講義内容等または主催者の都合により、受講資格を制限させていただき、受講のお申
込みをお受けできない場合がございます。

■�会場での録音・撮影、パソコン・携帯電話の使用はご遠慮願います。

■�発熱、ひどい咳等体調不良の兆候がある場合は、セミナーへのご出席をお控えください。なお、受付
時等に前記のような兆候が認められる場合、ご退室をお願いする場合がございます。

申込要領・注意事項

全セミナーをご案内する火曜版、おすすめセミナーをピックアップして
ご案内する金曜版を配信しています。

セミナー案内メールマガジンについて

商事法務WEBサイトはこちら

メールマガジン登録はこちら

〒103-0027 東京都中央区日本橋３-６-２（日本橋フロント３階）
株式会社商事法務ビジネス・ロー・スクール（ URL   https://www.shojihomu.co.jp/）
TEL   03（6262）6761（ダイヤルイン）　 E-mail   law-school@shojihomu.co.jp

お問
合せ先


